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経済企業委員会会議録 

 

平成３０年３月１５日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ５時４１分閉議（実時間３４５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第５４号・平成２９年度八代市一般会

計補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第４号・平成２９年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第４号 

１．議案第５号・平成３０年度八代市一般会計

予算（関係分） 

１．議案第５５号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１号（関係分） 

１．議案第９号・平成３０年度八代市簡易水道

事業特別会計予算 

１．議案第１４号・平成３０年度八代市久連子

財産区特別会計予算 

１．議案第１５号・平成３０年度八代市椎原財

産区特別会計予算 

１．議案第１６号・平成３０年度八代市水道事

業会計予算 

１．議案第１７号・平成３０年度八代市病院事

業会計予算 

１．議案第４９号・八代市広域交流センターさ

かもと館条例の一部改正について 

１．議案第５０号・八代市国営八代平野土地改

良事業負担金等徴収条例の制定について 

１．議案第５１号・八代市病院事業の設置等に

関する条例の一部改正について 

１．議案第５２号・八代市水道事業の設置等に

関する条例の一部改正について 

１．議案第５３号・八代市簡易水道事業給水条

例の一部改正について 

１．平成２９年陳情第４号・八代市食肉センタ

ー跡地利活用について 

１．陳情第２号・中心市街地アーケード空き店

舗利用について 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

 ・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

  （（株）トーヨーの株式譲渡について） 

  （八代市立病院に係る病床の再編移転及び

外来機能の事業譲渡について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  西 濵 和 博 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 経済文化交流部長   辻 本 士 誠 君 

  経済文化交流部次長 福 元 章 三 君 

  経済文化交流部次長 桑 原 真 澄 君 
 
  経済文化交流部 
            和久田 敬 史 君 
  政策調整審議員 
 

  国際港湾振興課長  緒 方   浩 君 

  観光振興課長    岩 崎 和 也 君 
 
  スポーツ振興課副主幹 
 
  兼スポーツプロジェクト 本 村 秀 記 君 
 
  推進室長 
 

  文化振興課長    一 村   勲 君 
 
  商工政策課副主幹 
            角 田 浩 二 君 
  兼商業振興係長 
 

 農林水産部長     黒 木 信 夫 君 
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  農林水産部次長   橋 永 高 徳 君 
 
  農業振興課長兼 
            豊 田 浩 史 君 
  食肉センター場長 
 

  農地整備課長    小 原 聖 児 君 

  地籍調査課長    濵 田 大 祐 君 
 
  フードバレー推進課 
            甲 斐 春 一 君 
  マーケティング戦略係長 
 
 
  フードバレー推進課副主幹 
            馬 淵 宗 徳 君 
  兼流通企画係長 
 

  農林水産政策課長  小 堀 千 年 君 

 企画振興部 

  東陽支所長     松 岡   猛 君 
 
  坂本支所 
            久木田 昌 一 君 
  地域振興課長 
 

 総務部 

  総務審議員     谷 脇 信 博 君 

 部局外 

  水道局理事兼局長  宮 本 誠 司 君 
 
  水道局主幹兼 
            松 田 仁 人 君 
  簡易水道係長 
 
 
  水道局副主幹兼 
            米 村 寛 樹 君 
  業務係長 
 

  農業委員会事務局長 橋 本 勇 二 君 

  市立病院院長    森 崎 哲 朗 君 
 
  市立病院事務部 
            田 中 智 樹 君 
  事務長兼医事係長 
 

                              

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）それでは定刻となり、定足数に達しま

したので、ただいまから経済企業委員会を開会

いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・平成２９年度八代市一般会計補

正予算・第８号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、予算議

案の審査に入ります。 

 議案第１号・平成２９年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 まず、歳出の第６款・商工費について、経済

文化交流部から説明をお願いいたします。 

○経済文化交流部長（辻本士誠君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）経済文化交流部でございます。座らせ

ていただきまして説明いたします。 

 それでは、議案第１号・平成２９年度八代市

一般会計補正予算・第８号中、経済文化交流部

関係分につきまして、福元次長から説明いたさ

せますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○経済文化交流部次長（福元章三君） 皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）経済文化交流部、福元と

申します。恐れ入りますけど、座って御説明さ

せていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（福元章三君） それで

は、議案第１号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算書・第８号の１８ページをごらんくだ

さい。 

 一番上段にあります款６・商工費、項１・商

工費、目２・商工振興費、補正額９６７万円を

計上し、補正後の額が９億３６７９万円となっ

ております。全て一般財源でございます。 

 内容につきましては、右側の説明欄にござい

ます、八代港ポートセールス事業として実施し

ておりますコンテナ利用助成金について、当

初、実入りのコンテナ取扱量を１万１９２１Ｔ

ＥＵと見込んでおりましたが、木材や建材など

のコンテナ取扱量が増加しましたことから、過

去の実績などを踏まえまして、９６７ＴＥＵの

コンテナ利用助成金の不足分を補正するもので
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ございます。 

 続きまして、下段にあります目３・観光費、

補正額１８５０万円を計上し、補正後の額が３

億７７７０万円となっております。 

 財源は、特定財源の国県支出金として、県の

熊本地震復興基金交付金の１６７５万円及び一

般財源１７５万円となっております。 

 内容につきましては、説明欄の熊本地震復興

観光拠点整備等推進事業として、一般社団法人

ＤＭＯやつしろが実施主体となり、大型クルー

ズ船を含む外国人観光客や、国内旅行者、市

民、くまモンファンなどを中心に、市街地へ呼

び込み、地元経済の浮揚につなげる取り組みで

ございます。 

 本事業は、１２月補正にて実施主体である一

般社団法人ＤＭＯやつしろが、県の熊本地震復

興基金交付金の直接補助及び市からの補助金を

活用し、仮称でありますが、くまナンステーシ

ョン及びくまナンストリートファニチャーの整

備を行う予定としていたものですが、県からの

交付金は市を通じて手続を行う必要があるとい

うことが判明いたしました。このため、この交

付金相当分の事業費及び県のくまモン共有空間

拡大ラボで開発された、くまモンとセルフ撮影

ができるフォトサークルシステムの導入及び、

くまモンスクウェアのイベントなどをリアルタ

イムで視聴できる環境整備に要する経費を補正

するものでございます。 

 以上で、簡単ではございますが、説明を終わ

ります。御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 済みません、ちょっと

よくわからなかったんですけど、くまモンでく

まナンステーション、市が何かすっとが不足し

ていたといいますし、また新しい事業をされる

という意味ですか。ちょっと説明、もうちょっ

と、済みません、よくわからなかったもんです

けん、新しい事業をするのか、この組みかえを

するのか、今度するのか、ちょっと説明を加え

ていただけませんか。 

○経済文化交流部次長（福元章三君） 済みま

せん、説明不足で申しわけございません。 

 まずそもそも、くまナンステーション、あと

ファニチャーなんですけれども、１２月補正を

した時点でですね、まずもって単独で県からＤ

ＭＯやつしろのほうに支出できると考えている

ところがですね、できなくて、市を通すと。そ

の関係で、一時期、市からの交付金となります

ので、その分の手当てをすると。プラス、最後、

ちょっと早口で申し上げたんですけれども、く

まモン共有空間拡大ラボというところで開発さ

れています、セルフ撮影ができるとか、そうい

うのを新たにですね、取り入れるということで

ございます。（委員亀田英雄君「新たにね。わ

かりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員亀田英雄君「はい」と呼ぶ）ほかにござ

いませんか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第６款・商工費についてを終了します。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０８分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、第５款・農林水産業費及び第１０款・

災害復旧費について、農林水産部から説明をお

願いします。 
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○農林水産部長（黒木信夫君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 ただいま上程されております議案第１号・平

成２９年度八代市一般会計補正予算・第８号中、

当委員会に付託されております農林水産部関係

分につきまして、橋永農林水産部次長から説明

をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（橋永高徳君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）座って説明させていただきます。 

 それでは、議案第１号・平成２９年度八代市

一般会計補正予算・第８号中、当委員会に付託

されました農林水産部関係について御説明いた

します。 

 別冊の一般会計補正予算書・第８号の１７ペ

ージをお開きください。 

 下段の款５・農林水産業費、項１・農業費、

目３・農業振興費で、補正額１億７８８３万７

０００円を追加し、補正後の金額を２２億２０

６６万９０００円とするものです。 

 説明欄の農業生産総合対策事業は、県の農業

生産総合対策事業（強い農業づくり交付金事

業）を活用し、生産・流通コストの低減に向け

た取り組みに必要な共同利用施設の導入などに

要する経費の一部を補助する経費を補正するも

のです。 

 事業実施主体は第一トマト研究会など３団体

で、低コスト耐候性ハウスを導入するもので、

事業内容は合計で９棟、延べ２万７８９０平方

メートルの施設整備となっております。 

 なお、補助金額は事業費の２分の１以内で、

全額が県支出金となります。 

 次に、目８・農地費では、補正額１億２４８

７万１０００円を減額し、補正後の金額を１０

億９５８９万５０００円とするものです。 

 説明欄の県営土地改良事業負担金事業は、県

が行う土地改良事業等に要する経費について、

各事業の規定に応じて、市町村が負担すべき金

額を支出するもので、経営体育成基盤整備事業、

これは負担率１０％です、湛水防除事業、負担

率１３％、排水対策特別事業、負担率１０％、

基幹水利施設補修事業、負担率１０％及び海岸

保全施設整備事業、負担率５％において、各事

業費が確定しましたことから、負担金の執行予

定額の残を減額補正するものであります。 

 なお、本事業に関しましては、国の１次補正

の関係で、この後の八代市一般会計補正予算第

９号で増額補正をすることとしております。 

 １９ページをお願いいたします。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、目１・農業施設災害復旧費では、

７０２万５０００円を減額し、補正後の金額を

１６７５万６０００円とするものです。 

 説明欄にあります農家の自力復旧支援事業は、

県の平成２８年熊本地震復興基金交付金を活用

し、農業の維持を図るため、営農の基盤である

被災した農地を農家みずから復旧するための経

費を補助するものです。 

 震災の影響及び作付の関係により、平成２９

年度内の実施が困難となり、平成３０年度当初

予算へ組みかえるため、執行残額の７０２万５

０００円を減額するものです。 

 以上で、一般会計補正予算・８号中、当委員

会に付託されました農林水産部関係の説明を終

わります。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） ハウスの話をちょっと

聞かせてもらいたかっですが、いつもこんな感

じで何棟かずつ建てていきなっですね。多額な

事業費を使ってされとっとですが、その後、継

続的にされとるかという話と、事業費の回収は

そのあたりは、滞りなくでけとっとかという話
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をちょっと聞かせてください。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 低コスト耐候性ハウスの整備でございま

すが、これは国庫補助２分の１でございまし

て、その残額、補助残について、農業者の方が

御負担いただくということで、さまざまな資金

を活用されたり、あとＪＡ系統でございました

らハウスリース事業ということで、リース契約

をされて資金を調達されているところでござい

ます。 

 現在、市場のほうでも生産のほうは安定して

きておりますが、――ああ、済みません、市場

価格のほうは大体安定はしてきております。販

売のほうも顕著に推移しているところでござい

ますので、市場からは八代産トマトは安定して

供給をお願いしたいという要望がありますので、

今後もトマトハウスについては必要な整備を図

っていきたい。 

 ちょうど低コスト耐候性ハウスの更新時期も

迎えておりますので、今後、計画的にですね、

生産者の方が計画性を持った更新、整備をされ

ていくということで考えております。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと確認ですが、

トマトは順調に、何といいますか、八代の名産、

特産品として定着されて、生産体制ができてい

るという、ちょっと確認という話ですが、そう

いうことでいいですかね。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） はい、市場の評価は高いものがございま

す。ことし１月には若干出荷が落ち込んだ部分

もございます。天候不順によります出荷の低調

というのもございましたが、市場からは安定的

に出荷をお願いしたいという強い要望もござい

ます。それにやはり参照して応えていくべく、

必要な整備を図っていきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員亀田英雄君「はい」と呼ぶ）ほかにござ

いませんか。 

○委員（髙山正夫君） 款１０のですね、災害

復旧費の関係でございます。７０２万５０００

円が残ちゅうことで、これは引き続き、また来

年度もこの事業をされるのかと、もう大体、農

家復旧に当たっての処理は大体済んでいるのか

ですね、そのあたりをお伺いしたいと思います。 

○農地整備課長（小原聖児君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）農地整備課長の小原でございます。委員の

御質問にお答えいたします。 

 来年度も引き続き継続する事業でございます。

本年度できなかった分プラス、来年度実施分を

３０年度の予算で計上しております。 

 以上でございます。 

○委員（髙山正夫君） ちょっとこれは制度上

の話になるんですけど、例えば今年度申請して、

工事ができなかったということで、また来年、

引き続きその対象になってくるのかですね。 

○農地整備課長（小原聖児君） 引き続き実施

することにしております。（委員髙山正夫君

「ああ、はい。ありがとうございます」と呼

ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１号・平成２９年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま
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す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５４号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第５４

号・平成２９年度八代市一般会計補正予算・第

９号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 それでは、歳出の第５款・農林水産業費につ

いて、農林水産部からお願いいたします。 

○農林水産部長（黒木信夫君） それでは、議

案第５４号・平成２９年度八代市一般会計補正

予算・第９号中、農林水産部関係分につきまし

て、橋永農林水産部次長より説明をいたします

ので、よろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（橋永高徳君） それでは、

引き続き補正予算第９号を御説明申し上げます。

座って説明させていただきます。 

 議案第５４号・平成２９年度一般会計補正予

算・第９号中、当委員会に付託されました農林

水産部関係について、御説明いたします。 

 別冊の一般会計補正予算書（第９号）の１０

ページをお開きください。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で、補正額７０４４万９０００円を

追加し、補正後の金額を２２億９１１１万８０

００円とするものです。 

 説明の欄の担い手確保・経営強化支援事業は

国の１次補正に伴うもので、総合的なＴＰＰ関

連政策大綱に則し、力強く持続可能な農業構造

を実現するために、意欲ある農業者の経営発展

を促進する取り組みを支援するものです。 

 この事業は補助率２分の１の融資主体型補助

事業で、今回はトラクターなどの農業機械、ハ

ウスの導入などを予定しています。対象地区は

５地区１０経営体で、内訳としては、鏡地区が

６経営体、千丁、八千把、平和、日奈久の各地

区がそれぞれ１経営体ずつとなっております。 

 なお、特定財源として、事業費の全額が県支

出金となります。 

 次に、目８・農地費では、補正額１億３０７

５万１０００円を追加し、補正後の金額を１２

億２６６４万６０００円とするものです。 

 説明欄の県営土地改良事業負担金事業は、国

の１次補正に伴い、本年度の県営土地改良事業

について、各事業地区の事業費に追加されたこ

とから負担金の補正を行うものです。経営体育

成基盤整備事業が鏡町塩浜地区、昭和地区、野

崎地区、湛水防除事業が野崎地区、排水対策特

別事業が第二郡築地区、基幹水利施設補修事業

が郡築地区で、それぞれ対象になっております。 

 続きまして、目１２・地籍調査費では、補正

額４８１０万円を減額し、補正後の金額を２億

９５３９万７０００円とするものです。 

 内容としましては、平成２９年度当初予算計

上分の補助金の確定に伴う減額が９１００万円

で、国の１次補正による追加増額分が４３００

万円となっております。よって、全体としては

４８１０万円の減額補正となります。 

 次に、項２・林業費、目２・林業振興費では

２３１０万円を追加しまして、補正後の額を１

億３９５３万円とするものです。 

 説明欄にあります緑の産業再生プロジェクト

促進事業は、国の１次補正に伴い、平成３０年

度に申請予定だった事業を前倒しして実施し、

木材加工流通施設を整備するために係る経費の

一部を補助するものです。事業内容としまして

は、熊本県森林組合連合会八代事業所が実施し

ます木材加工流通施設、木材乾燥機２基になり

ますが、の整備を予定しております。 

 以上で、一般会計補正予算・第９号中、当委

員会に付託されました農林水産部関係の説明を

終わります。御審議のほど、よろしくお願いい
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たします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（西濵和博君） 説明資料１０ページの

地籍調査費の補正についてお伺いしたいと思い

ます。 

 予算の増減については今の御説明で理解しま

したので、関連ということで、参考までにお尋

ねしたいんですけれども、今回、今年度地籍調

査費については、当初見込み額から国の確定額

が一旦減額となり、その後、年度内に１次補正

があって増額されたと。 

 このように、年度間に市が事業を推進してい

く上においてですね、予算枠が変動するという

ことと、年間の実務の進捗管理については影響

を及ぼさないのか、そこら辺の現場の実態につ

いて、参考までにお尋ねしたいと思います。 

○地籍調査課長（濵田大祐君） 地籍調査課の

濵田でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 ただいまの御質問につきましては、平成２８

年度熊本地震がありましたことから、平成２８

年度のですね、予算を２９年度に、事業費ベー

スで８８００万ほど繰り越しております。そう

いった関係もございまして、平成２９年度は国

からの補助金等、事業費ベースで９４００万円

を当初予算として執行したところでございます。

合わせまして１億８２００万円程度の事業費は

実施したところでございまして、地震関連でこ

ういった減額をですね、当初予算の減額をして、

さらに国の１次補正にですね、４３００万円対

応していくと。まあ、ちょっと変わった形にな

っておりますが、順調に地籍調査事業は実施を

いたしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） まあ、余談な質問だっ

たんですけれども、地籍調査事業については全

体として、いつぐらいをめどに地域全体調査を

終えたいという市の目標もある中、どうしても

国の補助に左右される、影響される部分がある

ということで、今回、地震の関係がですね、影

響したということも、状況理解できますので、

今後引き続きですね、計画的に実施できるよう

に、また国の予算がしっかりつくように御努力

いただければと思います。 

 ありがとうございました。以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） 地籍調査のほうなんで

すけど、今どの程度進んでいるんですか。どの

あたりまで。 

○地籍調査課長（濵田大祐君） 平成２９年度

末現在で、進捗率といたしまして、面積で５９

％の進捗でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５４号・平成２９年度八代市一般会計

補正予算・第９号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午前１０時２８分 本会） 

◎議案第４号・平成２９年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第４号 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４号・平成２９年度八代市簡易

水道事業特別会計補正予算・第４号を議題とし、

説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）水道局の宮本でございます。着座にて

説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 議案第４

号・平成２９年度八代市簡易水道事業特別会計

補正予算・第４号について御説明いたします。 

 別冊になっております議案書の１ページをお

願いいたします。繰越明許費の追加でございま

す。２ページの第１表繰越明許費補正をお願い

いたします。 

 款１、項１・簡易水道事業費、坂本地区建設

事業でございますが、工事請負費５８４０万円

のうち、２７７３万１０００円を平成３０年度

へ繰り越すものでございます。 

 繰り越しの理由でございますが、坂本町の田

上地区簡易水道整備工事において、熊本地震復

興の影響等により浄水池の納期に不測の日数を

要したこと、また、地元から工事期間中に飲料

水不足が懸念されるとの申し出があり、その協

議の結果、解決策として仮設配水管を布設する

こととなり、そのための設計変更を行ったこと

など、年度内の完了が困難となったためでござ

います。 

 なお、事業の完了は、いずれも平成３０年５

月末を予定いたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（亀田英雄君） 待ってある方も多くい

らっしゃいますので、なるだけ早く進めてくだ

さい。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第４号・平成２９年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第４号について、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３２分 本会） 

◎議案第５号・平成３０年度八代市一般会計予

算（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第５号・平成３０年度八代市一般

会計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明

を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費及び第１

０款・災害復旧費について、農林水産部から説

明願います。 

○農林水産部長（黒木信夫君） それでは、議

案第５号・平成３０年度一般会計予算について、

まずは私のほうから予算編成に当たっての総括

を申し上げたいと思います。座って説明させて

いただきます。 
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○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産部長（黒木信夫君） 平成３０年度

は、市長２期目の基本政策として掲げられてお

ります、八代市の未来のために力を注ぐ５つの

柱の１つ目の柱、農林水産業のさらなる振興実

現に向けまして、次のような取り組みを進めて

まいります。 

 まずは、平成２８年熊本地震発生後、ハウス

や農舎の改築支援など、復旧・復興に取り組ん

でまいりましたが、農地の復旧事業などが完了

するに至っていない状況にあります。まずは早

急に生活の安定が図られるよう、全力で取り組

んでまいります。 

 震災復旧以外では、初めに農業の振興です。

本市の農業は、平坦部を中心に、農業基盤整備

や生産施設・設備への投資による労働負担の軽

減や生産の効率化を図りながら規模を拡大し、

イグサや飼料作物、露地野菜などの土地利用型

農業と、トマト、メロンなどの施設園芸型農業

がバランスよく発展してきています。その結果、

冬春トマトでは日本一の産地として成長してき

たところです。 

 山間部においては、ショウガ、茶、果樹など

傾斜地を利用した作物、冷涼な気候を生かした

ブランド米や環境保全型農業への取り組みなど、

それぞれに特色ある農業生産が行われておりま

す。 

 また、近年の地球規模による気象変動から、

局地的な集中豪雨や大型台風の襲来など農業生

産リスクの高まりから、施設園芸では耐候性ハ

ウスの整備が進んでおります。 

 イグサ生産に当たっては、後継者不足などか

ら生産者、作付面積ともに減少が続いており、

厳しい状況にありますので、イグサ生産を維持

するため、引き続きイグサ専用機械、ハーベス

タの導入支援を実施することとしております。 

 次に、構造的な問題として、農業従事者の高

齢化、担い手の減少が進んでおり、遊休農地の

増加などが懸念される状況にあります。さらに

は、国内の産地間競争による価格の低迷に加え、

輸入農産物の増加が懸念されるなど、農業経営

における不安定要因が増大している状況にあり

ます。 

 このような状況を踏まえて、農産物の品質向

上、販売強化や農業経営の改善指導・支援等に

より農家経営の安定を図り、担い手への農地集

積など有効利用を進め、担い手の確保・育成に

努めてまいります。また、露地野菜等畑作転換

が進む中、暗渠排水、客土など農地の汎用化が

望まれており、農業者と連携し、より一層の基

盤整備に取り組んでいきます。あわせて、近年

の集中豪雨により排水不良地域の発生も見られ

ることから、排水機場を含めた農業用施設の適

切な維持管理にも努めてまいります。 

 次に、林業の振興についてであります。 

 本市の林業は、長引く木材価格の低迷による

労働者の減少、伐採期を迎えても伐採されず、

間伐も行われていない森林が多く見られる状況

にあります。 

 一方で、中国や東南アジア諸国の経済成長に

伴う木材輸出の拡大や、温暖化対策に有効な木

質バイオマス燃料としての利用など、木材需要

が高まっている状況にもあります。 

 このような状況を踏まえて、持続的な森林整

備を推進し、かつ、木材利用を促進することが

重要なため、間伐、下刈り、再造林等、森林施

業及び八代産材利用促進事業、木の駅プロジェ

クト事業等、県や森林組合と連携し、積極的な

事業展開を図りたいと思っております。 

 次に、水産業の振興についてであります。 

 本市の水産業は、漁業者の高齢化、アサリを

初めとする漁獲量の減少や魚価の低迷による漁

業経営の悪化など、水産業を取り巻く環境は依

然として大変厳しい状況にあります。 

 しかしながら、アサリにつきましてはケアシ

ェルや被覆網により、わずかではありますが効
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果が出始めている状況にもあります。また、鏡

オイスターハウスなど新たな取り組みにも期待

しているところです。 

 このような状況を踏まえて、漁業経営の安定

のため、アサリの資源回復を第一に、水産資源

の確保のため、稚アユ、クルマエビ、ヒラメ等

の放流事業に継続して取り組んでまいります。 

 次に、フードバレー推進についてであります。 

 平成２６年３月に策定しましたフードバレー

やつしろ基本戦略構想をもとに、フードバレー

アグリビジネスセンターの活用を通じて、くま

もと県南フードバレー構想とも密接に連携し、

６次産業化、大都市圏との流通拡大、海外への

輸出促進に取り組んでまいります。 

 このような状況を踏まえて、全国有数の農林

水産資源を有している本市の多様な資源・環境

を生かした生産、販売、加工、商品開発等によ

り、高付加価値商品の開発、新たなビジネスの

創出、農林水産業の所得・雇用の向上実現を目

指して、流通推進関係では農林水産物等ＰＲ事

業補助金や国内流通アドバイザー委託事業など、

輸出促進関係では台湾における八代産品の販路

拡大事業、晩白柚プロモーション委託事業、リ

ーファーコンテナ利用補助金など、また、６次

産業化関係では６次産業化推進アドバイザー委

託事業やトマトフェスタ開催補助金など、引き

続き積極的に取り組むこととしております。 

 また、地域振興に資する新たな取り組みとい

たしまして、収穫体験事業を予定しているとこ

ろです。 

 最後に、地籍調査についてであります。 

 地籍調査事業は国の予算が伸びない中、事業

費の確保が厳しい状況にありますが、公共事業

や土地取引、課税の適正化、土地にかかわるト

ラブルの未然防止など、大変重要な事業であり

まして、早期完了を目指し事業進捗を図ります。 

 以上が、農林水産部関係分の予算編成に当た

っての総括であります。 

 なお、詳細につきましては、橋永農林水産部

次長が説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

○農林水産部次長（橋永高徳君） それでは、

座って説明させていただきます。 

 当委員会に付託されております、農林水産部

所管の農林水産業費及び災害復旧費について御

説明申し上げます。 

 議案第５号・平成３０年度八代市一般会計予

算、７ページをお願いいたします。 

 款５・農林水産業費の歳出でございますが、

総額で３０億５２０９万１０００円を計上いた

しております。一般会計の総額に占める割合は、

５.３７％でございます。 

 前年度の予算３１億３２０３万３０００円と

比較しますと、７９９４万２０００円の減額と

なっております。率にして２.６％の減でござ

います。 

 主な要因といたしましては、前年度は食肉セ

ンター解体経費が１億３４７８万５０００円を

計上していたことによるものでございます。 

 次に項別で見ますと、農業費が２５億７２９

８万９０００円で、前年度と比較しますと８５

２３万４０００円の減額です。林業費が３億８

６１６万６０００円で、１９７０万６０００円

の増額です。水産業費が９２９３万６０００円

で、１４４１万４０００円の減額となっており

ます。 

 主な支出の内容につきましては、それぞれの

目の中で御説明いたします。 

 それでは、７７ページをお願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目１・

農業委員会費では、８３５３万１０００円を計

上いたしております。前年度と比較しますと１

３３６万５０００円の増額となっております。 

 主な要因といたしましては、平成２８年４月

の農業委員会等に関する法律の改正により、農

地等の利用の適正化の推進に取り組む体制が強
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化され、農業委員に加え、農地利用最適化推進

委員を設置することとなったためです。本市に

おいては平成３０年８月の農業委員の改選から

の対応となります。 

 主な事業について御説明いたします。 

 説明欄の農業委員会事務事業３１０２万６０

００円は、農地法に基づき、適切な農地の維持

に努めるため、農地の権利移転、農地の転用、

農業生産法人の育成、賃貸借の解約・和解の仲

介及び、遊休農地対策などに係る経費でござい

ます。本年度からは新規で農地利用最適化推進

委員が設置されることにより、委員報酬や費用

弁償が増額となります。 

 次に、農業者年金事務事業１１２万４０００

円は、独立行政法人農業者年金基金法に基づき、

老後の生活安定を図るため、農業者に対する制

度の普及、加入の推進などに係る経費でござい

ます。 

 その他の事業としまして、農業経営基盤強化

促進事業及び国有農地管理事業などを行います。 

 特定財源としましては、農業委員会費補助金

５００万、農地利用最適化補助金５６６万４０

００円、機構集積支援事業補助金６７万５００

０円、権限移譲事務市町村交付金２３１万８０

００円、国有農地等管理事務委託金等３３万６

０００円、農業者年金業務事務費２１８万４０

００円、農地関係証明手数料１７万６０００円

などを予定しております。 

 続きまして、７８ページをお願いします。 

 目２・農業総務費では、４億７３０７万円を

計上いたしております。前年度と比較しますと

３２７万６０００円の減額でございます。 

 減額の主な要因としましては、職員１名減に

よります人件費の減と、農業集落排水処理施設

事業特別会計への繰出金の減によるものでござ

います。 

 続きまして、目３・農業振興費では、４億１

８０３万１０００円を計上いたしております。

前年度と比較しますと３４９３万９０００円の

増額でございます。 

 増額の主な要因としましては、農業次世代人

材育成事業、フードバレー輸出促進事業及びい

ぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業などの事

業拡充や、山村振興関係事業、収穫体験事業な

ど新規事業によるものでございます。 

 主な事業について御説明いたします。 

 い業振興対策事業は３１０８万６０００円で

ございます。内訳としましては、畳表張りかえ

１畳当たり１０００円を助成します畳表張りか

え促進事業に５００万、イグサ・畳表専用機械

のオーバーホールなど機械の延命化に係る経費

の２分の１以内、上限１０万円を補助しますい

業機械再生支援事業に２３００万、熊本県いぐ

さ・畳表活性化連絡協議会への負担金１４０万

１０００円などを予定しております。 

 次に、いぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事

業１億８１２万４０００円は、優良品種の栽培

や高品質な畳表の生産に必要なイグサ専用機械

の導入を支援する場合に対して、その経費の２

分の１以内で補助します、産地強化特別対策事

業が２０００万円。昨年から開始しましたイグ

サハーベスタ導入支援事業に８７９６万円を予

定しております。なお、平成３０年度の導入予

定台数は３０台で、そのうち氷川町分４台が含

まれております。 

 特定財源としましては、いぐさ・畳表生産体

制強化緊急対策事業補助金６３９８万円と、イ

グサハーベスタ導入支援事業の氷川町負担金分

５８６万４０００円を予定しております。 

 ４つ飛びまして、八代市農地集積対策事業２

５００万は、農業用機械等の導入に対する補助

と、農地の貸し手に対する補助の２つの事業か

ら成っております。 

 まず農業機械導入のほうですが、農地集積者

支援事業としまして１７００万円を計上してお

ります。これは賃借権設定により、平成２７年
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度末の経営農地と比較して５割以上または１ヘ

クタール以上規模拡大した意欲ある担い手が機

械等を導入する場合、その経費の２分の１以内、

上限は１００万円ですが、を補助するものでご

ざいます。 

 もう一つは農地の貸し手に対する補助で、機

構利用促進事業に８００万円を予定しておりま

す。この事業は後ほど説明いたします、国の補

助事業であります機構集積協力金交付事業を補

完し、農地中間管理機構を通じた農地集積を一

層推進するために実施するもので、機構に農地

を貸し出し、新規に担い手に配分された場合に、

貸し手に対し、平野部が１０アール当たり２万

円、中山間部は１０アール当たり３万５０００

円を補助するものでございます。 

 １つ飛びまして、中山間地域等直接支払制度

事業３１２９万７０００円は、中山間地におけ

る耕作放棄地、遊休農地発生の防止のため交付

金を支払い、集落営農の組織化、生産組織との

連携強化を図るものでございます。 

 取り組み地区としましては、八代が４地区９

９１万４０００円、坂本町が９地区７５８万６

０００円、東陽町が１７地区１０８７万２００

０円、泉地区、２地区で１３３万６０００円を

予定しております。 

 特定財源としまして、中山間地域等直接支払

制度交付金２１４５万４０００円、推進事業交

付金７９万４０００円を予定しております。 

 次に、機構集積協力金交付事業１１２５万は、

農業をやめる場合や、農業の柱としていた作物

を一部やめる場合、部門縮小ですが、などに、

農地中間管理機構を経由して担い手に農地を貸

した場合、貸し手に対して交付される経営転換

協力金を８７５万、地域内の農地をまとめて機

構に貸した場合、その割合に対して地域に対し

て交付される地域集積協力金を１５０万、機構

が借り受けている農地の隣接地などに、機構を

経由して担い手に貸し付けた場合、農地の所有

者または耕作者に交付される耕作者集積協力金

１００万円を予定いたしております。 

 特定財源としましては、全額、県の機構集積

協力金交付事業補助金を予定しております。 

 次に、営農支援事業５４１万１０００円は、

農業に精通した専門スタッフを配置した営農支

援室において、新規就農者のサポートや、人・

農地プラン策定地域へのアドバイスなどを、直

接、現場に赴き行うことにより、担い手の育成

・確保及び農業経営の改善などの継続した支援

を行うための経費で、営農支援員２名分の人件

費４５７万円が主なものでございます。 

 １つ飛びまして、農地中間管理事業４３０万

８０００円は、農地中間管理機構として指定さ

れた熊本県農業公社から、市町村に事業の一部

を委託されて行うもので、農地の貸し借りに係

る相談窓口、出し手の掘り起こし及び交渉や契

約締結などに係る経費で、非常勤職員人件費や

自動車のリース料などが主なものでございます。 

 特定財源としまして、全額、農地中間管理機

構委託金を予定しております。 

 次に、フードバレー流通推進事業１２０９万

３０００円は、本市の豊かな農林水産物・加工

品を、関東、関西、福岡といった都市圏への販

売拡大を目指すもので、国内の流通を促進する

ための企業等への訪問やイベント開催時の旅費

１５３万２０００円、魅力発信及び販路拡大事

業委託に１０８万円、国内流通アドバイザー委

託に２３０万円、八代産農林水産物等ＰＲ事業

補助金４５０万円などでございます。なお、臨

時職員賃金も今回計上しております。 

 特定財源としまして、地方創生推進交付金３

４０万を予定しております。 

 次に、フードバレー輸出促進事業１７２９万

９０００円は、アジアを初めとした国外への販

路の拡大を目指すもので、台湾、香港など、海

外への流通を促進するための海外旅費１１５万

９０００円、地方創生交付金に係る事業として、
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展示会への参加やフェア開催時の海外旅費２５

６万７０００円、台湾における八代産品の販路

開拓業務委託６９０万６０００円、海外流通ア

ドバイザー委託１６０万円、海外展開サポート

事業委託２６０万円、晩白柚プロモーション委

託１５７万５０００円、そして、農林水産物輸

出リーファーコンテナ利用補助金３０万円など

でございます。 

 特定財源としましては、地方創生推進交付金

７７７万３０００円を予定しております。 

 次に、フードバレー６次産業化等推進事業８

５６万３０００円は、６次産業化推進アドバイ

ザーを核とした６次産業化、農商工連携による

新商品開発支援や、地域内特産物の高付加価値

化支援などに取り組むもので、６次産業化推進

アドバイザー委託３３４万円、熊本県南フード

バレー推進協議会負担金４２２万３０００円、

そして、トマトフェスタ開催補助金１００万円

を予定しております。 

 特定財源としまして、地方創生推進交付金１

６７万円を予定しております。 

 次の収穫体験事業５００万円は新規事業とな

ります。県においては平成２９年９月にやつし

ろ物流拠点構想が取りまとめられ、八代地域内

の特性・ポテンシャル等が整理され、具体的な

取り組み例も公表されました。この中において、

くまもと県南フードバレー構想関連施策との連

携も位置づけられており、さらには期待される

民間投資等の１つの例として、観光農園など立

地が記載されているところであります。このよ

うな期待を誘発させ、地域振興に資する取り組

みとして収穫体験事業を実施することとし、収

穫体験コーディネーター委託料５００万円を計

上しております。 

 なお、特定財源としまして、熊本県地震復興

基金交付金２５０万円、ふるさと八代元気づく

り応援基金繰入金を２５０万円予定しておりま

す。 

 次に、被災住宅畳購入支援事業（地震災害関

連）ですが、９６万円は、熊本地震により住宅

に被害を受け、家屋の被害の程度が半壊以上の

判定を受けた方で、市内に住宅を新築、改築、

修繕を行う際に、八代産畳を新規に購入するた

めに要する経費の２分の１以内、１畳当たり６

０００円を補助するものでございます。 

 なお、この事業は、平成２８年９月補正から

開始しておりまして、引き続き３０年度も実施

するものであります。 

 次に、農業次世代人材投資事業１億１１７５

万円は、４５歳未満の青年就農者の就農意欲の

喚起と、就農後の定着を図り、経営が不安定な

就農初期段階、５年以内ですが、の所得を確保

するため、１人当たり年間、最大１５０万円を

交付するものでございます。 

 平成３０年度は、１年分１５０万円の交付対

象者を６６名、半年分７５万円の交付対象者及

び夫婦ともに就農した場合に交付される、夫婦

特例加算７５万円の交付対象者、計１７名を予

定しております。 

 特定財源としまして、全額、農業次世代人材

投資事業補助金を予定しております。 

 次に、山村活性化支援対策事業１５００万は、

山村の農林水産物や景観、伝統文化といった地

域資源を活用し、農林水産業を核とした地元の

所得確保、雇用の増大に向けた取り組みを推進

するものです。 

 事業の内容としましては、平成３０年度から

３２年度までの３年間の事業において、東陽、

泉、坂本の３地区が採択の予定であり、国から

の交付金が各地区へ支払われるまでの、つなぎ

資金の貸付金を措置するものです。 

 特定財源としまして、全額、山村活性化支援

対策事業貸付金返還金を予定しております。 

 次の山村振興関係事業２１００万は、県が指

定しました中山間農業のモデル事業に対し、集

落での話し合いによって地域みずからが策定し
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た農業ビジョンに基づき、基盤整備や施設整備

等を実施する地域を総合的に支援するものです。

モデル事業として、坂本町鶴喰地区、東陽町五

反田地区、泉町西部地区の３カ所を予定してお

ります。特定財源として全額、県中山間農業モ

デル地区支援交付金を予定しております。 

 続きまして、目４・園芸振興費では、８２９

万４０００円を計上いたしております。 

 説明欄の園芸・果樹振興対策事業３２２万１

０００円は、農産物を鹿、イノシシなどの有害

獣による被害から守るため、電気柵などの設置

に対し補助する、有害鳥獣防護柵設置事業補助

金８０万円、トマト黄化葉巻病対策として一般

家庭向けに黄色粘着シートの配布を行い、家庭

菜園から農業者への病気拡散を防止するための

消耗品費４６万２０００円、トマト黄化葉巻病

対策啓発チラシの全戸配布に４７万７０００円

を予定しております。 

 また、国・県補助事業の対象要件を満たさな

い晩白柚の改植、いわゆる植えかえを支援する

ことで、園地の若返りを促進し、日本一の産地

である晩白柚の生産維持・拡大を図る、八代市

晩白柚改植支援事業の９０万円などでございま

す。 

 特定財源としましては、ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金９０万円を予定しておりま

す。 

 次の環境保全型農業推進事業５０７万３００

０円は、化学肥料や農薬の５割低減の取り組み

とセットで取り組む営農活動に対しまして、１

０アール当たり約４０００円から８０００円の

支援を行います環境保全型農業直接支払交付金

４９０万１０００円などでございます。なお対

象面積としましては、平成３０年度は７２ヘク

タールを見込んでおります。 

 特定財源としまして、環境保全型農業直接支

払交付金３６７万５０００円、推進交付金１７

万２０００円を予定しております。 

 続きまして、農業後継者育成費では、９１万

１０００円を計上いたしております。 

 説明欄の農事研修センター自主事業８７万１

０００円は、農業経営に必要な知識及び技術を

習得するための八代農業技術者養成講座並びに、

八代市農業後継者育成協議会への負担金などで

ございます。 

 ８０ページをお願いいたします。 

 目６・農事研修センター費では、２３３９万

８０００円を計上いたしております。 

 説明欄の土壌分析診断事業５６万２０００円

は、土壌の適正な管理を行うことで、安定した

生産性の高い農業の実現を目指すもので、土壌

分析器具資材や、土壌分析用試薬などの経費で

ございます。 

 特定財源としましては、土壌分析手数料４４

万円を予定しております。 

 続きまして、目７・畜産業費６万６０００円

は、伝染病防疫資材費及び協議会負担金でござ

います。 

 前年度と比較しますと１億３５２８万４００

０円の減額でございます。減額の要因としまし

ては、昨年度は食肉センター解体工事費を計上

したことによるものでございます。 

 続きまして、目８・農地費では、１２億１１

０２万３０００円を計上いたしております。 

前年度と比較しますと３１３８万円の増額でご

ざいます。 

 増額になった要因としましては、農地耕作条

件改善事業と、県営土地改良事業負担金事業、

多面的機能支払交付金事業などの事業拡充でご

ざいます。 

 主な事業につきまして御説明いたします。 

 上から３つ飛びまして、排水機場維持管理事

業５０７０万円は、市が管理する排水機場１４

施設、地区ごとでは、旧八代市が５施設、千丁

町が３施設、鏡町が６施設の重油代、電気料、

修繕料及び運転業務委託料など維持管理に係る
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経費でございます。 

 次に、土地改良施設維持管理適正化事業１６

０８万８０００円は、市が管理する排水機場等

の農業水利施設の機能を維持し、長寿命化する

ため、エンジンやポンプのオーバーホールなど

の整備、補修を計画的に行うものでございます。 

 事業の内容としましては、三番割排水機場の

電源設備や冷却水ポンプなどの更新などに係る

経費１１２１万７０００円並びに、土地改良施

設維持管理適正化事業拠出金４８７万１０００

円を予定しております。 

 特定財源としまして、土地改良施設維持管理

適正化事業交付金１００８万円を予定しており

ます。 

 次に、市内一円土地改良整備事業１億８０２

２万円は、市内の集落排水路、かんがい排水路、

農道等の維持・改修に係る工事費等でございま

す。 

 事業の内容としましては、農道及び排水路等

修繕が１６７０万円、測量設計委託料１８８８

万円、集落排水路改修７２７０万円、農道改良

５０４３万円、原材料支給１１２９万円などを

予定しております。 

 特定財源としまして、市債１７９０万円、県

補助金４７万５０００円、寄附金３０万円を予

定しております。 

 次に、非補助土地改良融資事業９２００万円

は、国・県の補助事業とならない排水路や農道

等の基盤整備を、資金の融資を受けて行うもの

で、かんがい排水路改修７カ所に係る工事費で

ございます。 

 特定財源としましては全額、非補助かんがい

排水路改修事業分担金を予定しております。 

 次に、県営土地改良事業負担金事業２億１９

３４万１０００円は、県営で実施する土地改良

事業に対しましての市負担分を支払うものでご

ざいます。 

 事業の内容としましては、単県農業農村整備

調査計画負担金が１地区１７５万円、海岸堤防

等の強化が３地区１７９５万円、排水機場等の

整備更新が６地区９２０４万１０００円、農業

基盤整備の強化、５地区１億７６０万円でござ

います。 

 特定財源としましては、市債１億９５３０万

円を予定しております。 

 次に、土地改良融資償還補助金事業２億４２

５６万３０００円は、土地改良区などが事業資

金として株式会社日本政策金融公庫から借り入

れている地元負担分について、市が事業負担し

なければならないもの、これは排水路とか道路

部分になりますけれども、市が事業負担しなけ

ればならないものに対して償還補助を行うもの

でございます。 

 県営事業償還金補助１億２０９６万６０００

円と、団体営事業及び非補助償還金補助金１億

２１５９万７０００円を予定しております。 

 ８１ページをお願いします。 

 １つ飛びまして、多面的機能支払交付金事業

２億５７９３万円は、農業、農村の多面的機能

の維持・発揮を図るため、農業者だけでなく、

地域住民・自治会・関係団体などが参加する活

動組織をつくり、その組織の農業施設維持管理、

地域資源の資質向上を図る活動に対しまして、

国・県と地方公共団体が支援を行うものでござ

います。 

 事業の内容としましては、水路の泥上げなど、

農地や農業用水路を保全管理する活動に対して

補助します農地維持支払補助金が１億１２７万

円、水路等の軽微な補修などの活動並びに施設

の長寿命化のための活動に対して補助します資

源向上支払補助金１億５４１１万６０００円な

どでございます。 

 事業に取り組む組織としましては、農地維持

支払関係が２９組織、資源向上支払、共同活動

ですが、１４組織、同じく資源向上支払、長寿

命化が１２組織でございます。 
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 特定財源としまして、多面的機能支払交付金

事業補助金１億９１５３万９０００円、推進交

付金２６４万円を予定しております。 

 １つ飛びまして、農地耕作条件改善事業１５

００万は、農業の競争力強化に向けて、農地中

間管理事業における重点実施地区を対象とした、

農地の大区画化や汎用化等の基盤整備を行うも

ので、鏡町下村・内田３地区の排水路改修工事

を予定しております。 

 特定財源としましては、熊本県農業農村整備

事業補助金２２５万円、農地耕作条件改善事業

補助金７５０万円、市債３９０万円を予定して

おります。 

 続きまして、目９・水田営農活性化対策推進

事業費では、１９９２万４０００円を計上いた

しております。 

 説明欄の米需給調整総合対策事業５９６万９

０００円は、農業者、農業者団体の主体的な取

り組みを進め、米づくりの本来あるべき姿の実

現を目標とする新たな需給システムのもとで、

消費者重視、市場重視の考え方に立った需要に

応じた米づくりの推進を図り、水田農業経営の

安定と発展を図るものです。平成３０年度から

は生産数量目標配分が廃止され、地域再生協議

会がみずから水田フル活用ビジョンに基づき作

付面積を設定することとなります。事業実施に

伴い、農業者への説明会の開催や、申請手続の

指導・支援に係る臨時職員などの経費並びに、

現地確認事務などを行う八代市農業再生協議会

への補助金でございます。 

 特定財源としまして、新需給システム推進事

業費補助金１９９万円を予定しております。 

 次に、戸別所得補償推進事業１３９５万５０

００円は、米などの農産物の価格が生産コスト

を下回った場合、国がその差額分を生産農家へ

補償する制度で、経営所得安定対策事業の実務

を行う八代市農業再生協議会への推進事務補助

金でございます。 

 特定財源としまして、全額、戸別所得補償推

進事業補助金を予定しております。 

 続きまして、目１０・地域農政特別対策事業

推進費では、２８１万６０００円を計上いたし

ております。 

 説明欄の担い手育成総合支援事業２２５万は、

認定農業者の育成・確保、農業経営の法人化及

び集落営農の組織化などの総合的な対策を行い

ます、八代市担い手育成総合支援協議会への補

助金でございます。 

 特定財源としましては、元気な認定農業者づ

くり事業補助金１５０万円を予定しております。 

 続きまして、目１１・農業研修施設管理費で

は、１４６３万７０００円を計上しております。

前年度と比較しますと３０１万８０００円の減

額でございます。 

 減額の主な理由としましては、昨年度は災害

時第１避難所に指定されております東陽定住セ

ンターの施設でバリアフリー化の工事を計上い

たしておりましたことによるものでございます。 

 この目は、農林水産部が所管しております各

種施設の維持管理のための経費でございます。 

 続きまして、８２ページをお願いいたします。 

 目１２・地籍調査費では、３億１７２８万８

０００円を計上いたしております。前年度と比

較しますと１５５２万４０００円の減額でござ

います。 

 説明欄の地籍調査事業１億６９２６万５００

０円は、国土調査法に基づく土地に関する基礎

的な調査を行うもので、臨時職員の賃金、調査

立会人への謝礼、測量業務委託料、その他事務

費などの経費でございます。２９年度末の進捗

率は５８.９０％を予定しております。 

 平成３０年度の調査は、東陽地区５.２４平

方キロメートル、泉地区２１.２５平方キロメ

ートルを予定しておりまして、計画どおりに調

査が進みますと、進捗率は５９.８６％となる

見込みであります。なお、ほかに平成２９年度
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繰越事業を東陽地区で４.０平方キロメートル

予定しております。現在の事業費で行きますと、

全体完了予定は平成６０年ごろになると思われ

ます。 

 特定財源としましては、地籍調査事業費補助

金１億１１００万円を予定しております。 

 続きまして、項２・林業費につきまして御説

明いたします。 

 目１・林業総務費では、６１６４万７０００

円を計上しておりますが、職員８名分の給料や

職員手当等の人件費が主なものでございます。 

 続きまして、８３ページをお願いします。 

 目２・林業振興費では、１億２８２９万６０

００円を計上いたしております。前年度と比較

しますと１３９３万８０００円の増額でござい

ます。増額の主な要因としましては、公有林管

理事業費の増によるものでございます。 

 主な事業について御説明いたします。 

 説明欄の森林整備事業６４４２万３０００円

は、森林が持つ資源を持続的に利用するために

行うもので、作業路等の修繕費が５００万円、

林道・作業道舗装用原材料費４０６万３０００

円、林地台帳システム構築委託料４８５万円、

そして下刈りや間伐などの経費を森林組合等に

一部助成します、森林環境保全整備事業補助金

５０００万円でございます。 

 特定財源として、県補助金１４０万円を予定

しております。 

 次に、木材利用促進事業１６６８万６０００

円は、木の駅プロジェクトの運営を行う実行委

員会へ助成します、八代市木の駅プロジェクト

運営経費が７１８万６０００円、八代産材を利

用した住宅の新築や増改築等を行う場合に、新

築で２０万、増改築・リフォームで１０万円を

上限として補助します、八代産材利用促進事業

補助金が３２０万、輸出木材くん蒸助成金３０

万、木材の皆伐に関する費用の一部を補助しま

す、原木生産促進事業補助金の６００万円など

でございます。 

 続きまして、公有林管理事業２９３８万１０

００円は、市有林及び分収林における森林施業

の委託料及び、新規で作業道渋利大平線を林業

専用道化するための測量設計、工事費などを計

上しております。 

 特定財源としまして、間伐等森林整備促進対

策事業補助金２５００万円を予定しております。 

 次に、有害鳥獣被害対策事業１７８０万６０

００円は、鳥獣被害対策実施隊員１６７名分の

活動に対する報酬や費用弁償などを助成します、

有害鳥獣対策実施隊事業５９８万９０００円、

鹿捕獲に要する経費として１頭当たり５０００

円を助成します特定鳥獣保護管理補助金に１１

００万円、実施隊員のハンター保険料の一部を

助成します有害鳥獣捕獲対策助成金６６万８０

００円、そして、野生動物による林産物への被

害防止のための電気柵等の購入費の一部を補助

します林産物被害対策事業補助金１０万円など

でございます。 

 特定財源としましては、特定鳥獣適正管理事

業費補助金２２０万円を予定しております。 

 続きまして、目３・林道維持費では、４０６

０万９０００円を計上いたしております。 

 説明欄の市内一円林道維持事業は、林道の路

面舗装、安全施設の設置、草刈り等の維持管理

を行うもので、林道施設整備修繕費４００万円、

舗装工事測量設計委託料１３０万円、林道除草

作業業務委託料８１８万２０００円、林道等修

繕並びに舗装に係る工事請負費２５７０万円、

そして、生コンなどの原材料費の９７万５００

０円などでございます。 

 特定財源としまして、市債１０００万円を予

定しております。 

 続きまして、８４ページをお願いします。 

 目４・林道新設改良費では、１億５０６５万

５０００円を計上いたしております。 

 説明欄の市内一円林道新設改良事業２４４０
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万円は、木々子走水線及び渋利瀬高線の舗装工

事に係る工事請負費１５５０万円、基幹林道菊

池人吉線に係る賦課金５１万１０００円、受益

者組合償還金の助成金２９８万９０００円など

でございます。 

 特定財源としましては、県補助金９１万２０

００円、市債１９００万円を予定しております。 

 次に、道整備交付金事業１億１２９３万円は、

国の認定を受けました八代・五木地域再生計画

に基づきまして、林道の整備を行うものでござ

います。 

 事業の内容としましては、林道舗装工事７路

線、林道改良工事２路線、総延長が３４９０メ

ートルの予定でございます。測量設計委託料及

び工事請負費１億１１０２万円、道整備交付金

事業関係経費１９１万円などを予定しておりま

す。 

 特定財源としまして、国県補助５３９３万２

０００円、市債５６１０万円を予定しておりま

す。 

 続きまして、目５・治山事業費では、４９５

万９０００円を計上いたしております。 

 治山事業は、山間部で起きる山崩れ、土石流、

地すべりなど山地災害から市民生活を守り、荒

廃した森林を復旧させ、森林の持つ保水力を高

めるためなどの国土保全を目的に行うもので、

平成３０年度は泉町下岳の宮の崎地区の落石防

止工事を予定しております。 

 特定財源としまして、県補助金３３０万６０

００円、市債１６０万円を予定しております。 

 続きまして、項３・水産業費について御説明

いたします。 

 目１・水産業総務費では、３７７６万４００

０円を計上いたしておりますが、職員５名分の

給料や職員手当等の人件費が主なものでござい

ます。 

 ８５ページをお願いいたします。 

 目２・水産業振興費では、５５１７万２００

０円を計上いたしております。前年度と比較し

ますと１５９３万６０００円の減額でございま

す。 

 主な要因は、環境センター建設事業に関連し、

漁業関係者より要望があった、アサリ漁場の整

備、藻場造成事業及び指定漁場への簡易魚礁の

投入などを行う、藻場造成・魚礁設置事業負担

金が、平成２９年度で計画期間を終了したこと

によるものでございます。 

 主な事業について御説明申し上げます。 

 説明欄の漁場環境保全事業２２１２万８００

０円は、魚場環境の保全改善、船舶の安全な航

行並びに、漁業操業の効率化を図るための漁場

環境の調査・整備に係る経費でございます。 

 事業の内容としましては、八代市水産振興協

議会など各種協議会負担金が１０７０万７００

０円、食害生物の駆除、対策に補助します漁場

環境保全事業補助金が５１万６０００円、航路

標識設置補助金１００万円、海面清掃補助金９

５万円、内水面清掃補助金７２万円を予定いた

しております。 

 なお新規事業といたしまして、熊本八代海地

区水産環境整備事業として、県営覆砂事業負担

金６００万円、水産振興アドバイザー業務委託

金として８９万８０００円を計上しております。 

 特定財源といたしましては、熊本八代海地区

水産環境整備事業分担金１５０万円、市債４０

０万円を予定いたしております。 

 次の環境生態系保全事業２９５万７０００円

は、鏡町アサリ活動組織が実施する干潟の再生

や保全の取り組みによるアサリ復活に向けた水

産多面的機能発揮対策事業に対し、市負担分を

計上するものです。事業内容としましては、保

護区の設定、有害・食害生物の除去、モニタリ

ングなどに対するもので、総事業費の１５％が

市の負担率でございます。 

 ２つ飛びまして、栽培漁業振興事業１６９４

万円は、水産資源の回復・増大を図るために、
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クルマエビ、クマエビ、ヒラメ、ウナギ、アユ、

ヤマメ、カサゴ、キジハタなどの放流に係る経

費を予定しております。 

 次に、水産基盤整備交付金事業５３９万６０

００円は、水産資源の回復・増大に資する事業

や共同利用施設の整備等に対する支援を行うも

のでございます。 

 事業の内容としましては、簡易魚礁設置費４

９６万８０００円、鏡町漁協が所有する漁船か

がみ丸の整備補修への補助金１４万４０００円、

八代漁協の油タンクの補修塗装への補助金２８

万３０００円などを予定しております。 

 特定財源としましては、水産基盤整備交付金

５２５万３０００円を予定しております。 

 １つ飛びまして、地域水産業活性化支援事業

１８０万は、漁協及び漁業者を初め、水産業者

が行う水産振興策やブランド化等による水産物

の高付加価値化への取り組みや、６次産業化へ

の取り組みなどに対しまして、その経費の２分

の１以内、上限が５０万ですが、を補助するも

のでございます。ただし、浜の活力再生プラン

を作成されている漁協につきましては、上限１

００万円を補助することとしております。 

 以上で農林水産業費の説明を終わります。 

 続きまして、１１４ページをお願いいたしま

す。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、目１・農業施設災害復旧費で、２

０９６万６０００円を計上いたしております。 

 説明欄の農家の自立復旧支援事業２０９６万

５０００円につきましては、県の平成２８年熊

本地震復興基金交付金を活用し、農業の維持を

図るため、営農の基盤である被災した農地を農

家みずから復旧するための経費を補助するもの

でございます。対象農家は９７戸で、畦畔復旧

が９３カ所、沈下部客土２５カ所、農地均平７

９カ所、重機整地５カ所を予定しております。 

 特定財源としましては、全額県支出金を予定

しております。 

 以上で、農林水産部所管の農林水産業費及び

災害復旧費の説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 部長のほうから総括を

丁寧にいただいたというふうに思います。厳し

い財政状況の中ですね、取り組んでいきたいと

いうお話を伺いました。その中でも、新規事業

に取り組んでいる光景がですね、ありまして、

ありがたいというふうに思います。 

 部長の総括には、質問はという話だったんで

すが、１つですね、地震の後の農地の修復、改

修が図られていない状況にあるという話をちょ

っと聞いたような気がいたします。その進捗と、

いつになったらできる、まあ進捗ですね、こと

しの目標とかですたい、どのくらいで回復とな

るのか、地震被害の農地の修理です。もう私的

には、大概できたっじゃっなかろうかなと思っ

とったもんですけん、意外だったもんですけん、

ちょっと質問させてください。 

○農林水産部長（黒木信夫君） ただいまの御

質問ですが、先ほど次長からも説明しましたよ

うに、災害復旧費を計上しています。農家の自

立復旧支援事業、これにつきましては、熊本地

震での被災された農家の方に補助する事業でご

ざいますが、この部分がまだ完了していなかっ

たということで、今年度を過ぎますと全て完了

するかなというふうに思っております。 

○委員（亀田英雄君） はい、安心しました。

よろしくお願いしておきます。 

 あと、フードバレーの話をたしかいつもすっ

どというふうに記憶しとっとですが、フードバ

レーの推進という言葉もあったですが、何とい

いますか、進んどっとだろうかというような気

もすっとですよ。こんなのが実際あったとかい
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う話と、その推進したことでいろんな効果、ま

あ、ことしも取り組んどっとですが、その効果

が出とっとだろうかなと。まあ、具体例も聞か

せていただいて、ことしの取り組み等、あった

じゃなかですか、どこかに。収穫体験事業。収

穫体験事業に５００万かなという、ちょっと何

かあったもんですけん、まあ、そのフードバレ

ーの話、進んでいるのか、その効果が出ている

のか、新規事業の中身をちょっと聞かせてくだ

さい。 

○委員長（成松由紀夫君） フードバレーに関

するところですね。 

○フードバレー推進課マーケティング戦略係長

（甲斐春一君） フードバレー推進課の甲斐で

ございます。 

 委員御質問のフードバレーの効果についてで

ございますが、まず経緯につきましてですね、

平成２７年５月にフードバレーアグリビジネス

センターを整備いただきましたところでござい

ますが、本市におきましてもですね、平成２６

年３月にですね、フードバレーやつしろ基本戦

略構想を策定いたしまして、６次産業化、首都

圏等との流通拡大などに向けまして全庁的に取

り組んでいるところでございます。 

 フードバレー全体として申しますと、先ほど

申しましたとおり、県の構想というところでも

ありまして、フードバレーアグリビジネスセン

ターを整備いただきました。 

 また、民間での投資に関しましてもですね、

食肉の加工関連の業者でございましたり、食品

加工関連の企業の増設、増資等がございます。

また、私どもフードバレー推進課の業務といた

しましてはですね、６次産業化及び国内外の販

路開拓ということで、アドバイザーを活用した

取り組みを進めているところでございます。 

 その中で、国内の都市部でございますとか海

外でのフェアの開催でございますとか、新商品

の開発などですね、本市農林水産物の認知度向

上につながっているものというふうに認識をし

ております。実績といたしましても、それぞれ

設定しておりました目標を達成できておりまし

て、順調に推移しているものと認識をしており

ます。一定の効果は出てきているのかなという

ふうに感じております。 

 続きまして、収穫体験事業につきましてでご

ざいますが、５００万円の根拠につきましてで

ございますけれども、こちらはですね、やつし

ろ物流拠点構想の中にもですね、フードバレー

との連携というふうに記載をしていただきまし

て、これまでも県のほうともですね、この件に

つきましては御助言をいただきながら検討を進

めてきたところでございます。最終的にはです

ね、旅行商品としてつくり上げすることを目標

にしておりますので、見積もりにつきましては、

旅行関連の事業者からの見積もりをもとに計上

させていただいております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） コーディネーター

業務料ということですね。 

○委員（亀田英雄君） 失礼しました。そうで

すね、見ればコーディネーター業務委託料と。

まあ新規事業でしたので、どのような取り組み、

収穫体験事業とおっしゃったもんですけん、ど

のようなことをされるのかなということで、興

味を持って聞いたことでした。 

 全庁的な取り組みで一定の効果を上げている

という話だったんですが、いつも予算もまあち

っととんなっせというような話をすっとですが、

その辺はどやんですか。予算的な規模は、全庁

的な取り組みという割には予算が少なかでしょ

うという話も前回したような気もしますが、予

算の確保という点ではどんな感じですか、こと

しの予算というのは。 

○委員長（成松由紀夫君） フードバレーです

か、亀田委員。（委員亀田英雄君「うん、フー

ドバレー」と呼ぶ）フードバレー。フードバレ
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ーに関する予算。 

○フードバレー推進課副主幹兼流通企画係長

（馬淵宗徳君） フードバレー推進課、馬淵で

ございます。 

 議員お尋ねのフードバレー推進課関連の予算

規模についてお答えいたします。前年比で約７

００万ほど増加している状況でございます。こ

れに前年度、公用車を購入しましたけど、そう

いった費用はマイナスになっておりますので、

それを差し引きますと８００万ほど上乗せして

いるという状況でございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（亀田英雄君） はい、了解しました。 

 ことしの予算は１０％削減というような編成

方針があったということで、その中でもですね、

やはり前年度並み、まあ新規事業にもいろいろ

取り組まれとっとですが、ことしの予算ば作成

はどなたが、まあ全体的な話でですよ。効果の

ある予算が作成できたのかなと。部長ですかね。

どんな感じで思われますか。 

○農林水産部長（黒木信夫君） ただいま亀田

委員のほうからの御意見も含めてかと思ってい

ますが、確かに財政的には厳しい中ということ

で、御存じのとおりですが、農林水産部全体と

しましても、めり張りのある張りつけにはなっ

ていようと思っております。お尋ねのように、

収穫体験事業についても新たに取り組むことと

しましたが、そういう形で十分な予算配分はい

ただいているのかなという認識でおります。

（委員亀田英雄君「はい、ありがとうございま

した」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） 説明資料の７９ページ

ですが、目３・農業振興費の説明欄、下から３

つ目、農業次世代人材投資事業１億１１７５万

円について、繰り返し御説明を求める形になっ

て恐縮なんですけれども、確認のためお尋ねし

たいと思います。 

 この事業の対象となる方とはどういう方なの

かというのが１点目。 

 ２点目、この事業費、１億オーダーというこ

とで、結構力を入れていらっしゃるのがうかが

えるわけなんですけれども、お見積もりになら

れた内訳として、人数はどのような想定のもと

設定されたかが２点目。 

 ３点目、この事業は、就農後５年以内が対象

になるというような御説明があったかと思うん

ですが、一度申請して認められたら、継続する

のか、その同じ人物が以降もこの事業の適用に

なる制度なのか、ちょっと念のため確認でお尋

ねしたいと思います。 

 以上、３点お願いします。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 農林水産

政策課、小堀でございます。 

 まず１点目、この事業の対象者でございます

が、要項に書かれておりますのは、独立自営就

農者の年齢が４５歳未満の認定新規就農者で、

次世代を担う農業者となることに強い意欲を有

していることというふうになっております。 

 この独立自営就農というのはどういう状態か

といいますと、まず１つ目が、農地の所有権、

利用権を対象者が有していることというのが１

つでございます。ただし、農地が親族からの貸

借が過半である場合は、移行期間の５年以内に

所有権をその本人に移転することというのが条

件になっております。 

 それと２つ目に、主要な機械、施設を本人が

有していることでございます。それと３点目に、

生産物、生産資材を対象者の名義で取引してい

くというのが条件でございます。それともう一

つ、農産物等の売り上げや経費などの支出の経

営収支を、交付対象者名義の通帳並びに帳簿等

で管理することと、こういったことが条件とな

っております。こういった方々、こういう独立

自営就農というのがこういう状況になります。 
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 それともう一つ、認定新規就農者というのが

一つ条件になりますけれども、この認定新規就

農者といいますのは、独立自営就農から５年後

には、農業で生計が成り立つ実現可能な計画、

青年等就農計画というのがございますけれども、

これを立てる必要がございまして、この計画に

は、土地や機械、施設の取得計画ですとか、そ

の資金計画、また、作付します作物やその生産

価格といった生産計画あたりも盛り込むことと

なっております。これを就農計画認定審査会と

いうところで審査を行って認定すると、こうい

うことになっております。こういった条件を満

たした方が、この交付を受けられるというよう

なことになります。 

 今回１億１０００万の人数の根拠でございま

すが、現在までに受けられている方で、３０年

以降も継続される方が５１名でございます。３

０年度から新規に受けられる方を１５名程度と

いうふうに想定しております。これで満額、年

間１５０万でございますが、１５０万をもらわ

れる方が６６名というふうな想定でございます。 

 それと、この交付金は半期ごとに７５万ずつ

支給されますけども、就農開始時期の関係で、

半期分、７５万円を受け取られるというパター

ンもございます。こういった方が４名というふ

うに想定しております。 

 それと、夫婦特例加算というのがございまし

て、これは夫婦ともに就農する場合は１.５人

分もらえるということで、７５万円プラスとな

るわけでございますが、こういった方が１３組

いらっしゃるということで、その半期分もらわ

れる方が合計で１７名という計算になります。

合わせまして１億１１７５万円というような内

訳としたところでございます。 

 継続ももらえるかということでございますが、

最長でこの交付金は５年間継続して受給するこ

とができます。ただ２９年度からは、交付３年

目を迎える時点、まあ２年終わった時点ですね、

２年終わって３年目を迎える時点で、中間評価

を行いなさいというようなことに変わったとこ

ろでございます。 

 この評価においてですね、４段階の評価をい

たします。Ｓが交付の継続、ＳとかＡの高評価

の方は交付の継続が間違いなく受けられます。

Ｂ評価、重点指導とかこの分になりますと、重

点指導を行いまして、翌年度も評価をさらに実

施して、改善されない場合は交付が停止される

と。Ｃ判定になりましたらば交付の停止といっ

たことになります。そういったところで、継続

するかしないかという判断をしていくというこ

とになっております。 

 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） 御丁寧にありがとうご

ざいました。非常に理解が深まりました。 

 これだけの予算を確保して、もちろん特定財

源、県から１００％ということで、より多くの

方が就農に結びつければなという思いもござい

ます。また、実際にこういう事業の効果がです

ね、就農の定着、生産性を上げるということに

寄与するのを大いに期待したいと思いますが、

どうなんでしょう、その八代市枠というのも県

の都合であるのかもしれませんけれども、事業

がですね、これからもうまく機能していくため

には、予算の拡大を積極的に取り組んでいただ

いて、多くの人がこの事業を認知して、手続も

市のほうから、関係者から御指導いただけるよ

うなあり方がいいのかなというふうなことも思

いつつ、いろんな形での事業の推進を要望して

終わりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） 済みません、ちょっと

初めて聞いた言葉なので教えていただきたいん

ですけど、７９ページですけども、中山間地域

等直接支払制度事業というのが結構、３億１０
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００万と……。ああ、３１００万ですかね、結

構高額なので。次長の説明の中で、山間地放棄

地等とか、八代４地区を指定したとか、ちょっ

と伺ったんですけれども、旧八代ですね、その

地区名とか、この制度ちゅうのは市が誰に対し

て支払ったりするのかという、そのあたりを教

えてください。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） この中山

間地域等直接支払制度でございますが、先ほど

次長からの説明のとおり、本市におきまして

は、坂本、東陽、泉、それから旧市内では二

見、この４つの地域で、合計３２の集落でこの

事業に取り組んでいるところでございまして、

協定面積が２１３ヘクタールというふうなこと

でございます。 

 交付金額が２９７０万円ほどになっておりま

すが、国から来まして、市のほうからこの協定

を結びました３２の集落に対して交付されるも

のでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（髙山正夫君） それは放棄地に対して

ということなんですか、農地。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 中山間地

域におきましては、高齢化等によりまして荒廃

が進んでいるという実態がございますもんです

から、集落等を単位といたしまして、農地を維

持管理していくための活動に対して、この交付

金が支給されると、なことでございます。今お

っしゃいました耕作放棄地を発生させないため

に、集落の中で農地を守っていく活動をしてい

ただく。草刈りとかですね、農道の管理とか石

積みの補修とかですね、そういった活動等をや

っておられると、なことでございます。 

○委員（髙山正夫君） いや、私がなぜこれを

聞くかというとですね、要は山間地ですので、

農地としてずっと維持していくのかですね、ま

あ、いろんな制度上の問題があるんでしょうけ

ど、例えばそれを用途変更とか、そういうこと

の農地に対する用途変更、つまり宅地とか、そ

ういったことに変えていけば、こういった支払

制度もだんだん減ってくるのかなというふうな

思いがあったものですから、ちょっと伺ったと

ころです。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（北園武広君） 済みません、７７ペー

ジの農業委員会のほうでお尋ねいたしたいと思

います。 

 平成３０年度から農業委員の認定制度という

のが変わってくるということで、今、各地区で

推進を進めておられるかと思うとですが、その

推進状況と、それと農業委員は認定農業者が過

半数以上じゃないとだめという要件があったか

と思うとですが、その中で、今推進されていき

よる中で、地区との連携といいますか、その状

況をですね、教えていただければありがたいな

というふうに思います。 

○農業委員会事務局長（橋本勇二君） 農業委

員会事務局長の橋本です。 

 議員お尋ねの推進状況につきましては、２月

２８日に農業委員会総会を行いまして、その会

合の中で、現在の農業委員さんのほうから、地

区ごとに取り組み状況等を教えていただきまし

て、御存じのとおり、改選に向けましては３月

の市報によりまして、農業委員及び、新しくつ

くりました制度としまして農地最適化推進委員

につきまして、推薦公募の記事のほうを載せて

おります。その中で、募集期間ですけど、３月

の１９日から４月の１８日までの約１カ月の期

間を募集期間としております。 

 今回新しく制度改正になりますことと、委員

御質問の農業委員数１９名のうち過半の１０名

につきましては、国の基準で認定農業者である

必要がありますので、そこら辺なかなかですね、

数の、認定農業者の人に農業委員さんが半分以

上、１０名以上なっていただくことが必要にな
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ります関係から、事務局といたしましても、現

在の状況あたりについて確認をとったところで

すけど、まあ現在のところは御存じのとおり、

地区ごとで従来の農業委員さんの選考の仕方あ

たりも画一ではありませんで、それぞれ何地区

かで１名出すとか、そういうやり方されていま

す。 

 御存じのとおり年度末でございますので、地

区内の関係する役員さんあたりですね、校区長

さんあたりも３月末で交代なされて、４月から

新しくなられるというようなこともございまし

て、場所次第では、半数ぐらいにつきましては、

４月に入ってからですね、新しい地域の委員さ

んのほうと協議して出したいちゅうようなこと

もありまして、半数ぐらいにつきましてはこれ

からですね、やっていかれるというような現状

のお話でございました。 

 ２点目の農業委員の過半、１０名以上につき

ましては、最初、今申しましたとおりでござい

ます。 

 あと、３点目の地区等の連携状況につきまし

てですね、なかなか農業委員さんにつきまして

は、市内で地区割りもございませんし、また過

半の住民は農業委員であることとなっておりま

したので、万が一ですね、公募された人たちが

認定農業者が少なかったとなりますと、法律違

反、違法な農業委員会となりまして、国のほう

からも条件を満たすように改善指導があるかと

思いましたので、事務局につきましても、農業

委員会の会長及び副会長と協議いたしまして、

実際、先ほど公募のお話しましたが、３月１９

日からということで、今週火曜日、水曜日にお

きまして、福島会長、それと千代永副会長と２

役の３名の方でですね、各現任の農業委員さん

のほうに再度お電話をしまして、認定農業者を

できるだけ選出してもらうようなことを、電話

連絡等、周知を行った次第です。 

 以上です。 

○委員（北園武広君） 御丁寧にありがとうご

ざいました。 

 まあ、募集期間が来月の中旬ぐらいまでとい

うことで、１カ月期間しかございませんので、

その辺、地区との連携ですね、されて、まあ、

認定農業者とかいう枠がありますので大変かと

思いますが、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 冒頭も申しましたよう

に、厳しい予算査定の中でですね、効果的な予

算の規模だということでお話をいただきました。

しっかりですね、効果を上げていただくように、

担当の奮起をお願いしたいというふうに思いま

す。よろしくお願いしておきます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（北園武広君） 部長の当初の話の中

で、地域間競争という言葉があったかと思うと

ですが、できましたら地域間連携というような

形の中で、ＪＡグループ、また行政とですね、

一体となって取り組んでいただければなという

ふうに思っていますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第５款・農林水産業費及び第１０款・災害復旧

費についてを終了します。 

 小会します。 
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（午前１１時５４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５５分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 午前中の審議は、第５款・農林水産業費及び

第１０款・災害復旧費までとし、休憩いたしま

す。午後は１時から再開いたします。お疲れさ

までした。 

（午前１１時５５分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（成松由紀夫君） 休憩前に引き続き、

経済企業委員会を再開いたします。 

 次に、歳出の第６款・商工費及び第９款・教

育費について、経済文化交流部から説明をお願

いします。 

○経済文化交流部長（辻本士誠君） 経済文化

交流部です。よろしくお願いいたします。 

 まず私のほうから、経済文化交流部の平成３

０年度当初予算の概要と基本方針につきまして

説明させていただきます。座って説明させてい

ただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部長（辻本士誠君） 商工政策

課の関連事業としましては、まず、八代圏域ツ

ナガルインターンシップ推進事業で、八代圏域

雇用促進センターとともにインターンシップを

通じて、圏域内に居住する若者の地元就職を促

進し、地場企業の魅力発信と成長を支援してま

いります。 

 次に、未来チャレンジ企業創出支援事業では、

本市のみならず県の経済をリードすることが期

待される市内企業を認定・支援することにより、

さらなる発展につなげ、活性化と雇用創出を目

指します。 

 また、企業誘致事業としましては、熊本県と

連携し、物流、食品、情報通信関連企業の誘致

につながるよう、積極的なＰＲ活動を行ってま

いります。 

 商業振興事業としましては、八代商工会議所

や八代市商工会と連携し、商業のさらなる活性

化を図ってまいります。なお、創業者支援補助

事業を新たに創設し、市内で創業を考えておら

れる方の支援を行ってまいります。 

 次に、観光振興課関係事業としましては、大

型クルーズ船観光客や空路で訪れる海外個人旅

行者を対象としたインバウンド対策事業を進め

るとともに、国内の旅行者、特に市民の皆様に

楽しんでもらえるよう、市全体をテーマパーク

に見立て、観光地づくりを進めてまいります。 

 その中でも、八代城跡周辺と日奈久地域を重

点化し、くまモンを活用した施設、くまナンス

テーションと商店街による連携、和のまち並み

づくりなどを実施してまいります。 

 さらに、氷川町や芦北町との連携したシトラ

ス観光圏や、県南地域との広域連携による観光

客誘致を進め、地域経済の活性化を図ってまい

ります。 

 次に、国際港湾振興課関係事業としましては、

昨年７月２６日に国際旅客船拠点形成港湾に指

定され、同年１１月より耐震強化岸壁を含むク

ルーズ船専用岸壁の整備着工と、本年２月に熊

本県とロイヤル・カリビアン・クルーズ社によ

る八代港クルーズ拠点形成協定書の締結がなさ

れ、旅客ターミナルや大型バス駐車場などの整

備が進んでいくことになることから、にぎわい

創出につながるウオーターフロント的な開発整

備を、関係者に対しお願いしてまいりたいと考

えております。 

 また、平成１１年に国際コンテナ貨物の取り

扱いが開始されて以降、その取扱量は近年増加

傾向にありましたが、平成２８年に続き、平成

２９年も過去最高のコンテナ取扱量、２万３０

５ＴＥＵを記録しました。 

 来月の４月には、新たなコンテナヤードが供

用開始され、また、大型ガントリークレーンも
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稼動し、飛躍的に機能が拡大いたします。この

ようなハード整備にあわせ、さらに積極的なポ

ートセールスを展開し、集荷を図ってまいりま

す。また、八代港の利便性向上のため、中国、

台湾、東南アジアなどとのコンテナ直行便の誘

致を図ってまいります。 

 次に、文化振興課関係事業としましては、八

代妙見祭がユネスコ無形文化遺産に登録された

ことにより、今後増加が予想されます国内外か

らの観光客に対応するため、昨年導入しました

妙見祭多言語音声ガイドの言語追加や、リーフ

レットの作成を行うなど、おもてなしの充実を

図る事業を実施します。 

 また、妙見祭の各出し物について、経年劣化

による傷みが激しい５町内の笠鉾の水引幕やそ

の他の用具等の復元・新調を、年次計画を立て

て行ってまいります。 

 なお、市内に３０ある貴重な多種多様な無形

民俗文化財の保存・継承のため、後継者育成や、

道具類の収蔵及び伝統文化財を活用した情報発

信並びに、交流拠点として伝承館（仮称）の整

備に向けた設計者選定公募型プロポーザルを行

い、基本実施設計に着手いたします。 

 次に、スポーツ振興課関係事業としましては、

２０１９年に開催予定の女子ハンドボール世界

選手権大会及び全国高等学校総合体育大会バド

ミントン競技とアーチェリー競技の運営準備を

行います。さらに、２０２０東京オリンピック

・パラリンピックの事前キャンプの誘致などを

行うとともに、オリンピックを初め国際大会へ

の出場を目指すトップアスリート育成の支援を

してまいります。 

 体育施設につきましては、熊本地震により被

災を受けました体育施設の対策工事は終了いた

しましたが、さらに体育施設の利用環境や耐久

性を向上させるために、総合体育館においては

トイレの改修工事、小アリーナ外壁改修、ロビ

ー照明のＬＥＤ化など、また東陽運動公園にお

いてはグラウンド排水改修を行います。これか

らも市民のスポーツ活動の環境整備に力を注い

でいきたいと考えております。 

 以上、平成３０年度経済文化交流部当初予算

の概要と方針につきまして、説明させていただ

きました。 

 詳細につきましては桑原次長が説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）経済文

化交流部次長の桑原でございます。 

 それでは、議案第５号・平成３０年度八代市

一般会計予算のうち、経済文化交流部関係分に

つきまして説明をさせていただきます。よろし

ければ座らせていただければと思いますが。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ、はい。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） それで

は、予算書の１６ページをごらんいただければ

と思います。よろしいでしょうか。 

 第６款・商工費の当初予算額は、１６億６９

２万２０００円を計上しております。前年度予

算額１５億７８０６万９０００円と比較いたし

まして、２８８５万３０００円の増額となって

おります。 

 また、第９款・教育費のうち、文化振興課及

びスポーツ振興課関係の合計当初予算額は、８

億７３１２万３０００円を計上しており、前年

度予算額６億６８３１万８０００円と比較いた

しますと、２億４８０万５０００円の増額とな

っております。 

 なお、商工費及び教育費の関係分の当初予算

の合計額は、２４億８００４万５０００円、昨

年度比較２億３３６５万８０００円の増、当初

予算額に占める割合は４.３６％となっており

ます。 

 それでは、歳出予定内容につきまして説明さ

せていただきます。説明内容につきましては、

説明欄の記載事業の主なものにつきまして説明
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をさせていただきますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 それでは、予算書の８５ページをお願いいた

します。８５ページでございます。 

 款６・商工費、項１・商工費、目１・商工総

務費の予算額は、３億１０９４万８０００円を

計上いたしておりまして、前年度比較１２万５

０００円の増額となっております。 

 財源内訳のうち、特定財源の国県支出金５万

６０００円は県支出金で、計量法に基づく商品

量目の立入検査に関する県支出金でございます。 

 それでは、説明欄をごらんください。 

 一般職３億９０６万２０００円は、商工政策

課、観光振興課、泉支所地域振興課観光担当職

員及び国際港湾振興課、４０名分の給与及び手

当等でございます。 

 以上で商工総務費の説明を終わります。 

 次のページをお願いをいたします。次に、目

２・商工振興費の説明をさせていただきます。 

 予算額は９億５１１５万３０００円を計上し

ており、前年度に対しまして２６１３万３００

０円の増額となっております。 

 増減の主な要因としまして、増額では、コン

テナ利用助成金の増額を含む八代港ポートセー

ルス事業が８７６万８０００円、工業振興補助

助成事業で２７７６万９０００円、八代圏域ツ

ナガルインターンシップ推進事業が７１８万円、

ハーモニーホール管理運営事業で４００万６０

００円、新たな事業として創設しました未来チ

ャレンジ企業創出支援事業５２７万４０００円

などでございます。 

 一方、減額では、クルーズ船寄港に係る負担

金の減額を含むクルーズ客船事業が１６３４万

３０００円、サンライフ八代管理運営費で２５

６万３０００円の減などとなっております。 

 財源内訳のうち、国県支出金１９３３万７０

００円は、地方創生推進交付金のツナガルイン

ターンシップ１２９６万５０００円、未来チャ

レンジ企業創出支援事業の１６２万２０００円

と、県支出金・復興基金交付金として、商店街

にぎわい復興支援事業補助金４７５万円、地方

債の３８００万円は、ハーモニーホールの多目

的広場改修工事に伴う合併特例債でございます。 

 その他の５億７９１万３０００円は、資金融

資制度預託金の元金収入５億円と、ツナガルイ

ンターンシップに係る氷川町、芦北町の分担金

３９０万８０００円、ふるさと八代元気づくり

応援基金繰入金２５７万５０００円、ハーモニ

ーホールの使用料３８万１０００円等でござい

ます。 

 それでは、説明欄をごらんください。 

 商工振興費に関する説明欄の２行目、八代港

ポートセールス事業１億４２９４万円は、八代

港の利用促進を図るため、ポートセールス活動

を展開するものでございます。 

 旅費として３２４万円、ポートセールスアド

バイザー委託料２６０万円、コンテナ利用助成

金１億２８８８万円及びリーファーコンテナ利

用拡大助成金４６０万円などを予定いたしてお

ります。 

 また、国際コンテナ貨物の取扱量は、速報値

で平成２９年は過去最高の取扱量、２万３０５

ＴＥＵとなっております。 

 次のクルーズ客船事業は、大型クルーズ船の

八代港寄港時の歓迎セレモニーやお見送りセレ

モニーなどのイベント経費及び誘致活動等を行

うものでございます。 

 主な内容としまして、旅費５２万７０００円、

クルーズ客船寄港イベント負担金１３６万８０

００円、県南４市、八代、水俣、人吉、上天草

でございますが、で行うスクラムチャレンジ事

業負担金３０万円などとなっております。 

 なお、ことしの寄港は昨年並みとお聞きして

おります。初寄港は、海外船のＭＳＣスプレン

ディーダとＭＳＣリリカの２隻が予定をされて

おります。 
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 １つ飛ばしまして、商業振興対策事業３５１

２万円でございます。前年同額の八代商工会議

所に９５０万円、八代市商工会に２５６２万円

を、それぞれ補助する予定といたしております。 

 次の商工業資金貸付・出資事業５億６３０万

円は、中小企業資金融資制度預託金として５億

円、資金融資制度信用保証料補給金として４７

０万円、信用保証料補助負担金として１６０万

円を予定しております。 

 次の商店街活性化事業１６６２万５０００円

は、各商店街振興会や連合会等が実施されます

ソフト・ハード事業に対する商店街活性化事業

補助金１０２５万円のほか、新規となります、

ふるさと八代元気づくり応援基金を活用した八

代市創業者支援事業補助金１００万円、県の復

興基金交付金を活用した商店街にぎわい復興支

援事業補助金４７５万円などとなっております。 

 次に、くま川祭り事業でございます。八代市

の夏の風物詩となっておりますが、昨年は５０

回目の節目を迎えております。 

 ハーモニーホール管理運営事業７２５３万１

０００円は、指定管理業務委託料２４５２万４

０００円のほか、美術バトン及び幕バトンワイ

ヤーロープ取りかえ６２９万４０００円、多目

的広場改修工事４０００万円等となっておりま

す。 

 多目的広場改修工事につきましては、雨天時

に閉鎖せざるを得ない芝生広場のうち約３００

０平米をアスファルト舗装をすることにより、

雨天時の使用に加え、今後予定されているイベ

ントやクルーズ船の駐車場としても活用するこ

とが可能となるほか、車中泊も含め熊本地震の

避難所として利用されたハーモニーホールの駐

車スペースを増加させることで、避難所として

防災面の強化を図るものでございます。 

 指定管理者はイズミテクノで、管理期間は平

成２７年度から３１年度までの５年間となって

おります。 

 次の工業振興補助助成事業９２７４万８００

０円は、企業振興促進条例補助金として９０２

６万４０００円。内訳でございますが、工場等

建設補助金対象企業が８社、用地取得等補助金

対象企業が５社、雇用奨励金対象企業が９社を

予定いたしております。 

 このほか、産業活性化人材育成支援事業補助

金１５０万円及び工業振興協議会補助金として

７３万８０００円等を予定しております。 

 １つ飛ばしまして、サンライフ八代管理運営

事業１１０６万８０００円は、指定管理業務委

託料として１０５４万円等を予定しております。 

 今年度の利用実績、ことし２月末現在でござ

いますが、３万２３１６人の利用者があってお

ります。指定管理者は一般財団法人サンライフ

八代、指定期間は平成２６年度から３０年度ま

での５年間となっております。 

 次の働く婦人の家管理運営事業１６７０万円

は、指定管理業務委託料として１６３０万円、

ビル陰共聴施設受信状況調査委託料として１８

万２０００円等を予定いたしております。 

 今年度は２月末現在で主催講座に２万３６９

７名の方が参加されております。指定管理者は

一般社団法人八代市弘済会で、指定期間は平成

２７年度から３１年度までの５年間となってお

ります。 

 次の企業誘致対策事業は、旅費として１３０

万円、企業調査業務委託料として３４万８００

０円、熊本県企業誘致連絡協議会負担金として

３０万円、コールセンター等オフィス系企業の

初めての誘致となりました情報通信関連企業立

地促進補助金４８７万６０００円などを予定い

たしております。 

 今年度の企業訪問実績として、２月末現在で

延べ、市内企業２４０社、県内企業１５社、県

外企業３０社、合計で２８５社を訪問いたして

おります。 

 次に、八代圏域ツナガルインターンシップ推
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進事業、地方創生２６５５万２０００円でござ

いますが、地方創生推進交付金の対象となって

おり、インターンシップを通して、学生などの

若者が市内企業に就職することを支援する事業

を実施しております。 

 平成２９年６月に一般社団法人八代圏域雇用

促進センターを開所し、学校や企業に対してイ

ンターンシップの仲介を行うほか、インターン

シップを受け入れるためのセミナーや、企業の

ことを知ってもらう企業説明会の開催、地元の

企業を知ってもらう冊子の作成やアプリの開発

などを行っております。 

 予算の主な内容としまして、八代圏域ツナガ

ルインターンシップ推進事業委託２５９３万１

０００円で、平成３０年度より、定住自立圏形

成協定締結の氷川町、芦北町の２町が事業参画

することとなっております。 

 また新規としまして、ふるさと八代元気づく

り応援基金を活用したインターンシップ応援事

業補助金５７万５０００円等を予定しておりま

す。こちらは、市外の大学等に在籍する学生ま

たは市内の事業所に対し、インターンシップへ

の参加及び受け入れに係る交通費や宿泊費の一

部を補助するものでございます。 

 次に、未来チャレンジ企業創出支援事業でご

ざいます。こちらは新規事業でございまして、

一部、地方創生推進交付金の対象となっており、

今後、本市及び県経済をリードしていくことが

期待される企業を未来チャレンジ企業として認

定し、将来的に国や県が支援する企業として成

長するよう、コーディネーターによる重点的な

支援を行ったり、新技術等の開発に要する経費

の一部を補助するものでございます。 

 主な内容としましては、未来チャレンジ企業

認定審査会外部委員への謝礼及び費用弁償２万

９０００円、コーディネーター委託料３２４万

５０００円のほか、ふるさと八代元気づくり応

援基金を活用した未来チャレンジ企業成長助成

補助金２００万円でございます。 

 以上で、目２・商工振興費の説明を終わらせ

ていただきます。 

 引き続きまして、目３・観光費でございます。 

 平成３０年度は予算額３億４４８２万１００

０円を計上いたしており、前年度と比較いたし

まして２５９万５０００円の増額となっており

ます。 

 増額の主な要因としましては、海外クルーズ

船急増に伴う観光資源強化事業が１０８４万円

の増、マイナンバー活用事業３００万円及び五

家荘観光施設管理運営事業の７１２万６０００

円の増によるものでございます。 

 減額では、日奈久温泉施設「ばんぺい湯・東

湯」管理運営事業の１８６４万２０００円の減

等によるものでございます。 

 財源内訳の、特定財源の国県支出金５３５３

万３０００円は、クルーズ船関係の地方創生推

進交付金４９０９万円、外国人受入環境整備に

係る復興基金交付金活用事業３５０万円、九州

自然歩道管理委託金及び県有公園施設管理委託

金の県委託金９４万３０００円でございます。 

 地方債９５０万円は、さかもと館（道の駅）

でございますが、管理運営事業１００万円、東

陽石匠館１２０万円及び五家荘観光施設管理運

営事業７３０万円の過疎債でございます。 

 その他の３１８４万３０００円は、まちづく

り交流基金からの繰入金として、着地型観光推

進事業に６６９万９０００円、スリーデーマー

チ事業に１０００万円、ふるさと八代元気づく

り応援基金から全国花火競技大会事業に５００

万円、指定管理者からの納付金としまして、日

奈久温泉施設が２４０万円、広域交流地域振興

施設よかとこ物産館が２９０万円、自治体ポイ

ント３００万円などとなっております。 

 それでは、説明欄の事業につきまして説明を

いたします。 

 上から２行目の観光漁業基地管理運営事業は、
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中之島基地のトイレくみ取り手数料として５８

万４０００円、三ツ島と黒島の清掃委託料とし

て２０万７０００円、黒島基地の浮桟橋の修繕

料として７８万９０００円等を予定しておりま

す。 

 次の八代プライド事業は、市民一人一人が本

市の魅力、よさというものを再認識し、誇りを

持っていただくため、地域資源に関する情報発

信やクルーズ船のおもてなしなど、広く観光客

の誘致に取り組んでいくものでございます。 

 エフエムやつしろラジオ放送業務３８万９０

００円、ふるさとメールなどの宣伝広告費１７

６万３０００円、八代亜紀さんに御協力いただ

いている八代イメージアップ事業業務委託２１

６万円などでございます。 

 １つ飛ばしまして、着地型観光推進事業は、

地元の関係団体や旅行業者及び県等と連携し、

市内観光素材を磨き上げ、旅行商品を開発し誘

客を図るもので、旅費として７９万９０００円、

やつしろの風ガイドブック作成委託料３７０万

円、城下町やつしろお雛まつり事業委託１５０

万円、体験観光実施委託７０万円などでござい

ます。 

 次のページをお願いをいたします。 

 上から２行目、泉観光振興事業は、泉地域の

多彩な観光資源の魅力向上と活用を推進し、観

光客の増加により活性化を図るものでございま

す。山岳遺産活動支援受入体制整備業務委託料

として５０万円、五木・五家荘ＧＯＧＯプロジ

ェクト実行委員会負担金として５０万円、泉観

光協会補助金として１７６万円などを予定して

おります。 

 次の全国花火競技大会事業３５００万円は全

額、実行委員会への負担金でございます。内容

としまして、通常分の負担金３０００万円、ふ

るさと八代元気づくり応援基金を活用した特別

花火を打ち上げる経費など５００万円を、前回

大会同様、ふるさと納税のクラウドファンディ

ングを活用し、寄附を募る予定といたしており

ます。 

 次の九州国際スリーデーマーチ事業１１５４

万４０００円は、事務局の臨時職員の共済費・

賃金として１５４万４０００円、実行委員会へ

の負担金として１０００万円を予定しておりま

す。新年度は、５月の１１日金曜日から１３日

日曜日の３日間の開催を予定しております。 

 次の坂本ふるさとまつり事業から平家いずみ

お茶まつり事業までは、それぞれ４００万円を

実行委員会への負担金として予定しております。 

 なお、２９年度の祭り事の来場者は、坂本ふ

るさと祭り１万人、せんちょうい草の里まつり

も１万人、ふる郷愛鏡祭が１万５０００人、平

家いずみお茶祭りが５０００人、東陽しょうが

祭りは台風の影響で中止しており、合計で４万

人のお客様がお見えでございます。 

 次の観光物産案内所（新八代駅）管理運営事

業及び次の観光案内所（八代駅）管理運営事業

は、観光案内所業務委託料やＪＲ賃借料などで

ございます。２カ所ともＤＭＯやつしろに委託

予定としております。 

 八代駅につきましては、ＪＲによります八代

駅改築に係る新駅舎内装工事費４３６万３００

０円もあわせて計上いたしております。平成３

１年１月ごろの営業開始に向け、平成３０年９

月ごろより着工する新駅舎の改築工事に合わせ、

新駅舎内に設置します八代市観光案内所部分に

係る内装や電気設備等の工事を行うものでござ

います。 

 次の松中信彦ミュージアム管理運営事業は、

リーフレット印刷費と突発修繕料等でございま

す。なお平成２７年度から、よかとこ物産館と

の一体の指定管理となっているため、委託料の

支出はございません。指定管理者は肥後畳表中

央市場で、指定期間は２７年度から３１年度ま

での５年間で、よかとこ物産館とあわせて管理

いただいております。 
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 次の広域交流地域振興施設「よかとこ物産館

管理」運営事業は、突発修繕料及び機器更新に

伴うＡＥＤ購入費として、３８万円等を予定し

ております。このＡＥＤ購入費につきましては、

複数の観光施設に同時期に設置しておりますこ

とから、以下、説明文の中に出てまいりますＡ

ＥＤ購入費は全て機器更新に伴うものでござい

ます。なお、納付金額は２９０万円となってお

ります。 

 次の日奈久温泉施設「ばんぺい湯・東湯」管

理運営事業は、東湯女子トイレ水漏れ修繕費と

して４７万４０００円、ＡＥＤ購入費として５

４０万円等を予定しております。納付金額は２

４０万円で、指定管理は九州総合サービス、指

定期間は平成２９年度から３３年度までの５年

間となっております。 

 次の日奈久観光交流施設「ゆめ倉庫」管理運

営事業は、観光案内所業務を含む指定管理業務

委託料として、８００万円等を予定しておりま

す。指定管理者は九州総合サービス、指定期間

は２７年度から３１年度までの５年間を予定し

ております。 

 １つ飛ばしまして、さかもと温泉センター

「クレオン」管理運営事業２７９５万１０００

円は、非常階段修繕工事１６５万５０００円、

クレオン泉源水中ポンプ購入費２４７万４００

０円、指定管理委託料として２３００万円など

を予定しております。 

 坂本温泉３施設、いわゆるクレオン、憩いの

家、さかもと館の指定管理者は、さかもと温泉

センターで、指定期間は２６年度から３０年度

までの５年間となっております。 

 次の坂本憩いの家管理運営事業は、突発修繕

料及びＡＥＤ購入費として６８万円、指定管理

委託料として７７０万円等を予定しております。 

 次の広域交流センターさかもと館（道の駅）

管理運営事業は、突発修繕料として５０万円、

さかもと館河川占用測量委託として４９万７０

００円、さかもと館厨房スポットエアコン購入

費として１０２万５０００円、指定管理委託料

として５５０万円などを予定しております。 

 次のページをお願いをいたします。 

 上から２行目、東陽石匠館管理運営事業は、

嘱託職員３名分の賃金として４０３万７０００

円、電気料として１０３万２０００円、電話交

換機取りかえ及び展示室非常用照明取りかえ費

として５２万３０００円、展示室空調機改修工

事として１２７万５０００円等を予定しており

ます。 

 １つ飛ばしまして、東陽交流センター「せせ

らぎ」「菜摘館」管理運営事業１２１９万６０

００円は、温泉昇温用熱交換器洗浄工事、せせ

らぎ排煙窓開閉不良修繕等で２６０万５０００

円、指定管理料として７０２万円、土地借地料

として８４万９０００円、冷凍セミ多段オープ

ンケース購入及びＡＥＤ購入費として１７２万

２０００円などを予定しております。指定管理

者は東陽地区ふるさと公社で、指定期間は２９

年度から３３年度までの５年間となっておりま

す。 

 次に、五家荘観光施設管理運営事業２８２０

万９０００円は、説明欄の８施設に係るもので

ございまして、修繕料として、梅の木轟公園管

理施設修繕、自然塾飲料水滅菌機装置修繕等で

２０２万２０００円、平家の里・和田家改修工

事として７３１万９０００円、８施設の指定管

理委託料として１８１８万円等を予定しており

ます。指定管理者は五家荘地域振興会で、指定

期間は２７年度から３１年度までの５年間とな

っております。 

 次のふれあいセンターいずみ及び農林産物流

通加工施設管理運営事業１３０１万８０００円

は、加工施設の業務用冷凍冷蔵庫購入及び二層

シンク入れかえ等で１０３万８０００円、指定

管理委託料として１１３２万円等となっており

ます。指定管理者は株式会社いずみ、指定期間
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は２６年度から３０年度までの５年間となって

おります。 

 次の泉観光施設管理運営事業は、突発修繕料

として３０万円、公衆トイレ９カ所の清掃業務

や浄化槽維持管理等の委託料として３０１万円

等を予定しております。 

 次の海外クルーズ船急増に伴う観光資源強化

事業（地方創生）１億１３８２万８０００円は、

地方創生推進交付金活用事業の対象となってお

り、海外クルーズ船寄港急増に伴うインバウン

ドの需要を着実に対応できるよう、重点エリア

における体験型・滞在型の観光商品開発や、外

国人受入環境整備事業、広域観光の推進等を着

実に実施し、観光都市やつしろの実現と、さら

なる訪日外国人旅行者の増加といった好循環を

構築するため、昨年１１月に日本版ＤＭＯとし

て本登録されましたＤＭＯやつしろを中心に、

事業を展開していくものでございます。 

 主な内容としまして、ＤＭＯやつしろ補助金

１億１４万１０００円、氷川町、芦北町と提携

しておりますシトラス観光圏推進協議会負担金

８４２万３０００円などとなっております。 

 ＤＭＯやつしろ補助金の主なものとしまして

は、ＤＭＯやつしろ機能強化事業１９５０万円、

大型クルーズ船等インバウンド事業７０２５万

８０００円のほか、新規事業としまして、県の

復興基金交付金を活用した外国人受入環境整備

事業補助金７００万円の３事業となっておりま

す。 

 次に、自治体ポイント活用事業でございます。

民間のクレジット会社や大手空港会社、大手携

帯電話会社などが発行している独自のポイント

やマイレージ、いわゆる地域経済応援ポイント

を、マイナンバーカードを活用した自治体ポイ

ントに変換し、そのポイントを使用し、通販サ

イトの名物チョイスにおいて、地域の特産品・

名産品等を購入し、消費拡大を図るものでござ

います。 

 内容としまして、自治体ポイント商品代３０

０万円となっており、平成３０年夏ごろの運用

開始を予定いたしております。 

 以上で、目３・観光費の説明を終わります。 

 続きまして、１０９ページをお願いいたしま

す。１０９ページでございます。よろしいでし

ょうか。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目３・文

化施設費は、１億５５３５万２０００円を計上

いたしております。前年度と比較しまして８２

８万５０００円の減額となっております。 

 減額の主な要因としましては、舞台音響調整

卓改修及び冷凍機オーバーホールを含む鏡文化

センター施設整備事業が１６５１万７０００円

の減でございます。 

 増額では、厚生会館の自主文化事業が１１７

万７０００円、文化センターの自主文化事業が

５６万２０００円、それぞれ増額などとなって

おります。 

 財源内訳の、特定財源の国県支出金３３９万

５０００円は厚生会館吊天井改修実施設計事業、

地方債の８００万円は厚生会館施設整備事業と

なっており、厚生会館の被災度区分判定調査及

び吊天井改修実施設計業務委託に充当するもの

でございます。その他の２１９１万３０００円

は、厚生会館、鏡文化センターの施設使用料及

び自主文化事業の入場料等が主なものでござい

ます。 

 それでは、説明欄をお願いいたします。 

 一般職６３４８万４０００円は、厚生会館、

鏡文化センター職員８名分の人件費でございま

す。 

 次の厚生会館自主文化事業１１６６万８００

０円と、文化センター自主文化事業５５３万２

０００円は、厚生会館の渡辺真知子４０周年コ

ンサートのほか、岡本知高ソプラニスタコンサ

ートや、ケロポンズファミリーコンサートなど

の自主文化事業を予定しております。 
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 また、新規としましては、ふるさと八代元気

づくり応援基金を活用した、委員の皆様にも御

案内をいたしております、めざましＬＩＶＥ  

ＣＯＵＮＴＲＹ ＴＯＵＲ事業負担金２５０万

円を予定いたしております。こちらは、熊本地

震からの復興祈願並びに若い世代から団塊の世

代の文化的意識及び郷土愛の醸成として、フジ

テレビジョンと共催で、人気アーティストのラ

イブを開催するものでございます。メーンとし

て、さだまさしさん、内藤大希さん、乃木坂４

６の生田絵梨花さんを迎えることとなっており

ます。 

 次の厚生会館管理運営事業３９８５万５００

０円は、光熱水費１０８１万１０００円、舞台

技術委託、清掃・守衛業務委託のほか、機器設

備の保守点検など委託料としまして２６２９万

８０００円などでございます。 

 次の文化センター管理運営事業２２９２万６

０００円は、光熱水費として５７６万２０００

円、舞台技術、清掃・守衛業務、機器設備の保

守点検などの委託料としまして１２５６万円等

を予定しております。 

 次の厚生会館施設整備事業１１８８万７００

０円は、被災度区分判定調査及び吊天井改修実

施設計業務委託を行うものでございます。 

 次のページをお願いをいたします。下段でご

ざいます。 

 目６・文化財保護費でございます。２億１８

８４万６０００円を計上いたしております。前

年度比較で２５２３万９０００円の増額となっ

ております。 

 増額の主な要因としましては、指定文化財保

存管理事業で５０７万８０００円、伝統文化財

復元修復事業で１８５万５０００円及び民俗伝

統芸能伝承館（仮称）整備事業で７６４３万９

０００円の増によるものでございます。 

 減額では、指定文化財復旧事業（地震災害関

連）が５４３１万５０００円の減、ユネスコ無

形文化遺産活用事業が１４６８万円の減などに

よるものでございます。 

 財源内訳の、特定財源の国県支出金２８１４

万１０００円は、熊本地震復興基金交付金１４

３３万３０００円、文化遺産総合活用推進事業

国庫補助金１１３６万円、埋蔵文化財緊急調査

費国庫補助金１５９万４０００円、地方創生推

進交付金８５万４０００円でございます。 

 地方債の３３００万円は、合併特例債として、

民俗伝統芸能伝承館（仮称）整備事業の基本・

実施設計業務委託費でございます。 

 その他の５５４４万８０００円は、やつしろ

文化振興基金事業に積み立てるやつしろ文化振

興寄附金２２０万５０００円、やつしろ文化振

興基金活用事業に係るやつしろ文化振興基金繰

入金２００万円、民俗伝統芸能伝承館（仮称）

整備事業に係るまちづくり交流基金繰入金４８

４３万９０００円、伝統文化財復元修復事業・

笠鉾で使用する水引幕新調整備補助金に係るふ

るさと八代元気づくり応援基金繰入金２０７万

５０００円、書籍・ガイドブック等の販売収入

など７２万９０００円でございます。 

 説明欄の一般職８２４３万３０００円は職員

１１名分の人件費でございます。 

 １つ飛ばしまして、伝統文化財保存事業でご

ざいます。八代妙見祭神幸行列の維持継承に対

する財政支援と、安全な行事実施に必要な安全

管理体制の充実を図るもので、国指定文化財公

開活用事業補助金６５６万９０００円、八代妙

見祭活性化事業補助金１５６万４０００円とな

っております。 

 １つ飛ばしまして、指定文化財保存管理事業

１６３９万円は、平成２８年度から取り組み、

３０年度に最終年度となります歴史文化基本構

想策定経費として１１３６万３０００円、国選

択無形民俗文化財、八代・芦北の七夕綱の調査

負担金として４６万円、文化財保存整備、指定

文化財管理、民俗文化財公開活用への各補助金
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１４８万８０００円、新規となります日本遺産

認定申請に伴う旅費５０万１０００円及び、や

つしろ文化振興基金を活用したやつしろ文化振

興基金活用事業補助金２００万円となっており

ます。 

 新規となります日本遺産認定申請に伴う旅費

については、平成３２年度までに市内に残る石

橋群や種山石工の関連遺産群による日本遺産認

定を目指し、鹿児島市内を流れる甲突川にかか

る石橋の現地及び文献調査や各種調査をもとに、

文化庁との協議を行うものでございます。 

 １つ飛ばしまして、文化財保護啓発事業は一

部、地方創生推進交付金活用事業の対象となっ

ており、本市の歴史や文化財の特色を市民に周

知し、文化財保護への理解と協力を得るため、

各種啓発事業を行うものでございます。 

 主な内容としまして、笠鉾の構造や、笠鉾を

保存する旧城下町の歴史等を知ってもらい、妙

見祭への理解と関心を高めてもらう、笠鉾組み

立てガイドツアー謝礼６０００円、八代城跡群

リーフレット作成２５万８０００円及びガイド

環境整備補助金２２万４０００円等を予定して

おります。 

 次のページをお願いいたします。 

 １行目、埋蔵文化財緊急発掘調査及び保存処

理事業は、文化財保護法に基づき、埋蔵文化財

包蔵地とその周辺を開発する場合の事前試掘確

認調査等を、市の負担で実施するものでござい

ます。 

 主な内容としまして、有佐大塚古墳調査報告

書印刷１４４万２０００円のほか、緊急発掘調

査作業用重機リース６２万４０００円などとな

っております。 

 次の伝統文化財復元修復事業は、国指定重要

無形民俗文化財、八代妙見祭の神幸行事及び県

指定重要民俗文化財、妙見宮祭礼神幸行列関係

資料が、将来にわたり適切に保存、継承される

よう、復元、修復について必要な措置を講じる

ものでございます。 

 内容としまして、ふるさと八代元気づくり応

援基金を活用し、笠鉾で使用する水引幕新調整

備補助２０７万５０００円となっており、平成

３０年度は二之町の蘇鉄の水引幕が対象となっ

ております。 

 次に、やつしろ文化振興基金事業でございま

す。 

 平成２３年７月にイオン九州、マックスバリ

ュー九州と締結をいたしました地域振興に関す

る協定に基づき、寄附金をやつしろ文化振興基

金に積み立てるもので、やつしろがめさんＷＡ

ＯＮカードを利用して支払われた金額の０.１

％が寄附されるものでございます。 

 ２つ飛ばしまして、ユネスコ無形文化遺産活

用事業は、八代妙見祭がユネスコ無形文化遺産

に登録されたことを受け、九州の他団体と連携

した事業展開を行うとともに、妙見祭の魅力を

積極的に発信し、ユネスコ効果を生かした交流

人口の増加を図るものでございます。 

 当事業の一部は、地方創生として地方創生推

進交付金活用事業の対象となっており、八代妙

見祭リーフレットや笠鉾パンフレットの作成に

係る経費５１万３０００円、国外からの観光客

に対応するため、行列の解説などを多言語でナ

レーションする音声案内システムに中国語の繁

体字を追加する経費４７万３０００円、妙見宮

の境内に案内所を兼ねたお土産販売所を設置す

る経費５０万円等を予定しております。 

 次の民俗伝統芸能伝承館（仮称）整備事業８

１４３万９０００円は、ユネスコ無形文化遺産

に登録された八代妙見祭を初め、市内各所の無

形民俗文化財保存団体における、後継者育成や

諸道具の収蔵施設の確保などの諸問題に対し、

将来にわたる着実な保存、継承とともに、公開

による情報発信を行うことで、各地域の伝統文

化財を生かした本市の活性化が図られるよう、

伝統芸能伝承館を整備するものでございます。 
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 内容としまして、まちづくり交流基金を活用

し、平成２９年度に実施いたしました八代市民

俗伝統芸能伝承館整備基礎調査の結果をもとに、

平成３２年度の整備を目指して行う施設の基本

・実施設計業務委託７６６５万円、厚生会館別

館の解体工事実施設計業務委託４７８万９００

０円となっております。 

 なお、関連予算等につきまして、平成３０年

度一般会計補正予算・第１号として、後ほど御

審議をいただく予定となっております。よろし

くお願いを申し上げます。 

 次に、地域コミュニティ施設等再建支援事業

（地震災害関連）１４３３万３０００円でござ

います。 

 こちらは、県の熊本地震復興基金交付金を活

用し、平成２８年度熊本地震で被災した地域・

集落における地域コミュニティの場として長年

利用されてきた神社やお堂などの施設再建に要

する経費の一部を補助するものでございます。 

 日置町内会の日置地蔵堂など８団体９施設の

施設再建に係る総事業費２８９２万円のうち、

補助対象額の２分の１相当額、１４３３万３０

００円を助成するものでございます。 

 以上で、教育費のうち文化振興課関係の文化

施設費、文化財保護費の説明を終わります。 

 続きまして、社会体育費につきまして御説明

を申し上げます。１１１ページの下をごらんく

ださい。 

 款９・教育費、項８・社会体育費、目１・社

会体育総務費で、８１９５万５０００円を計上

いたしております。昨年度と比較し、２９６２

万６０００円の増額となっております。 

 増額となりました主な要因としましては、２

０１９年の全国高校総体、女子ハンドボール世

界選手権大会の開催や、２０２０年の東京オリ

ンピック等の事前キャンプ誘致などの大規模ス

ポーツイベントを実施するための人員増に伴う

職員給与経費等によるものでございます。 

 説明欄の一般職７２０６万９０００円は職員

１１名分の人件費でございます。 

 ２つ飛ばしまして、社会体育団体補助金事業

は、ＮＰＯ法人八代市体育協会の事業費への補

助金として４２０万円、八代市スポーツ推進委

員協議会の事業費への補助金として１３５万９

０００円を予定いたしております。 

 ＮＰＯ法人八代市体育協会は、スポーツ人口

の拡大や競技力の向上、生涯スポーツの推進、

市民の体力・健康づくり事業等を実施しておら

れ、また、八代市スポーツ推進委員協議会は、

地域の団体等がスポーツ活動を行う際に、実技

の指導や助言を行うとともに、各種スポーツ行

事等へ参画し、市民の健康、体力の向上に貢献

していただいております。 

 次のトップアスリート育成事業は、平成２６

年度より開始をいたしておりまして、オリンピ

ックなどの国際大会で活躍できる競技者の輩出

を目指し、平成３０年度も引き続き、選考委員

会で選考されました指定選手にフィジカル、メ

ンタル等各種トレーニングを実施するほか、選

手の競技特性やレベルの向上のために必要な大

会、強化合宿等への参加支援を行うもので、２

８０万円を事業主体であるＮＰＯ法人八代市体

育協会へ補助する予定といたしております。 

 次のページをお願いいたします。 

 目２・社会体育事業費、９１００万２０００

円を計上いたしております。前年度と比較いた

しますと６３６０万６０００円の増額となって

おります。 

 増額の主な要因としましては、２０１９女子

ハンドボール世界選手権大会開催事業の負担金

が５５３０万円、全国高等学校総合体育大会開

催事業の負担金が４５０万円、２年ぶりに全国

小学生ＡＢＣバドミントン大会を再開すること

により３１３万９０００円の増でございます。 

 減額では、各種スポーツ大会出場奨励事業が

実績に伴いまして５０万円の減などでございま
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す。 

 財源内訳の特定財源の国県支出金は、大規模

スポーツ大会等誘致事業に係る地方創生推進交

付金１５２万７０００円。その他の６４８２万

８０００円は、まちづくり交流基金繰入金５５

３０万円、ふるさと八代元気づくり応援基金繰

入金９５２万８０００円でございます。 

 説明欄の２行目、スポーツ推進委員関係事業

は、７０名のスポーツ推進委員の報酬としまし

て２３０万３０００円、スポーツ推進委員の研

修会や協議会、会議等への出席旅費として３３

０万８０００円等を予定しております。 

 １つ飛ばしまして、市民体育祭事業は、市民

体育祭の運営業務委託料の２０５万９０００円

が主なものでございます。 

 次の各種スポーツ大会出場奨励事業は、九州

大会以上のスポーツ大会に出場する選手等に対

し出場奨励補助を行うもので、６００万円を予

定しております。平成２９年度の現時点での実

績といたしまして、申請１５９件、４９７名の

方に補助しております。 

 １つ飛ばしまして、県民体育祭事業でござい

ます。平成３０年度は開催予定地の益城町が復

旧・復興中であることから、県内各地での開催

となる予定でございます。八代市でもソフトボ

ール競技が開催されることとなっております。

県民体育祭への選手派遣業務委託料として、４

６５万８０００円を予定しております。 

 次のスポーツ拠点づくり推進事業は、平成１

９年度から一般財団法人地域活性化センターの

スポーツ拠点づくり推進事業の承認を受け、１

０カ年事業として開催を予定しておりましたが、

熊本地震の影響により平成２８年から２９年の

２カ年、他県での開催となっておりました全国

小学生ＡＢＣバドミントン大会を、再び本市で

開催し、全国の選手が憧れるバドミントン王国

八代を目指すものでございます。 

 内容としまして、ふるさと八代元気づくり応

援基金を活用した大会負担金３５０万円で、平

成３０年度から３４年度までの５カ年について

は、八代市での開催の承諾をいただいておりま

す。 

 次の大規模スポーツ大会等誘致事業は、一部、

地方創生推進交付金活用事業の対象となってお

り、２０１９年、平成３１年度の全国高校総体

のバドミントン競技、アーチェリー競技及び女

子ハンドボール世界選手権大会の開催、２０２

０年の東京オリンピック等の大規模スポーツイ

ベントに関連した合宿等を誘致するため、関連

競技団体と連携し、誘致活動を行うものでござ

います。 

 主な内容としまして、ふるさと八代元気づく

り応援基金を活用したスポーツ大会や合宿等誘

致旅費２７万７０００円、台湾バドミントンチ

ームの事前キャンプ誘致に向けたロビー活動、

交流等に係る経費として、八代市東京オリンピ

ック事前キャンプ誘致推進実行委員会への負担

金２７７万８０００円、合宿応援補助金として

８２万８０００円、大会等運営補助金として１

７５万５０００円等となっております。 

 次に、２０１９女子ハンドボール世界選手権

大会開催事業５５３０万円でございます。まち

づくり交流基金を活用した事業でございまして、

内容としまして、大会開催に伴い八代会場に係

る会場整備費や大会運営費など、一般財団法人

２０１９女子ハンドボール世界選手権大会組織

委員会への負担金５０００万円及び、大会に向

けた広報活動やプレ大会として開催するアジア

選手権に係る八代市実行委員会への負担金５３

０万円でございます。 

 次の平成３１年度全国高等学校総合体育大会

開催事業は、ふるさと八代元気づくり応援基金

を活用した事業でございまして、内容としまし

ては、平成３１年度全国高等学校総合体育大会

が南部九州ブロックの４県で開催され、八代市

においてはバドミントン競技、アーチェリー競
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技の２競技が実施されることから、開催準備や

運営に係る実行委員会への負担金４５０万円で

ございます。 

 次に、目３・社会体育施設費でございます。

３億２５９６万８０００円を計上いたしており

ます。前年度と比較いたしますと９４６１万９

０００円の増額でございます。 

 増額の主な要因としましては、総合体育館小

アリーナ外壁改修及びトイレ洋式化工事などの

総合体育館施設整備事業が１億５６１万７００

０円の増によるものでございます。 

 一方、減額では、市民プールの５０メートル

プール低板改修工事の施設整備事業が２７５４

万円の減などによるものでございます。 

 財源内訳の特定財源の地方債１億４３８０万

円は、総合体育館施設整備事業の８３１０万円

及び東陽運動公園施設整備事業の６０７０万円

でございます。 

 その他の３２６０万５０００円は、トイレ洋

式化工事の総合体育館施設整備事業に係るスポ

ーツ振興くじ助成金２０００万円と、市民球場

バッティングゲージ購入に係るふるさと八代元

気づくり応援基金繰入金１７５万４０００円と、

学校グラウンド等の夜間照明や千丁、坂本、鏡、

東陽、泉の各体育施設の使用料収入が主なもの

でございます。 

 説明欄をお願いいたします。一般職２８２１

万６０００円は管理係職員４名分の人件費でご

ざいます。 

 １つ飛ばしまして、体育施設管理運営事業８

０６５万２０００円は、説明欄にありますとお

り、総合体育館から球技場までの８施設に係る

指定管理委託料として７０４０万４０００円、

体育施設予約システム委託料として１７５万円、

市民プールのコインロッカー及び市民球場のバ

ッティングゲージ備品購入費等として３０８万

７０００円、非常用蓄電池取りかえなど突発修

繕を含む修繕料として５１７万１０００円など

を予定しております。 

 なお、指定管理期間は平成２９年度から３３

年度までの５年間で、指定管理者はＮＰＯ法人

八代市体育協会となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 説明欄上から７行目の千丁体育館管理運営事

業は、光熱水費として２０６万５０００円、体

育館照明取りかえ修繕料等として６０万円、清

掃業務及び管理委託料として６９万１０００円

等を予定しております。 

 ２つ飛ばしまして、鏡総合グラウンド管理運

営事業１７８１万２０００円は、光熱水費とし

て５１１万２０００円、総合グラウンド高圧ケ

ーブル取りかえ修繕、グラウンド常夜灯修繕料

として６９万２０００円、プールや総合グラウ

ンドの機器等保守管理委託料として８７０万７

０００円などを予定しております。 

 １つ飛ばしまして、東陽スポーツセンター管

理運営事業は、光熱水費として３０４万６００

０円、照明バトン昇降ワイヤーロープ取りかえ

修繕料として６８万１０００円、施設清掃業務

委託他設備点検委託料として２８１万円等を予

定しております。 

 ２つ飛ばしまして、夜間照明施設管理事業で

ございます。施設の電気料として２６７万９０

００円、夜間照明制御配線改修及びランプ取り

かえなど修繕料として、２５６万８０００円等

を予定しております。 

 次の総合体育館施設整備事業１億１０５７万

２０００円は、小アリーナ外壁改修工事４２７

２万３０００円、スポーツ振興くじ助成金を活

用したトイレ洋式化改修工事３１００万９００

０円、ロビーＬＥＤ照明改修工事１３９３万２

０００円、屋外階段改修工事７０２万円などと

なっております。 

 次の市民球場施設整備事業は、高圧受電設備

改修として６９１万２０００円を予定しており

ます。 
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 次の東陽運動公園施設整備事業６０７６万７

０００円は、グラウンド排水改修工事を予定し

ております。 

 以上で、教育費のうちスポーツ振興課関係、

目１・社会体育総務費、目２・社会体育事業費、

目３・社会体育施設費の説明を終わります。 

 １点だけちょっと御了承をいただければと存

じますが、平成３２年度中に年号が変わる予定

となっております。説明の中で３３年度とか３

４年度とか申し上げておりますが、流れの中と

いうことで、お許しをいただければと存じます。 

 経済文化交流部関係分の説明は以上でござい

ます。御審議よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） まず、冒頭に部長のほ

うからですね、概要と基本方針ということを伺

いましたので、頑張って取り組みを進めていた

だきたいというふうに思います。 

 農林のほうでも聞いたんですが、１０％減と

いう中でですね、商工費の部分だけなんですが、

２８００万と。２８００万の予算の増というこ

とで、まあ、その辺は執行部の意欲のあらわれ

と、皆さんの頑張りの成果というふうに思うん

ですが、これはもう、るる事業名は聞いたんで

すが、これは全体的な底上げのものなのか、こ

としはこんなのに取り組みたいという、その成

果、その積み上げがこうなったというような話

があればですね、その特徴的なものを、まあ、

全体的な底上げといいなればもうそこまでなん

ですが、ことし特に取り組みを進めたいという

ものがもしございますればですね、まあ、重ね

てのところもあるかもしれんとですが、お知ら

せいただければというふうに思います。 

○経済文化交流部長（辻本士誠君） 今、亀田

委員のお話なんですが、部長総括の中でも申し

上げましたとおり、各課においてですね、それ

ぞれ重点事業を持っておりますので、どれがど

れがということは言えませんが、先ほど申しま

したとおり、それぞれの課の中での重点、これ

は全庁的な部分でもですね、重要な課題を持っ

ておりますので、そのため事業費も前年度より

も増額となっておりますけれども、その点につ

きましては御理解いただければと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） まあ、理解するけん聞

いただったという話ですが、一課一課に聞くわ

けにもいきませんけん、ええとですね、予算の

ついたことをですね、取り組みを進めていただ

ければと思います。 

 あと、クルーズ船のカウントなんですよね。

先日、私、ある県の関係者から、ことしは少な

くなるという話ばちょっと聞いたっですよ。そ

の辺の話もちょっと、まあ、その辺はもうよか

ですが、クルーズ船が去年……。カウントの仕

方ですたい。ちょっと話をよう聞いとらんとが

悪かっですが、年度で数えるものか、年で数え

るものなのか。そして去年は何隻でことしは何

隻の予定か、具体的にちょっと詳しく話ばして

くれんですかね。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） 皆さん、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

国際港湾振興課の緒方でございます。お願いし

ます。今、亀田委員から御質問がありました件

についてお答えをさせていただきます。 

 まず、行政的には年度といいまして、４月か

ら３月までというふうになっておりますけれど

も、一般的に船会社等に関しましてはですね、

一般的な年、１月から１２月っていうのが、コ

ンテナ船も含めましての基準というふうになっ

ております関係で、ちょっと何かですね、年度

と言ったり、年と言ったり、年度と言ったりで

重複する部分がありますが、一般的というか、

私たちがよく使うのは、今クルーズ船なんかは
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年でというふうに答えさせていただいておりま

す。 

 昨年が、２９年でいきますとですね、６６隻、

飛鳥Ⅱの日本邦船を入れまして６６隻、外国船

が６５隻というところでございました。そのよ

うな感じでお答えさせていただいております。 

 それと、去年とことしの差といいますとです

ね、ことし１月からことしの１２月までの予定

ということですけども、先ほど桑原次長のほう

から申し上げましたとおり、昨年並みというふ

うには聞いておりますけども、これがですね、

全国的といいますか世界的といいますか、クル

ーズのですね、情勢がその、まあ一応、予定で

その７０隻程度、ことし程度というふうになっ

ておりますけども、これがまた本当、私たちも

どこでどうふえるのか減るのかというのはです

ね、なかなかここでお答えできないというのが

現状でございます。御了承いただければという

ふうに思います。 

○委員（亀田英雄君） ええとですね、その辺

の情報のとり方と思うとですたい。なかなかち

ょっと、今回一般質問を重ねてさせてもらった

っですが、来てみらんばわからんというような

話もあるもんですけん、その辺の情報の先取り

という部分、正確な情報の把握……。舞鶴に行

ったときもですね、何というか、あそこの港で

の物販ばすると。それは正確な情報がなからん

ばあからん話ですけん、舞鶴あたりではその正

確な情報ばつかんどっちゅう話ですもんね。そ

の辺の正確な情報ばつかむという努力を、こと

しこう取り組めんかなと思うとですばってんが、

その辺の取り組みの考え方ですよ。何かありま

せんか。 

○国際港湾振興課長（緒方 浩君） 再度お答

えをさせていただきます。 

 まず、熊本県の港湾課のほうでですね、寄港

に関する情報といたしまして、１カ月先までの

情報は発信をされております。私たちもその情

報をわかった時点でですね、市のホームページ

等で、まあ市報ですね、あと市のホームページ

等で周知をしているところでございますが、何

せ確実に、１カ月先の話でも一応予定というこ

とでございまして、ふえることはございませ

ん。１カ月先の話で、ふえることはほとんどご

ざいませんが、減ることはたまに、天候状況に

よってですね、寄港はしないという部分もあり

ますけれども、おおむね今の岸壁の利用状況か

らいきますと、急にふえるということはござい

ませんので、１カ月先の分の寄港状況までは、

何とか私たちもスピード感を持って情報開示に

ですね、努めていきたいというふうに思ってお

ります。よろしくお願いします。 

○委員（亀田英雄君） はい、よろしくお願い

します。 

 あと、済みません、クラウドファンディング

の話の見解ばちょっと聞きたかですが、クラウ

ドファンディングは、もう半分以上はそこのク

ラウドファンディングの（聴取不能）じゃなか

ですか。ほかに有効な、クラウドファンディン

グがあからんては言わんとですばってんが、も

っと有効な手だてがなかかなと。クラウドファ

ンディングの……。しゃっもっでんせんばんと

かなというふうにちょっと考えるとですが、そ

の辺の考え方をちょっとおっしゃってください。 

○観光振興課長（岩崎和也君） こんにちは。

観光振興課、岩崎です。よろしくお願いしま

す。 

 クラウドファンディング、私どもの観光振興

課としましては、全国花火競技大会、こちらに

５００万円を計上させていただいているところ

です。これにつきましてはやはり前回、熊本地

震の復興というようなことから、多くの花火フ

ァン、それから熊本の人たちから、たくさんお

声とともにそういった資金をいただいたところ

でございます。 

 今年度におきましても同額のクラウドファン
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ディングを行うことによって、いわゆる、国の

ほうがこの前、地方創生セミナーのときで言わ

れましたけれども、関係人口という言葉を言わ

れました。当然、定住も必要ですけれども、ま

ずは八代のファンになってもらう、そういった

ことから、定住に向けた動きをする必要がある

かなというようなことをおっしゃいました。私

どもも全く同じようなことを考えておりまし

て、そういったファンを多く募りながら、市の

事業に貢献できればなというふうに思いますの

で、クラウドファンディングにつきましては継

続して実施していきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） はい、わかりました。

ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。（委員亀田英雄君「もう一つよかですか」

と呼ぶ）はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ハンドボール大会、私

の認識が間違いじゃなからんば、何か先日マス

コミ報道のあったと思うとですが、５０００万

をされとっと。その辺についてどのように対応

されようと思っているのか、ちょっと見解があ

ればおっしゃってください。 

○委員長（成松由紀夫君） どこが答えますか、

どこが。 

○スポーツ振興課副主幹兼スポーツプロジェク

ト推進室長（本村秀記君） こんにちは。スポ

ーツ振興課の本村でございます。 

 先般のですね、新聞報道につきましては、八

代会場部分の指摘が行われたところでございま

す。現在それに向けてですね、日本ハンドボー

ル協会、そして県のですね、一般財団法人２０

１９ハンドボールの組織委員会、そして八代市、

我々でですね、その解決方法をですね、今模索

しているところでございます。 

 現在計上している５０００万につきましては、

この２０１９女子ハンドボール世界選手権につ

きましては、現時点でですね、３８億円のです

ね、金額がかかるというふうに、県のほうが試

算しているところでございます。現時点でです

ね、八代市が約１億近い負担金、そして山鹿市

が約８０００万近い金額というふうに算出して

いるところでございますけども、まあ、確定で

ないという部分は、試合数とかですね、いろん

な算出方法がありますと変わってくる可能性も

ありますけども、そこの部分の負担金というと

ころでですね、今年度５０００万円計上してい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） 仮定の話ていう話もあ

っとかもしれんとですが、それをもし、なくな

ったというときは、その５０００万はどげんな

っとですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 中止になったとき

の対応、何かもういっちょ。 

○スポーツ振興課副主幹兼スポーツプロジェク

ト推進室長（本村秀記君） 我々といたしまし

ては、全力でですね、進むという方向で、今取

り組んでいるところでございますけども、なか

なかですね、仮定の話というのは現在できない

ところでございますので、執行部のほうからで

すね、発言した言葉が変なほうにひとり歩きし

たら……。（委員亀田英雄君「わかりました、

もうよかです」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） 差し控えるところ

は差し控えていいですよ。 

○委員（亀田英雄君） いいですよ。 

○委員長（成松由紀夫君） もういいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（髙山正夫君） クルーズ船の話でござ

いますけど、大体年間６６隻、ことしも前年並

み、今年度もですね。そのクルーズ船というの

は、大体日帰りなんですか。夜間、今度停泊す

るというふうな、そういった船が出てくるのか。 
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○経済文化交流部次長（桑原真澄君） もうほ

とんどが、朝入って夕方出ていくというよう

な。去年で２隻、１泊とまったのが。たまに宿

泊するクルーズ船もございます。 

 以上でございます。 

○委員（髙山正夫君） これから目標は最終的

には２００隻という話があると思います。そう

いった船がふえてくれば、停泊する船もあるん

じゃないかというふうに思ってですね。 

 今なぜ私がそれを言っているのかといいます

と、商店街の活性化とかいろいろ、まあ、昼も

商店街なんでしょうけども、私がふだん、昼、

何らかのきっかけで寄ったときなんか、もうア

ーケードはがらんとしているんですよね。そう

いうのに比べれば、夜よく出ることがあります

ので、夜の町ですね、要は。例えば停泊で外国

の方が夜、夜間、いろんな町を出られる場合で

すね、そういった街灯整備あたりをですね、ま

あ、夜のにぎわいの八代というのも、そういっ

たのも今後考えていくべきじゃないか。あと済

みません、意見になりましたけれども、そうい

ったことからちょっとお伺いしました。 

○委員長（成松由紀夫君） 要望ですね。（委

員髙山正夫君「はい」と呼ぶ）ほかにございま

せんか。 

○委員（北園武広君） 関連なんですけども、

インバウンド関係の関連事業の中で、他国語の

音声案内板とか看板とかの設置関係があったか

と思うとですが、日奈久のほうが何もないもん

でですね、できましたら事業を早急にですね、

していただきたいんですけども、どこまでの範

囲を考えておられるのか、ちょっとお伺いした

いなと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） どこが答えますか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 他言語の案内

板につきましては、１００万円ほど予算を計上

させていただいております。その中で補助とい

う形で、民間の方々、あるいは市でできるもの

については市で取り扱うという形をとりたいと

いうふうに思います。 

 範囲、設置場所の計画につきましては、今後、

ＤＭＯ、それから関係各位と協議しながら進め

ていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員北園武広君「はい」と呼ぶ）ほかにござ

いませんか。 

○委員（西濵和博君） 資料の８８ページです

けれども、自治体ポイント活用事業について確

認させていただきたく、お尋ねいたします。 

 新規事業ということで、マイナンバーカード

との連携という御説明があったかと思いますが、

このシステムというか仕組みをですね、もう少

しわかりやすくお伺いしたいというのと、今回

計上されている３００万、名物チョイスでしょ

うか、その商品代ということで、このお金の流

れをどういうふうになっていくのかをお聞きし

たいと思います。 

 以上です。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 説明する前

に、資料を用意しておりますので、委員長、お

配りしてもよろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） 確認を。はい、配

付してよろしいです。 

（資料配付） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○観光振興課長（岩崎和也君） ただいまお配

りした自治体ポイント活用事業なんですけれど

も、ポイントの流れと現金の流れというふうな

ことを書かせていただいております。 

 例えば左のほうから見ていただきますと、ク

レジット会社や航空会社のマイレージとか、ポ

イントをそれぞれためていらっしゃる方がいる

と思います。そのポイント、例えばこの場合に

は１０００ポイントというふうに書いておりま

すけれども、この１０００ポイントがマイナン
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バーカードにそのまま移行することが可能とい

うことです。これはネット上での話です。その

１０００ポイントを使って、名物チョイスとい

う通販サイトがございますので、そこに、もち

ろんネット上で１０００ポイント支払って、こ

こではトマトの絵が描いておりますけれども、

特産品を購入することができるというようなこ

とで、ポイントの流れは以上でございます。 

 それから現金の流れにつきましては、クレジ

ット会社や航空会社などから１０００円、ま

あ、この場合１０００ポイント、１ポイント１

円というようなカウントでございますので、ク

レジット会社から八代市のほうに１０００円参

りまして、それから一旦受け入れまして、八代

市のほうから名物チョイスの通販サイトの会社

のほうに１０００円支払うというようなことで

ございますので、八代市としましては歳入も歳

出も同額というような形になります。 

 以上でございます。 

○委員（西濵和博君） 非常にわかりやすいで

すね、資料を御準備いただきまして、理解が深

まりました。 

 今の御説明の中でもう一回お尋ねしたいんで

すけれども、お金の流れのところで、クレジッ

ト会社と合流をした際発生するポイント相当額

が八代市に歳入として入ると。その同額を八代

市が受け入れて歳出すると。だから持ち出しは

ないと。今回３００万組まれていますんですけ

ど、これがより多くの方々に利用されるならば、

３００がまたふえていくというような今後の展

開をお考えでしょうか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい、ぜひ物

産振興のために多くの方々に利用していただき

たいというふうに考えております。 

○委員（西濵和博君） システム、理解できま

した。多くの方々に利用していただいてですね、

市のＰＲに寄与するよう私も応援したいと思い

ます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） これを見ると、マイナ

ンバーカードって、これは申請して刷り直さな

いけんとよね。そうしないと、これの中にポイ

ントが入ってくるということでしょう。普通の、

最初にきたカード、あれではだめなのかなと。

これではカードをつくっているのは写真つきの

やつだから、それをしてない人は使えないちゅ

うことかな。 

○経済文化交流部政策調整審議員（和久田敬史

君） 一番最初にお手元に来ているやつは、マ

イナンバーカードの通知書ということで、マイ

ナンバーカードとは別でございますので、その

サービスを使用するためにはマイナンバーカー

ドというのをつくらないとできないというよう

な形になっております。 

○委員（増田一喜君） ということは、マイナ

ンバーカードをつくってくださいというのも、

１つ含まれているちゅうことですね。 

○経済文化交流部政策調整審議員（和久田敬史

君） はい。まあ、内閣府のマイナンバーカー

ド普及のための１つの策というような形になろ

うかと思います。（委員増田一喜君「わかりま

した」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにあり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（西濵和博君） まあ、要望になるかと

思いますけれども、資料１１３ページ、教育費

でございます。社会体育施設費の目のうち、説

明欄の下から４番目、夜間照明施設管理事業の

件ですが、先ほど御説明の中で、これは夜間照

明電気料も含まれているというようなお話があ
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ったかと思います、二百六十数万円ぐらい。 

 今、教育委員会のほうでお取り組みの小学校

の部活の社会体育移行に伴って、これまではグ

ラウンド等で主に冬場、夜間照明を利用しなが

ら、学校の教育の一環として行われていた部活

動、これについては、それぞれの部は照明費の

負担は要らなかったかと思うんですが、今後は

いわゆる社会体育移行になるということで、学

校部外の活動になるので、原則的には使用料を

払って利用するというのが大前提になろうかと

は思いますが、とりわけ教育活動の一環という

位置づけは変わらないというふうに伺っていま

すので、学校施設の使用等の観点に立って、移

行する部活動の利用の際は減免措置あたりを御

検討いただければというふうに思いますが、御

検討いただけるかどうか、御見解をお伺いした

いと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、要望でしょう。

（委員西濵和博君「ああ、要望ですね」と呼

ぶ）よろしいですか。（委員西濵和博君「は

い」と呼ぶ）ということで、しかとお願いをい

たします。 

 ほかにございませんか。 

○委員（髙山正夫君） 先ほどの自治体ポイン

ト活用事業についてですけども、マイナンバー

カードを使って通販サイトとやりとりするとい

うことですので、マイナンバーカードは公文書

になりますので、くれぐれもですね、セキュリ

ティーにはよろしく、クレジット会社等とか、

いろんな調整はお願いしたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかに。 

○委員（亀田英雄君） クルーズ船の話を一般

質問でも取り上げましたが、ただ、もう何年目

の話でもありますし、今まで学んできたこと、

蓄積したものがあるかと思います。他自治体の

ですね、先進事例もありますので、しっかりし

た取り組みを進めていただきたいと、重ねてお

願い申し上げます。 

 そして、先ほどのハンドボールの話は、しっ

かりした情報をですね、とられて、市にリスク

がないように取り組みを進めていただきたいと、

あえて一言追加いたします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにあり

ませんか。 

○委員（北園武広君） 先ほどのインバウンド

事業の絡みなんですけども、せっかく八代を訪

れていただく外国人の観光客の皆さん方のサー

ビス向上のために、できるだけ３０年度早い段

階で、その看板そのものの設置とか、その辺の

検討のほうをよろしくお願いしたいなというふ

うに思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにあり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５号・平成３０年度八代市一般会計予

算中、当委員会関係分について、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５５号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第１号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第５５

号・平成３０年度八代市一般会計補正予算・第

１号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 それでは、歳出の第９款・教育費について、

経済文化交流部から説明を願います。 

○経済文化交流部長（辻本士誠君） それでは、

議案第５５号・平成３０年度八代市一般会計補

正予算・第１号中、経済文化交流部関係分につ



 

－44－

きまして、福元次長から説明いたさせますので、

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（福元章三君） 皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）経済文化交流部の福元です。どうぞよろし

くお願いいたします。それでは、座ってよろし

いでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（福元章三君） それで

は、議案第５５号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算書・第１号の９ページをごらんくだ

さい。 

 下段のほうになります。款９・教育費、項７

・社会教育費、目６・文化財保護費、補正額４

６６５万円を減額し、補正後の額が１億７２１

９万６０００円となっております。 

 減額補正の財源内訳は、特定財源の地方債と

して、合併特例債２８５０万円及び、その他と

してまちづくり交流基金の繰入金１８１５万円

であります。 

 内容につきましては、右側の説明欄にござい

ますが、民俗伝統芸能伝承館（仮称）整備事業

の基本・実施設計業務委託につきまして、１２

月補正にて債務負担行為を設定し、設計者を公

募しましたけれども、想定していた応募者数に

満たなかったことから、応募要件を緩和し、平

成３０年度に再度、設計者の公募を実施するこ

ととなりました。このために設計業務委託が平

成３０年度中に完了せず、一部、平成３１年度

に持ち越す見込みとなりました。 

 これらによりまして、平成３０年度当初予算

額７６６５万円から、平成３０年度の支払い見

込み額３０００万円を除いた４６６５万円を減

額するものでございます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わらせ

ていただきます。御審議方よろしくお願いいた

します。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 応募がなかった理由は

把握されています。理由。 

○経済文化交流部次長（福元章三君） たくさ

んのですね、応募者を想定して、５者ぐらい絞

り込んで、それからいい提案を絞り込もうと考

えておりましたところです。ただし、応募者数

がですね、２者しかございませんでした。余り

にも少ないと判断いたしましたので、再度、要

件を緩和して、改めてやり直すこととなったた

めにですね、３１年度まで伸びてしまったとい

うことでございます。 

○委員（亀田英雄君） 済みません、間違えた。

言い方が足りませんでした。応募が少なかった

理由について何か把握されておりますかという

ことです。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰が答えますか。 

○文化振興課長（一村 勲君） 文化振興課の

一村でございます。よろしくお願いします。 

 最初に公募しました段階で、資格、応募要件、

設計業務の行われる会社につきましては、建築

の設計と、あと展示の設計と、大まかに２つ想

定されましたが、最初、展示設計の業者さんを

主として、必要であれば建築設計の業者さんも

というような資格要件の設計をしておりました。

そういったことでお申し込みが少なかったと判

断いたしましたところで、やり直しを決定した

ところでございます。 

 以上でございます。（委員亀田英雄君「わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員亀田英雄君「はい」と呼ぶ）はい、ほか

にありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ
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んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５５号・平成３０年度八代市一般会計

補正予算・第１号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後２時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２９分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、しばらく休憩をいたします。再開

は２時４５分より再開いたします。 

（午後２時２９分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４５分 開議） 

◎議案第９号・平成３０年度八代市簡易水道事

業特別会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、休憩前

に引き続き、経済企業委員会を再開いたします。 

 次に、議案第９号・平成３０年度八代市簡易

水道事業特別会計予算を議題とし、説明を求め

ます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）水道局の

宮本でございます。よろしくお願いいたします。

座りまして説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 別冊にな

っております八代市特別会計予算書の９５ペー

ジをお願いいたします。 

 それでは、議案第９号・平成３０年度八代市

簡易水道事業特別会計予算について御説明いた

します。 

 第１条、歳入歳出予算の総額を、それぞれ２

億３８３２万６０００円といたしております。 

 第２条、地方債でございますが、簡易水道施

設整備事業として２５１０万円を予定いたして

おります。 

 それでは、内容につきまして歳出から説明さ

せていただきます。 

 １０５ページをお願いいたします。 

 款１、項１、簡易水道事業費、目１・簡易水

道総務費でございますが、４５７８万７０００

円を計上いたしております。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員７

名分の人件費４５３８万６０００円でございま

す。 

 次に、目２・簡易水道維持管理費でございま

すが、５１０７万２０００円を計上いたしてお

ります。 

 その主な内訳でございますが、節１１・需用

費１７３４万６０００円は、消耗品費１４４万

６０００円、電気料９０４万８０００円、修繕

費６２１万円が主なものでございます。 

 節１２・役務費１４６万２０００円は、電話

料５２万４０００円、納付書等の郵送料１９万

７０００円、量水器取りかえ手数料３２万４０

００円、口座振替手数料２４万６０００円が主

なものでございます。 

 節１３・委託料３０１８万円は、水質検査業

務委託１９１９万円、浄水施設、ポンプ設備、

滅菌器などの保守点検業務委託２４２万４００

０円、水道施設清掃業務委託２４０万８０００

円、水道施設監視業務委託２８１万５０００円、

量水器検針業務委託２２０万４０００円が主な

ものでございます。 

 節１８・備品購入費１２５万８０００円は、

量水器、塩素滅菌機及び水中ポンプ等の購入で

ございます。 

 目３・簡易水道建設費でございますが、２５
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１３万円を計上いたしております。その内訳で

ございますが、節１３・委託料１１９３万円は、

坂本町の大平地区簡易水道実施設計業務委託４

３０万円と泉町の二重簡易水道実施設計業務委

託７６３万円でございます。 

 節１５・工事請負費１３２０万円は、坂本町

の田上地区簡易水道整備事業１２００万円、中

津道地区簡易水道整備事業１２０万円を予定い

たしております。 

 １０６ページをお願いいたします。 

 款２、項１・公債費、目１・元金９９４８万

７０００円は、起債償還元金及び借換債償還元

金でございます。 

 目２・利子１６８５万円は、起債償還利子及

び借換債償還利子でございます。 

 以上が歳出でございまして、歳出合計２億３

８３２万６０００円を計上いたしております。 

 次に歳入でございますが、１０２ページに戻

っていただきまして、款１・分担金及び負担金、

項１・負担金、目１・簡易水道事業費負担金１

１６万３０００円、これは泉地区１カ所、坂本

地区２カ所、東陽地区２カ所における消火栓設

置工事費の一般会計負担金でございます。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・簡易水道使用料７５１８万３０００円を見

込んでおります。 

 内訳といたしまして、八代地区４０戸、１３

０万９０００円、坂本地区１６４９戸、５７１

０万円、東陽地区２４４戸、７８０万８０００

円、泉地区３２０戸、８９６万６０００円でご

ざいます。 

 項２・手数料、目１・簡易水道手数料５万３

０００円、これは主に督促手数料でございます。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金、

１億３１２８万５０００円を計上いたしており

ますが、そのうち基準内繰入金は５８１６万９

０００円、基準外繰入金が７３１１万６０００

円でございます。 

 内訳は、八代地区７０９万４０００円、坂本

地区７１８０万８０００円、東陽地区２１１４

万２０００円、泉地区３１２４万１０００円と

なっております。 

 款４、項１、目１・繰越金１０００円。 

 款５・諸収入、項１、目１・雑入５５４万１

０００円、これは消費税還付金でございます。 

 １０４ページをお願いいたします。 

 款６、項１・市債、目１・簡易水道事業債２

５１０万円を計上いたしております。主な内訳

といたしまして、坂本町の中津道地区簡易水道

整備事業１２０万円、田上地区簡易水道整備事

業１２００万円、大平地区簡易水道整備事業４

３０万円、泉町の二重簡易水道施設整備事業７

６０万円でございます。 

 以上が歳入でございまして、歳入合計２億３

８３２万６０００円を計上いたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（亀田英雄君） １０１ページの歳出、

簡易水道事業費が、去年の前年度予算の約半分

になっていると見えるんですが、この理由を教

えてください。 

○水道局主幹兼簡易水道係長（松田仁人君） 

今、委員御指摘の内容につきましては、事業費、

建設改良費のほうがですね、約半分以下になっ

ております。今年度ちょっと、一番はざまにな

っておりまして、また来年度、ちょっと若干で

すね、ふえる予定でおりますが、以上です。

（委員亀田英雄君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 はい、ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で
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質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第９号・平成３０年度八代市簡易水道事

業特別会計予算について、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１４号・平成３０年度八代市久連子財

産区特別会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１４

号・平成３０年度八代市久連子財産区特別会計

予算を議題とし、説明を求めます。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 農林水産

政策課、小堀でございます。 

 私のほうからは、議案第１４号・平成３０年

度八代市久連子財産区特別会計予算について御

説明させていただきます。座らせて説明させて

いただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 予算書１

９９ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２

８万３０００円を計上いたしております。 

 ２０４ページをお願いいたします。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

ございます款２・繰入金、項１・基金繰入金、

目１・久連子財産区基金繰入金で１７万６００

０円。 

 それから、次のページの款３の繰越金で１０

万円を計上いたしております。 

 次に歳出でございますが、款１・総務費、項

１・総務管理費、目１・一般管理費に１８万３

０００円を計上いたしております。 

 内訳といたしましては、年２回の開催を予定

しております財産区管理会、その委員７名の報

酬８万３０００円と地区内の防犯灯の電気代３

万４０００円及び施設設備修繕料５万円の、合

わせて８万４０００円、それから報償費といた

しまして、財産区有林と隣接者との境界立ち会

いなどに対する謝礼１万円でございます。また、

予備費といたしまして１０万円を計上いたして

おります。 

 以上が、平成３０年度久連子財産区特別会計

予算の御説明でございます。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１４号・平成３０年度八代市久連子財

産区特別会計予算について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１５号・平成３０年度八代市椎原財産

区特別会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１５

号・平成３０年度八代市椎原財産区特別会計予

算を議題とし、説明を求めます。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） それでは

引き続きまして、議案第１５号・平成３０年度

八代市椎原財産区特別会計予算について御説明
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申し上げます。座らせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 予算書の

ほうは２０９ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２

３万３０００円を計上いたしております。 

 ２１４ページをお願いいたします。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

ございます款２・繰入金、項１・基金繰入金、

目１・椎原財産区基金繰入金で１２万７０００

円。 

 それと次のページ、款３の繰越金で１０万円

を計上いたしております。 

 次に歳出でございますが、款１・総務費、項

１・総務管理費、目１・一般管理費に１３万３

０００円を計上しております。 

 内訳といたしまして、年２回の開催を予定し

ております財産区管理会、その委員７名の報酬

８万３０００円と、地区内の防犯灯の電気代で

３万５０００円、それから報償費といたしまし

て、財産区有林と隣接者との境界立ち会いなど

に対する謝礼１万円でございます。また、予備

費として１０万円を計上しておるところでござ

います。 

 以上が、平成３０年度椎原財産区特別会計予

算の説明でございます。御審議方よろしくお願

いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１５号・平成３０年度八代市椎原財産

区特別会計予算について、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１６号・平成３０年度八代市水道事業

会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１６

号・平成３０年度八代市水道事業会計予算を議

題とし、説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 水道局の

宮本でございます。よろしくお願いいたします。

座りまして説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 議案第１

６号・平成３０年度八代市水道事業会計予算に

ついて御説明いたします。 

 別冊になっております予算書の１ページをお

願いいたします。 

 予算の概要でございますが、第２条の業務の

予定量では、給水戸数は１万５１００戸で前年

度より３００戸の増加を見込んでおりますが、

年間総給水量は３７２万８０００立方メートル

で前年度より１５万４０００立方メートルの減

となっておりますのは、単身世帯の集合住宅の

増加により給水量の伸びが近年頭打ちとなって

いるためでございます。１日平均給水量は１万

２１４立方メートルでございます。 

 主要な建設改良事業では、水源地関係の改良

工事として、原水設備改良事業６９４６万９０

００円、給水区域内の新規配水管布設工事とし

て、配水管整備事業９８７４万９０００円、老

朽管の布設がえなど配水管改良事業７４７８万

８０００円を予定いたしております。 

 次の第３条は、水道事業の運営に関する収益

的収入及び支出でございますが、収入では水道

事業収益として総額５億２８４４万１０００円
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を見込み、２ページの支出では、水道事業費用

として総額４億７３６２万３０００円を計上い

たしておりまして、収支差し引きは５４８１万

８０００円の黒字を見込んでおります。 

 第４条は、水道施設の改修、配水管の布設や

改良、企業債の償還金などの資本的収入及び支

出でございますが、収入では資本的収入として

総額６６５４万２０００円を見込み、支出では

資本的支出として総額３億２０９８万円を計上

いたしておりますが、収支差し引きで不足する

２億５４４３万８０００円については、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１３

３８万４０００円、減債積立金７４４３万１０

００円、建設改良積立金５８８万６０００円及

び過年度分損益勘定留保資金１億６０７３万７

０００円で補塡することといたしております。 

 ３ページの第５条は、万が一の資金不足に陥

った場合の一時借入金の限度額として、５００

０万円を設定するものでございます。 

 次の第６条と第７条は、経費の流用に関する

事項でございます。 

 第８条は、一般会計からの繰出金のうち、経

費負担区分に基づく経費以外の任意的な補助を

受ける金額として、１７０万８０００円と定め

るものでございます。内容は、第４次拡張事業

に対する企業債償還経費でございます。 

 第９条は、棚卸し資産購入限度額として１６

００万円と定めるものでございます。 

 次の５ページからは、水道事業会計予算に関

する説明書でございます。 

 ７ページをお願いいたします。１１ページま

でが予算の実施計画でございますが、詳細につ

きましては後ほど予算明細で御説明いたします。 

 １３ページから１４ページは、前年度決算見

込みによる企業の経営状況を示した平成２９年

度予定損益計算書でございまして、８０３１万

７０００円の当年度純利益を見込んでおります。 

 １５ページから１７ページは、前年度末の財

政状態の見込みを示した平成２９年度予定貸借

対照表でございます。 

 １８ページから２０ページは、平成３０年度

末の財政状態の見込みを示した平成３０年度予

定貸借対照表でございます。 

 ページをめくりまして、１２ページをお願い

いたします。 

 予定キャッシュフロー計算書でございます。

これは、平成３０年度における資金の動きに関

する情報を、業務活動、投資活動、財務活動の

区分に分けて、それぞれの増減予定額をあらわ

したものでございます。 

 １の業務活動によるキャッシュフローは、水

道料金収入等による現金の増加や事業運営経費

に係る現金の減少を示しております。２の投資

活動によるキャッシュフローは、設備投資に伴

う固定資産の取得や売却などに係る現金の収支

を示し、３の財務活動によるキャッシュフロー

は、企業債の借り入れによる現金の増、または

償還による現金の減、一般会計からの出資によ

る資金調達などを示しております。 

 １から３を合計した４の当年度資金増加額は

１０２５万６０００円を見込んでおり、６資金

期末残高は、４億２１１８万４０００円と見込

んでいます。 

 なお、５の資金期首残高４億１０９２万８０

００円は、１６ページの平成２９年度予定貸借

対照表中、２、流動資産の（１）現金預金の額

と一致し、また、６の資金期末残高４億２１１

８万４０００円は、１９ページの平成３０年度

予定貸借対照表中、２、流動資産の（１）現金

預金の額と一致いたします。 

 ２１ページをお願いいたします。これより３

０ページまでが、１ページ第３条の収益的収入

及び支出及び２ページ第４条の資本的収入及び

支出に係る節区分までの詳細な内容でございま

す。主な項目や前年度と比較して増減が大きい

項目について御説明いたします。 
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 まず、収益的収入の主なものでございますが、

款１・水道事業収益、項１・営業収益でござい

ますが、目１の給水収益５億５６９万７０００

円は、年間総給水量が前年度より減少を見込ん

でいるものの、前年度に比べ３９０万５０００

円の増となっていますのは、単身世帯の給水戸

数の増加による基本料金の増加を見込んでいる

ためでございます。 

 目２・受託工事収益４６８万４０００円は、

前年度に比べ１０７９万９０００円の減となっ

ていますが、下水道工事等に伴う水道管移設工

事費や消火栓修繕費の補償金である修繕工事収

益のうち水道管移設工事の減少によるためでご

ざいます。営業収益合計５億１２２２万５００

０円を計上いたしております。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 項２・営業外収益でございますが、目２の他

会計補助金１０１万２０００円は、企業職員の

児童手当拠出金に対する一般会計繰出金が主な

ものでございます。前年度に比べ１６２７万１

０００円の減となっていますのは、今年度は、

水道事業会計におきまして定年退職予定者がな

く、退職手当の支給に対する一般会計負担分等

がないためでございます。 

 目３の長期前受金戻入１３１５万８０００円

は、過去に補助金等で取得した償却資産を減価

償却するため、当該補助金相当分を収益化する

もので、現金の収入はございません。営業外収

益合計１６２０万４０００円を計上いたしてお

ります。 

 項３・特別利益１万２０００円は、主に過年

度分収益の調定を増額する過年度損益修正益で

ございます。 

 以上、収益的収入の合計は５億２８４４万１

０００円となり、前年度より２３４７万９００

０円の減収を見込んでおります。 

 続きまして、収益的支出について御説明いた

します。 

 ２３ページからでございます。 

 款１・水道事業費用、項１・営業費用、目１

・原水及び浄水費は８４２９万５０００円。こ

れは水源地関係の費用でございまして、その主

なものは、一般職２名分の人件費、水源地の運

転管理業務、水質検査業務の委託料や動力費な

どでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 目２・配水及び給水費６６７２万２０００円。

これは配水及び給水施設に係る費用でございま

して、その主なものは、一般職２名及び再任用

短時間勤務職員１名の人件費、配水管及び給水

管の修繕費、漏水調査業務の委託料などでござ

います。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 目３・受託工事費１５２４万５０００円。こ

れは給配水管の切りかえ工事等の受託工事に要

する費用でございまして、その主なものは、一

般職２名の人件費、下水道工事等に伴う水道管

切りかえ工事の工事請負費などでございます。

前年度に比べ８９２万７０００円の減となって

いますのは、水道管移設工事の減少によるため

でございます。 

 目４・総係費１億４２万２０００円。これは

一般事務経費など事業全般に関連する費用でご

ざいます。その主なものは、一般職４名の人件

費及び水道料金調定・収納業務に係る包括委託

に要する経費、料金システム、会計システムの

保守料などでございます。前年度に比べ１９７

２万５０００円の減となっていますのは、今年

度は水道事業会計におきまして定年退職予定者

がないためでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 目５・減価償却費１億５６７７万１０００円

などでございまして、営業費用合計４億２７８

６万５０００円を計上いたしております。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 項２・営業外費用でございますが、目１・支
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払利息及び企業債取扱諸費２０９４万３０００

円、目２・消費税及び地方消費税２１１１万２

０００円など、合計４２０５万６０００円を計

上いたしております。 

 項３・特別損失７０万２０００円は、主に過

年度収益の調定減である過年度損益修正損でご

ざいます。 

 項４・予備費は、前年同様３００万円を計上

いたしております。 

 以上、収益的支出の合計は４億７３６２万３

０００円となり、前年度より２４４９万２００

０円の減額計上となっております。 

 ２８ページをお願いいたします。資本的収入

及び支出について御説明いたします。 

 まず収入でございますが、款１・資本的収入、

項１・工事負担金、目１・他会計負担金４５３

万６０００円、これは消火栓設置費への一般会

計負担金でございます。 

 項３・その他工事負担金６０３２万９０００

円、これは新庁舎建設に伴います松江城水源地

仮設浄水池等設置工事への一般会計負担金でご

ざいます。工事負担金合計６４８６万６０００

円を計上いたしております。 

 項２・出資金１６７万６０００円は、第４次

拡張事業に要した企業債の元金償還への一般会

計出資金でございます。 

 以上、資本的収入の合計は６６５４万２００

０円となり、前年度より５８３３万６０００円

の増収を見込んでおります。 

 次に２９ページの支出でございますが、款１

・資本的支出、項１・建設改良費、目１・原水

設備改良費６９４６万９０００円。これは、松

江城水源地仮設浄水池等設置工事６０３２万９

０００円が主なものでございます。 

 目２・配水設備拡張費９８７４万９０００円。

これは八千把、松高、太田郷、代陽、郡築地区

などに７５ミリから４５０ミリの配水管を１６

９５メートル布設するものでございます。 

 目３・配水設備改良費７４７８万８０００円。

主なものとして、大島町及び新浜町等におきま

して、７５ミリから１００ミリの配水管９７５

メートルの改良工事６３２０万円を施工いたし

ます。また、平成２９年度に日奈久、高島、龍

峯の３配水池を耐震診断しましたところ、日奈

久配水池が耐震不足と診断されましたので、配

水池及び浄水場の移設を含む日奈久地区の配水

計画を見直す基本計画策定業務委託６５８万８

０００円を予定いたしております。 

 目４・営業設備費２５４万３０００円。これ

は新規給水に係るメーターの購入などでござい

ます。 

 建設改良費合計２億４５５４万９０００円を

計上いたしております。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 項２・企業債償還金７４４３万１０００円。

今年度も企業債を借りませんので、起債の期末

残高は約９億２０００万円を予定いたしており

ます。 

 項３・予備費は前年同様１００万円を計上い

たしております。 

 以上、資本的支出の合計は３億２０９８万円

となり、前年度より５０７１万７０００円の増

額計上となっております。 

 ３１ページから３７ページまでは給与費明細

書、債務負担行為に関する調書、地方債に関す

る調書でございますが、説明を省略させていた

だきます。 

 平成３０年度も公共の福祉の増進のため、安

全で安心な水の安定供給に努めるとともに、持

続可能な水道の実現のため健全経営に努めます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 局長、済みません、説



 

－52－

明を聞いたんですがわからない点に二、三、答

えっください。一般会計からの繰入金あるのか

ないのか、基準額が基準内か、金額について教

えてください。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 委員お尋

ねの件でございますが、まず２１ページになり

ます。収益的収入の受託工事収益がございまし

て、修繕工事収益４４５万８０００円のうち、

下水道の移設とかに係る分の繰出金がございま

す。これは基準内でございます。 

 それから資本的収入、２９ページでございま

すが、資本的収入、項１の工事負担金、目１・

他会計負担金４５３万６０００円でございます

が、これは消火栓設置に係る費用でございまし

て、こちらも基準内繰り入れでございます。 

 それから、目３のその他工事負担金６０３２

万９０００円、こちらにつきましては、先ほど

御説明いたしました新庁舎建設に係りますとこ

ろの、松江城水源地仮設浄水池の工事負担金と

して一般会計から繰り出していただくものでご

ざいまして、こちらは基準外になります。任意

の繰出金になります。 

 あと、項２の出資金でございまして、１６７

万６０００円。こちらにつきましては、第４次

拡張分の企業債償還元金でございまして、こち

らも任意の基準外繰り入れになります。こちら

は平成３０年度で出資金のほうは終わる予定で

ございます。 

 あと、ちょっと言い損なったんですけれども、

２２ページの営業外収益、目２の他会計補助金

でございますが、この１０１万２０００円のう

ち９８万円が企業職員の児童手当拠出金に係る

分でございまして、この９８万円につきまして

は基準内繰り入れでございます。 

○委員（亀田英雄君） 結局、総額が幾らにな

って、ことしの利益とどのぐらい……。利益の

見込みの数字と、一般会計繰入金の総額の数字

を教えてください。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰が答えますか。 

○水道局副主幹兼業務係長（米村寛樹君） 水

道局、米村です。 

 委員お尋ねの今年度の利益なんですが、今年

度の利益は８０００万程度を予定しております。

うちのほうが収益的収入と資本的収入と分かれ

ておりますんで、分けてお答えさせていただき

ます。 

 収益的収入のほうはですね、５００万円程度

ですね。あと松江城水源地のほうになりますけ

れども、こちらのほうが大体６０００万円程度

ですね。この６０００万円程度は資本的な部分

になりますんで、損益とはちょっと合算しない

ような形になります。 

 以上、お答えとします。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員亀田英雄君「一般会計の繰り入れの総額

というのを聞いていたんですが」と呼ぶ） 

○水道局副主幹兼業務係長（米村寛樹君） お

およそ６５００万円程度になります。（委員亀

田英雄君「はい、了解しました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） 御提案の中身について

は理解しました。ちょっと感想も含めてなんで

すけども、熊本地震発災直後ですね、ライフラ

インが非常に損傷した中で、本市にあっては速

やかな対応をいただいて、市民からもですね、

水道局に感謝のお声を多数お聞きいたしました。 

 きょうの御説明の中にもありましたが、地方

都市の課題として、単身世帯がふえていくと。

八代市も人口減少がある程度やむを得ないとい

う状況がある中、地方都市は人口が減っても世

帯数がふえていくという中に、中長期的に見た

場合ですね、本市のみならず地方都市は、水道

事業経営として抱える課題あたり、どんなふう

に捉えていらっしゃるかなと思いまして、もし

差し支えなければ御見解をお伺いしたいと思い
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ます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 委員御指

摘のとおり、少子化等によりまして人口の減少

は否めないと考えているところでございます。

ただし、八代市の水道事業におきましては、給

水区域内に住宅はふえている、市全体としては

人口は減っている、単純に人口の減少と、軒並

み収益が下がるとは思っておりません。あとは

今般、耐震化等問題になっております、そうい

う老朽化した施設の改修等にお金がかかると考

えております。 

 こちらにかかるお金については、区域の拡張

とかにより増収が伴うものでございませんもの

ですから、またちょっと起債等を起こしていく

べきか、また長期的な財政計画を立てていく必

要があると考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） 事例を交えて非常にわ

かりやすく御説明いただきました。本市におい

ては現状、とても健全なですね、事業の計画と

執行、運営なさっていらっしゃるかなというふ

うにお見受けしておりますので、今後引き続き

ですね、御努力いただければと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１６号・平成３０年度八代市水道事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１７号・平成３０年度八代市病院事業

会計予算 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第１７

号・平成３０年度八代市病院事業会計予算を議

題とし、説明を求めます。 

○市立病院院長（森崎哲朗君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市立病院長の

森崎でございます。 

 ただいま議案となっております議案第１７号

・平成３０年度八代市病院事業会計予算の詳細

について説明いたします前に、私のほうから病

院事業の予算編成方針について簡単に御説明さ

せていただきます。着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○市立病院院長（森崎哲朗君） 熊本地震によ

り入院機能を中止して以来、医業収益が大変厳

しい状況が続いております。今般、病院事業の

廃止方向性が決定いたしましたことにより、平

成３０年度を市立病院事業としての最終会計年

度と想定しております。 

 現段階では廃止条例等は上程されていないこ

とから、基本的に通常ベースでの通年予算を編

成いたしております。 

 今後、八代地域における入院機能の再編成や

外来機能の譲渡先が決定され、病院事業の廃止

が正式に決定されました折には、事業廃止に向

けた経費等についてもお願いしていくこととい

たしております。 

 残り１年ではございますが、患者中心の今で

きる医療を最後まで地域で提供していく所存で

ございます。 

 詳細につきましては田中事務長より説明いた

しますので、御審議方よろしくお願いいたしま

す。 
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○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）田中でございます。 

 それでは、議案第１７号・平成３０年度八代

市病院事業会計予算について御説明いたします。

座って説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） お手元の別冊の予算書をお開きくださ

い。 

 １ページをお願いいたします。平成３０年度

予算の概要でございます。 

 まず、第２条の業務の予定量では、（１）の

病床数は９６床ですが、（２）の年間患者数で

は、入院が機能停止中ですので見込まず、外来

患者のみを年間７２００人と見込んでおります。

（３）の１日平均患者数では、外来を２９.５

人と見込んでおります。（４）の主要な建設改

良事業では、設備等の改良工事として１００万

円、仮設外来診療棟リース料に１１８３万４０

００円を予定いたしております。 

 次の第３条では、病院事業の運営に関する収

益的収入及び支出でございます。 

 収入では、病院事業収益として総額３億１２

６５万９０００円を見込み、支出では、病院事

業費用として総額３億９３５１万９０００円を

計上いたしております。 

 ページをめくりまして、第４条では資本的収

入及び支出でございます。こちらは建物や設備

の改修、企業債の償還などの費用を計上するも

ので、資本的収入では総額を１２８４万７００

０円と見込み、資本的支出総額を１３８５万９

０００円の計上とし、収支の差し引きで不足す

る１０１万２０００円については、当年度分の

消費税及び地方消費税資本的収支調整額９５万

１０００円及び過年度分損益勘定留保資金６万

１０００円で補塡することとしております。 

 次の第５条では、万が一の資金不足に陥った

場合の一時借入金の限度額として、１億円を設

定するものであります。 

 第６条と第７条は、経費の流用に関する事項

でございます。 

 次のページの第８条は、一般会計からの繰出

金のうち、負担区分に基づく経費以外の任意的

な補助を受ける金額として、１億２２５１万７

０００円と定めているものでございます。内容

は、医療職の事務従事に係る職員給与経費及び

仮設外来棟建設に係るリース経費でございます。 

 第９条は、棚卸し資産の購入限度額を５００

０万円と定めるものでございます。 

 次に、予算に関する説明に移らせていただき

ます。 

 恐れ入りますが、１０ページをお願いいたし

ます。 

 予定キャッシュフローの計算書でございます。

３０年度における現金の収入や支出、すなわち

資金の動きに関する情報を、業務活動、投資活

動、財務活動の区分に分け、増減予定額をあら

わしたものです。 

 １の業務活動によるキャッシュフローでは、

本業である医業によるキャッシュ、いわゆる現

金を幾ら稼いだか示すもので、この計算書の中

で最も重視される部分です。２の投資活動によ

るキャッシュフローは、設備投資に伴う固定資

産の取得・売却などを示し、３の財務活動によ

るキャッシュフローでは、企業債の借り入れに

よる現金の増、または返済による現金の減、一

般会計からの出資による資金調達などを示して

います。 

 １から３を合計した下から３行目の４、当年

度の資金増加額、すなわち現金は、マイナス２

１１７万３０００円減少すると見込んでおり、

最後の行の６、３０年度末における資金期末残

高は１億１４９０万円を見込んでおります。 

 続いて、１１ページから１８ページまでの財

務諸表は、企業の財政状況を明らかにするもの
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でございまして、２９年度分の決算見込みを示

した予定損益計算書及び予定貸借対照表と、３

０年度の予定貸借対照表でございます。それぞ

れ資産、負債及び資本の状況を総括的に示した

ものであります。 

 １９ページをお願いいたします。 

 これより以降が、１ページ第３条の収益的収

入及び支出及び、第４条資本的収入及び支出に

係る節区分までの詳細な内容でございます。主

な項目や、前年度と比較して増減が大きい項目

について御説明いたします。 

 まず、収益的収入の主なものでございますが、

款１・病院事業収益、項１・医業収益でござい

ますが、入院収益は、入院診療を休止している

状態で収入を想定しておりませんので、ゼロと

して廃目としております。 

 目１の外来収益１億２２２０万円は、年間延

べ患者数に平均診療単価１万６９０７円を乗じ

て見込み、これに訪問診療等による介護収益５

０万円を加えたものです。 

 目２のその他医業収益は、人間ドックや健康

診断等で１０７０万８０００円を見込み、医業

収益の合計は１億３２９０万８０００円を予定

しております。 

 ページめくりまして、２０ページの項２・医

業外収益ですが、目２の他会計負担金は１億６

９２０万３０００円を予定しております。その

内訳は、説明欄にも記入しておりますが、繰出

基準に基づき一般会計より御負担いただくもの

のほかに、基準外の繰り出しとして、仮設外来

診療棟リース利息４０万８０００円、事務従事

医療職１８名分の人件費１億１６１９万２００

０円が含まれております。前年度より３１００

万９０００円減額となりましたのは、事務従事

職員の人数の減と、退職給付費引当金の皆減に

よるものです。 

 目４の長期前受金戻入は、過去に補助金等で

取得した償却資産を減価償却するため、当該補

助金相当分をこの項で収益として計上するもの

で、１０１８万４０００円を計上いたしており

ます。 

 目５・その他医業外収益の３５万９０００円

は、自動販売機売上手数料のほか、窓口未収金

収入等でございます。 

 合わせました医業外収益の合計は、１億７９

７４万８０００円となり、一般会計負担金の影

響により３２７５万円の減収を見込んでおりま

す。 

 ２１ページの項３・特別利益は、現時点では

前年度同額の３０００円を見込んでおります。 

 以上、収益的収入の合計は３億１２６５万９

０００円となり、前年度より３７５７万２００

０円の減収を見込んでおります。 

 続きまして、収益的支出について御説明いた

します。２２ページをお願いいたします。 

 款１・病院事業費用、項１・医業費用のうち

目１・給与費は、２億５４５０万９０００円を

計上しております。 

 内訳は、医師を初め事務従事職員を含む３３

名分の給料と手当、非常勤職員２名分の賃金、

これらに伴う法定福利費でございます。 

 また、節５の退職給付費は、退職手当に係る

引当金でございまして、経理の現金預金の残高

と退職手当引当金の残高の兼ね合いから、本年

度は引き当てないこととし、１０００円のみの

計上といたしております。 

 なお、節６・賞与引当金繰入額、節７・法定

福利費繰入額につきましては、例年どおりの計

上といたしております。 

 給与費全体で、前年度と比較しますと４２１

６万４０００円の減額となりました主な要因は、

この退職給付費の影響と職員数の減による給料

の減でございます。 

 目２・材料費では、７１９６万８０００円を

計上いたしております。投薬や注射、薬局での

薬、検査に用いる試薬や酸素、診療材料等につ
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いて、外来診療での使用実績に基づいて計上い

たしております。 

 目３の経費４３４０万４０００円については、

施設維持に係る光熱水費や修繕費、清掃、夜間

休日の管理委託費用などの建物維持管理費用に

加え、医療機器のリース料や保守委託料、保険

請求等に係る医療事務委託など、病院運営に係

る全般的な費用について見直し、昨年度より８

００万６０００円を減額して計上いたしており

ます。 

 目４・減価償却費は１９２６万４０００円を、

目５の資産減耗費については前年同額の１５０

万円を計上いたしております。 

 目６・研究研修費４１万１０００円について

は、医学書や、医師や看護師、検査関係職員の

学会等への参加旅費等について、今後の診療に

見合った形で見直しをかけて計上いたしており

ます。 

 以上、医業費用の合計は３億９１０５万６０

００円となり、前年度より６１４９万４０００

円の減額計上となっております。 

 次の款１・病院事業費用、項２の医業外費用

でございますが、ここでは目１の支払利息及び

企業債取扱諸費として、現在借り入れておりま

す企業債に対する利息や、万一、資金不足に陥

った場合の一時借入金の支払い利息、仮設外来

棟リースに係る利息分として、合わせて６６万

２０００円を計上いたしております。 

 ページをめくりまして、目２・消費税及び地

方消費税に５０万円、目３・雑損失として１０

万１０００円を計上し、医業外費用の合計で１

２６万３０００円の計上となります。 

 次の項３・特別損失では、企業の経常的な経

営活動とは直接かかわりのない、特別な要因で

発生した損失を計上するもので、前年度と同額

の７０万円を計上しております。 

 項４の予備費についても、前年度と同額、５

０万円を計上しております。 

 以上、収益的支出の合計は３億９３５１万９

０００円となり、前年度より６１７９万７００

０円の減額計上となっております。 

 なお、収益的収入から支出を差し引いた収支

は、８０８６万円の収入不足となる赤字予算の

計上となっております。 

 次に、２８ページの資本的収入及び支出につ

いて御説明いたします。 

 款１・資本的収入、項１・他会計出資金でご

ざいます。こちらは２９ページの資本的支出に

対する一般会計からの出資金で、１２８４万６

０００円を収入する予定としております。 

 項２の県補助金は、現時点では予定がありま

せんので、１０００円のみの計上とさせていた

だいております。 

 以上、資本的収入の合計は１２８４万７００

０円となりまして、前年度より２０８万７００

０円の減収となる見込みでございます。 

 ２９ページは資本的支出でございます。 

 款１・資本的支出、項１・建物改良費のうち、

目１・建設改良費として１００万円を計上いた

しております。現時点で特に建設改良工事を行

う予定はございませんが、地下部分におきまし

て、水道受水槽からの漏水等も発見されており

ますので、今後の突発的な修繕工事に備え、計

上するものでございます。 

 目２の有形固定資産購入費は、債務負担行為

を設定いたしております仮設外来診療棟リース

料の元金１１８３万４０００円でございます。

前年度と比較して減額となっておりますのは、

医療機器の購入費の皆減によるものです。 

 次の項２の企業債償還金、目１・企業債償還

金は、当年度の償還金元金分について１０２万

５０００円を計上しております。計上後の未償

還元金残高は２０５万１０００円となっており

ます。 

 以上、資本的支出の合計は１３８５万９００

０円を計上しており、前年度より４１７万９０
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００円の減額となる見込みです。 

 したがいまして、資本的収支の収入から支出

を差し引きますと１０１万２０００円の収支不

足が生じますが、このうち９５万１０００円を

当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調

整額で補塡し、残る６万１０００円を過年度分

損益勘定留保資金にて補塡することとしており

ます。 

 ３０ページから３７ページまでは、給与費の

明細となっております。 

 ３８ページは現在設定しております債務負担

行為、３９ページが病院事業債の借入残高につ

いて記載しております。 

 以上で、平成３０年度の病院事業会計予算に

ついて説明を終わらせていただきます。御審議

方よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 編成方針の中で、今年

度で廃止だけど通年の予算とか、１年とかいう

話があったんですが、外来はもう、ことし１年

で廃止ということは決定、完全に決定なんです

か。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 外来については、事業譲渡という方針が

出ておりますので、３０年度の予算は３０年の

３月３１日までの１年間の通常分として計上す

る、そこで終わるか終わらないかはこの時点で

はまだわかりませんけども、３０年度は１年間

は必ず続くというところで、予算を計上させて

いただいております。 

 以上です。（委員亀田英雄君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員亀田英雄君「はい、いいです」と呼ぶ）

ほかにございませんか。 

○委員（西濵和博君） 参考までにお伺いした

いんですけど、今、入院病棟が諸般の事情で機

能できない、使えない状況ですが、しかしなが

ら、その建物自体を市立病院で管理していく上

において、年間に幾ばくかの費用が必要になっ

ているんじゃないかなと思うんですけど、わか

りやすくその辺、内容と金額を教えてください。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 一番費用でかかっているのは委託料だと

感じております、建物の中で。例えば維持管理

費ですね。建物がある関係で、まず消防設備等

の点検等は通常どおり行う部分と、まあ、外来

だけですので、２４時間体制の診療ておりませ

んが、守衛等の業務は、平日は夜の１０時ま

で、休日は８時半から５時までの対応を行っ

て、建物の管理と電話の対応等を行っている部

分がございます。 

 あと建物の清掃についても、２階以上の建物

の階層はもう清掃等は行ってはおりませんが、

私たちがおります管理棟と外来棟あたりと通路

の清掃等が発生しておるところでございます。 

 また、水槽――水ですね、上水道の部分にお

きましては、大きい建物ですので、水道のタン

クがかなり大きいものがございますので、その

タンクの維持管理等はですね、飲み水、それと

浄化槽あたりを維持管理をいたしております。

具体的な金額等も必要になりますかね。よろし

いですかね。 

○委員（西濵和博君） まあ、急な質問だった

から御用意ないと思いますので、差し支えなけ

ればお聞きしたいと思っていましたが、そこは

結構です。 

 はたから見たらですね、ただ建物が静かに建

っているから、それを管理していくのにどうい

ったことが必要かというのは、一般の人からな

かなか見えにくいところだったと思いますけど、

今御説明をお聞きして、それ相応のことが手間

がかかっているというのと、それに見合う金額

の拠出が必要になっているということがわかり
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ました。結構です。はい、ありがとうございま

した。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１７号・平成３０年度八代市病院事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後３時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４３分 本会） 

◎議案第４９号・八代市広域交流センターさか

もと館条例の一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第４９号・八代市広域交流センターさか

もと館条例の一部改正についてを議題とし、説

明を求めます。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） お疲れ

でございます。 

 ただいまお話がございました議案第４９号・

八代市広域交流センターさかもと館条例の一部

改正について、坂本支所の久木田地域振興課長

に説明をいたさせます。よろしくお願い申し上

げます。 

○坂本支所地域振興課長（久木田昌一君） こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）坂

本支所、地域振興課の久木田でございます。 

 それでは、議案第４９号・八代市広域交流セ

ンターさかもと館条例の一部改正につきまして、

説明をさせていただきたいと思います。座って

説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○坂本支所地域振興課長（久木田昌一君） そ

れでは、議案書１３１ページ、１３２ページの

ほうをごらんをいただきたいと思います。また

資料としまして、あわせまして平面図のほうも

お配りしておりますので、ごらんをいただけれ

ばありがたいというふうに思っております。 

 では、説明をさせていただきます。 

 広域交流センターさかもと館は、球磨川水系

の文化及び情報の拠点としまして、情報促進に

よる地域の活性化と、産業及び商工観光振興に

よる住民の福利厚生の充実を図ることを目的に、

国道２１９号線沿いの道の駅さかもとに併設を

されております。 

 このたび、内閣府の平成２８年度地方創生拠

点整備事業交付金を活用しまして、施設の交流

促進機能の向上と、交流拡大のためのイベント

開催や体験型観光事業の拠点としまして、図面

のほうをごらんいただければと思いますけど、

その平面図の中央部になるかと思います。その

部分に中庭という部分がございますので、その

位置にイベント交流施設を増設をしており、今

月末、要するに平成３０年３月末の竣工予定で

ございます。 

 そこで、イベント交流施設を一般の利用に供

するために、利用料金の設定が必要となること

から、八代市広域交流センターさかもと館条例

の利用料金が定められております。別表（第１

２条関係）の区分欄から、同施設を整備して利

用することができなくなっています中庭を削除

しまして、イベント交流施設を加えるものでご

ざいます。 

 なお、イベント交流施設の利用金額の設定に
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当たりましては、施設規模、設置目的等が類似

しております八代市日奈久温泉施設ばんぺい湯

を参考に、１月当たり、１月の売上金額が１０

０万円以下の場合は６万４８００円とし、当該

売上金額が１００万円を超える場合は、その超

える金額に１００分の６を乗じて得た額に６万

円を加えた額に、１００分の１０８を乗じて得

た額としております。 

 また、備考欄には利用料金の端数の計算方法

を明記しますとともに、附則といたしまして、

施行日を平成３０年４月１日とし、準備行為と

しまして、利用の許可その他必要な準備行為は、

条例の施行の日前においても行うことができる

ということにしているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どう

ぞ御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第４９号・八代市広域交流センターさか

もと館条例の一部改正については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５０号・八代市国営八代平野土地改良

事業負担金等徴収条例の制定について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第５０

号・八代市国営八代平野土地改良事業負担金等

徴収条例の制定についてを議題とし、説明を求

めます。 

○農地整備課長（小原聖児君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）農地整備課長

の小原でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、議案第５０号・八代市国営八代平

野土地改良事業負担金等徴収条例の制定につい

て、着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農地整備課長（小原聖児君） まず条例の制

定理由としまして、これまで土地改良事業に関

する負担金徴収条例の整備としましては、市が

事業主体となります団体営事業、県が事業主体

となります県営事業については制定をされてお

りますが、今回、平成３０年度中の事業着手の

計画となっております、国営八代平野土地改良

事業においては、八代市が受益者から負担金を

徴収するに当たっての根拠条例がありませんの

で、このたび、条例及び規則の制定を行うとい

うことでございます。 

 次に、条例の内容、構成としまして、第１条

に本条例の趣旨を、第２条に負担金の徴収とし

て、第１項で受益者から負担金を徴収する、第

２項で農家の負担金については、農家の母体で

あります土地改良区から農家負担金相当額分を

徴収することができるとしております。 

 第３条で負担金の額として、毎年度、市長が

負担金の額及び負担金の徴収基準を定めること

としております。 

 第４条で負担金の徴収方法について、第１項

で、元利均等年賦支払いあるいは申し出に基づ

き、一時支払いができるものとしております。 

 第２項で、元利均等年賦支払いでは、国営事

業及び災害復旧をあわせて行ったときは、支払

期間の始期を、全ての事業が完了した年度の翌

年度とすること、また、各工種の中で工事が完

了し負担額が確定した場合など、徴収の時期に
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ついては市長が定めることができるとしており

ます。 

 第５項で、その他、八代市市税条例の規定を

準用するとしております。 

 次に、第５条の負担金の減免及び徴収猶予に

ついては、災害その他特別な事情により、必要

があると認めるときの措置ということでござい

ます。 

 第６条の特別徴収金については、事業完了の

公告後、８年間を経過しない間に、土地を農業

以外の目的に供した場合のことで、農地転用が

あった場合ということでございます。 

 以上が条例の内容であり、その他、納入期限、

延滞金、徴収猶予及び減免の取り消し、転用に

伴う負担金の賦課など、詳細な部分については

同施行規則に定めております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

 ○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につ

いて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５０号・八代市国営八代平野土地改良

事業負担金等徴収条例の制定については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５１号・八代市病院事業の設置等に関

する条例の一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第５１

号・八代市病院事業の設置等に関する条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○市立病院院長（森崎哲朗君） 市立病院の森

崎でございます。 

 ただいま議案となっております議案第５１号

について、田中事務長より説明いたしますので、

御審議方よろしくお願いいたします。 

○市立病院事務部事務長兼医事係長（田中智樹

君） 改めまして、よろしくお願いいたしま

す。座って説明させていただきます。 

 議案書の１３７ページをお願いいたします。

あわせて、別途お配りしております、右肩に議

案第５１号説明資料とありますＡ４の１枚物の

資料をごらんいただきたいと思います。 

 議案第５１号・八代市病院事業の設置等に関

する条例の一部改正についてお願いするもので

ございますが、これは、平成１７年八代市条例

第２６３号にて定めました八代市病院事業の設

置に関する条例、第６条の条文中、議会の議決

を要する金額として、後半部分の、法律上市の

義務に属する損害賠償の額の決定で当該金額が

１００万円以上のものと定めておりました部分

を、３００万円以上のものに改めるものでござ

います。 

 改正の理由といたしましては、平成１８年３

月２４日に議決いただきました市長の専決事項

の指定についてでは、１件３００万円未満の法

律上の義務に属する損害賠償の額を定めること

については、市長の専決事項とされており、当

条例と金額が整合していない状態となっていま

すことから、これを解消するために、議決の内

容に合わせ当条例を改正するものでございます。 

 なお、施行日は、公布の日から施行すること

としております。 

 よろしく御審議方お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で
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質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５１号・八代市病院事業の設置等に関

する条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５２号・八代市水道事業の設置等に関

する条例の一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第５２

号・八代市水道事業の設置等に関する条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 水道局、

宮本でございます。改めてよろしくお願いいた

します。座りまして御説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 議案書１

３９ページから１４０ページとあわせまして、

別途お配りいたしております議案第５２号説明

資料、Ａ４縦の資料でございます、をお願いい

たします。 

 議案第５２号・八代市水道事業の設置等に関

する条例の一部改正について御説明いたします。 

 これは、先ほど病院のほうで御審議いただき

ました議案第５１号と同様の案件でございまし

て、八代市水道事業の設置等に関する条例第６

条の条文中、議会の議決を必要とする、法律上

市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該

金額が１００万円以上のものと定めておりまし

た部分を、３００万円以上に改めるものでござ

います。 

 改正の理由としましては、平成１８年３月２

４日に議決いただいた市長の専決事項の指定に

ついてでは、１件３００万円未満の法律上市の

義務に属する損害賠償の額を定めることについ

ては市長の専決事項とされており、当条例と金

額が整合していない状態となっていますことか

ら、これを解消するため、議決の内容に合わせ

当条例を改正するものでございます。 

 なお施行日は、公布の日から施行することと

しております。 

 御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５２号・八代市水道事業の設置等に関

する条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５３号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第５３

号・八代市簡易水道事業給水条例の一部改正に

ついてを議題とし、説明を求めます。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） よろしく

お願いいたします。座らせて説明させていただ

きます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局理事兼局長（宮本誠司君） 議案書１

４１ページから１４２ページとあわせまして、

別途お配りしております議案第５３号説明資料、

Ａ４縦長のほう、１枚お願いいたします。 
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 議案第５３号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正について御説明いたします。 

 改正の理由でございますが、泉町の南川内簡

易水道整備事業が平成３０年３月に竣工し、各

戸に水道メーターを設置することにより、放任

給水から計量給水となるため料金区分を変更す

る必要があり、条例を改正するものでございま

す。 

 なお施行日は、平成３０年４月１日から施行

することとし、５月請求の水道料金から適用と

なります。 

 御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で質疑を終了

します。 

 意見がありましたらお願いいたします。あり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５３号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部退出のため、小会いたします。 

（午後３時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５９分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、しばらく休憩いたします。 

（午後４時００分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１０分 開議） 

◎平成２９年陳情第４号・八代市食肉センター

跡地利活用について 

○委員長（成松由紀夫君） 休憩前に引き続き、

経済企業委員会を再開いたします。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。 

 今回、当委員会に付託となっておりますの

は、継続審査の陳情１件及び新規の陳情１件で

あります。 

 それでは、継続審査となっております平成２

９年陳情第４号・八代市食肉センター跡地利活

用についてを議題といたします。 

 要旨は文書表のとおりであります。本件につ

いて御意見等はありませんか。ございません

か。 

○委員（西濵和博君） 審議に入る前に、もし

よろしければ関係課に入室していただいて御説

明いただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

○委員長（成松由紀夫君） 皆さん、いかがで

しょうか。担当課に入ってもらいます。 

 ただいま、本件に関して執行部に説明を求め

るとの意見が出ましたが、これに御異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、執行部に説明を求めることといたします。 

 小会します。 

（午後４時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１３分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関し執行部より説明を求め

ます。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 食肉センター場長の豊田でございます。

よろしくお願いします。 

 食肉センターに関しましては、昨年１１月に

着工いたしまして、現在、もう大半の工事が終

了しております。構造物は全て撤去されており
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まして、大動物屠室、小動物屠室、食肉流通施

設、汚水処理施設、それと管理棟、周辺の樹木

の伐採、伐根、全て終わっております。 

 これから残りの期間、近辺整地、砂利敷きを

行いまして、侵入防止フェンスを設置いたしま

して、工事の完了というところで、３月３０日、

３月末をもって完了する予定となっている状況

でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま執行部よ

り説明がございましたが、以上の部分について

御意見等はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 特段の跡地利用という

とは、何か計画があるとですか。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 農林水産部におきましては、農業用の施

設としての跡地利用は計画は特にございません。

地元への説明、今回の工事に関しまして地元に

説明する中で、地元からは、広場にしていただ

いたりとか公園にしてもらったりとかいうよう

な過去の要望も出ているところではございます

が、正式にですね、どういう施設という要望は、

まだ取りまとまっていないような状況でござい

ます。 

 市におきましても、跡地利用ということは長

期的に見まして、西片西宮線、そちらの整備後

の周辺状況ですね、そういったもの、それと、

その西片、西宮町を初め、宮地校区におきまし

て、地域の活性化にどのように資するようなも

のがあるのかというような、長期的な視点に立

った検討が必要かなと思っております。 

 それで農林水産部としては、４月以降にです

ね、関係各課に対しまして、跡地利活用の要望、

意向などですね、そういったものを調査してま

いろうかなと思っております。そういったもの

を踏まえて、将来的な跡地の利用の方向性など

についてですね、現在行っております食肉セン

ター解体に係る連絡調整会議、こちらのほうで

その方向性を、ある程度のものを取りまとめよ

うかなというところで考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） その市の方針というと

は、そちらのほうには伝えてあっとですか。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） はい、地元説明会の中では、跡地利用は、

今申しました長期的な視点での跡地利用になり

ますので、そういったものは伝えております。

また短期的には、地元で何かイベントなどされ

る場合、そういったもので広場として開放する

こともできますということで、そういう説明を

しております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員亀田英雄君「はい」と呼ぶ）ほかに。 

○委員（増田一喜君） この陳情書を見ると、

記の１のところですね、跡地利活用検討委員会

（仮称）とか書いてあるけど、これはあるんで

すか、今現在。仮称としてあるから。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 跡地利活用検討委員会、当初はですね、

そのようなものを設置しまして、跡地の利活用

について検討してまいろうというところで検討

していたところでございますが、まずは解体工

事を確実に進めるということが優先ということ

で、解体に係る連絡調整会議、こちらのほうで

跡地利用の方向性について、ちょっと前段階の

検討をしましょうかというところで、今進めて

いるところでございます。そういった中で、４

月以降に関係各課の意向など、そういったもの

を調査しましょうというような内容で、今取り

まとまっております。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） ということは、まあ一

応、説明はしてあるちゅうことでしょう。そう

すっと、そういうのは検討委員会なんかつくら

なくても、通常のあれで、市からの説明で十分
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理解されるんじゃないかなと思うんですけれど

も、今まで特定のところでこういう検討委員会

ってつくったことは余り聞いていないような気

もするんですけどね。そんなところはどんなで

すかね。説明されるんでしょう、また何か必要

とあらば。 

○委員長（成松由紀夫君） 住民への説明です

ね。（委員増田一喜君「うん」と呼ぶ） 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 現時点におきましては、住民への説明と

いうものは特段、いつ、どういった形でやると

かいうことは考えておりません。ただ、今、現

場を見られますと、もうかなり広い土地がどん

とできていて、見晴らしもよく、明るくなって

きております。こういったものを見ますと、い

ろんな地元の方々の考え方も変わってきて、い

ろんな意見が出てくるのかなと思います。 

 そういったものを見ながらですね、町内、ま

ちづくり協議会宮地の方々とも御相談しながら

ですね、そういうタイミングがあれば、そうい

ったものを取りまとめるタイミング、あと意見

を取りまとめる何かタイミングですね、そうい

ったものを検討することもできますので、現時

点で跡地利用検討委員会を設置するということ

は、まだ未定でございます。 

○委員（増田一喜君） ということは、やっぱ

り長期的に考えてちゅうことですよね。今、早

々にどうこうということはないちゅうことです

よね。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） やはり周辺の開発状況をですね、今後、

西片西宮線の整備状況によりましては、かなり

変わってくるものかと思われますので、そうい

った濃度を見ながら、長期的な視点に立って、

じっくり検討する必要があるのではないかなと。

西宮町、宮地校区のためも考えましてですね。

そして、それがひいては八代市に寄与するよう

なものであればと、そういう位置づけで検討が

必要ではないかと考えております。 

○委員（増田一喜君） ということは、長期的

に考えるちゅうことで、今すぐこれをどうこう

せないけんちゅうことではないんであればです

ね、ちょっと先のほうでいいという話だから、

今回は審議未了で終わってもいいのかなという、

私は気がするんですけれども。ほかがどう考え

られるかわかりませんけれども。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 同意見です。見送って

も差し支えないのかなというふうに思います。

かえって可決するほうが差し支えになっとかな

という気がいたします。審議未了。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに御意見あれ

ば。ございませんか。 

 一旦小会いたします。 

（午後４時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時２４分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、ただい

ま審議未了という御意見が出ておりますが、ほ

かにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、お諮り

いたします。採決は挙手により行いますが、挙

手しない者は反対とみなします。 

 平成２９年陳情第４号・八代市食肉センター

跡地利活用については、閉会中、継続審査の申

し出をしないこと並びに結論を得るに至らなか

ったこと、すなわち審議未了とするに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は審議未了とすることに決しました。 

 小会いたします。 

（午後４時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午後４時２５分 本会） 

◎陳情第２号・中心市街地アーケード空き店舗

利用について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、陳情第２号・中心市街地アーケード空

き店舗利用についてを議題といたします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、御

意見等ありませんか。 

○委員（増田一喜君） これについては、書か

れた人が、あるように、業種の制限を設けない

ことなんて書いてありますけれども、結局、そ

もそもこれをするのには、１つのルールをつく

ってあると思うんですけれども、これ、執行部

を呼んで、そこのあたりをちらっと聞いてもい

いのかな。 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま、本件に

関して執行部に説明を求めるとの意見が出まし

たが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、執行部に説明を求めることといたします。 

 小会します。 

（午後４時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３１分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関し執行部より説明を求め

ます。 

○商工政策課副主幹兼商業振興係長（角田浩二

君） 商工政策課、角田でございます。本件に

ついて御説明をさせていただきたいと思います。 

 今回陳情された方からですね、まずお電話に

て、自分がやりたいレンタルオフィス業という

ものについて、出店できないかという御相談が

ございまして、それにつきまして、今、私ども

で行っております商店街再生事業の仕組み、そ

れとその業種が商店街再生事業の業種に当ては

まらないこと、この点について御説明をさせて

いただいたところでございます。その後、やは

り御納得いただけなかったのかと思いますが、

また課のほうにおいでいただきまして、同様の

内容を御質問されましたので、私どもで再度、

商店街再生事業につきまして御説明をさせてい

ただき、御本人様も一応、まあ納得はされなか

ったものの、それで理解をしていただいたとい

うところでございました。 

 また、レンタルオフィス業でございますので、

我々の見解といたしますと、そもそも商店街再

生事業は小売・サービス業を主にさせていただ

いていることもございまして、今回のレンタル

オフィス業自体が、内規がございますけれども、

商店街のにぎわいにつながる目的とは考えられ

ませんことから、対象外とさせていただいてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） ということは、これに

も書いてあるので読み取れるのは、一応相談は

したと。だけど相談を受け入れてもらえなかっ

たというような感じがしているけれども、まあ、

行政のほうは、担当課のほうはきちんと丁寧に

説明しているというふうに受け取れます。そし

てまた、業種にレンタル業をするとはっきり言

われたんであれば、それはルールにのっとって

いないちゅうことだから、どうも返事のしよう

がないでしょうね、多分。 

 ということは、これは審議するちゅう段階で

はないと思うんですけれども。もともとルール

があるんだから、それをきちんと説明したら、

陳情が来たからって、こっちでそれを変えろと

いうようなね、そういうふうな形に行けないと

思いますので、これはもう審議するに値しない

のかなという気がしますので、私は審議未了が

妥当であるとは思います。 
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○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） 類似商店街、周辺市町

村には聞かれましたか。 

○商工政策課副主幹兼商業振興係長（角田浩二

君） 県内の類似市町村にもお尋ねをさせてい

ただいたところでございます。熊本市、菊池市、

玉名市が大体重立ったところなんですけれども、

各市町村、各市でもですね、レンタルオフィス

業はそもそも対象外とされております。また人

吉市に至りましては、事務所系はそもそも対象

外ということにされておりましたのでという流

れになっております。 

 以上です。（委員髙山正夫君「ありがとうご

ざいます」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（西濵和博君） ちょっと別の視点にな

るんですけれども、そもそも市が今設けてある

制度についての問い合わせだったということが

発端になっているかと思うんですが、この事柄

を客観的に見ますと、事務所、お店ですよね、

空き店舗のオーナーさんというか貸し主がいら

っしゃって、借りる人がいらっしゃって、そこ

を市が財政面で支援すると、一言で言ったらそ

ういうことかなと思うんですが、何ですかね、

民法上でいう転貸借というんですかね、いわゆ

る又貸しの場合は、市の制度ということも１つ

ございますが、そのオーナーさんですね、貸し

主自体が転貸借、又貸しを了解するという図式

が成立しないと、市の幾ら制度があっても成り

立たないというのが一方であると思いますので、

そこについては、なかなか市が中身をどうのこ

うの、柔軟にする、できるということの、その

前提に立つ部分の整理というのもまた必要じゃ

ないかなと思うんですけど、いかがでしょうか、

そこのところの見解は。 

○商工政策課副主幹兼商業振興係長（角田浩二

君） たしか民法でもございますし、不動産業

法のほうでもたしかそこは規定があったかと思

いますので、そこの整理はちゃんと進めていき

たいと考えております。 

○委員（西濵和博君） はい、わかりました。

見解はわかりました。まあ、そういったところ

の分野の事柄の制度といいますか、我々認識し

て議論しなきゃいけないというふうに思います

ので、現状としては、なかなか結論を得るには

至らないかなというふうに私も思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、お諮り

いたします。採決は挙手により行いますが、挙

手しない者は反対とみなします。 

 陳情第２号・中心市街地アーケード空き店舗

利用については、閉会中、継続審査の申し出を

しないこと並びに結論を得るに至らなかったこ

と、すなわち審議未了とするに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は審議未了とすることに決しました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 小会します。 

（午後４時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時４０分 本会） 
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◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件であります。 

 このうち、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査に関連して１件、病院・水道事業に関す

る諸問題の調査に関連して１件、執行部から発

言の申し出があっておりますので、これを許し

ます。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査

（（株）トーヨーの株式譲渡について） 

○委員長（成松由紀夫君） それではまず、

（株）トーヨーの株式譲渡についてをお願いい

たします。 

○東陽支所長（松岡 猛君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）東陽支所の松

岡でございます。私のほうから、株式会社トー

ヨーの株式譲渡について御説明をさせていただ

きます。 

 今、委員の皆様方にお配りさせていただきま

した２ページの資料に沿って説明をさせていた

だきます。説明は着座にてさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○東陽支所長（松岡 猛君） 株式会社トーヨ

ーの株式譲渡についてでございますが、本年１

月末に皆様方に説明をさせていただきました内

容、また、３月７日に野﨑議員の一般質問に副

市長がお答えさせていただきました内容と重複

するところもありますが、お許しをいただきた

いと思います。 

 まず、１、経緯でございます。 

 平成２８年８月２４日に、八代市と松木運輸

株式会社との間で、株式譲渡に関する基本合意

書を締結いたしました。個人株主１１４人が所

有する２５０株を株式会社トーヨーが買い取り、

自社株とすることが条件でございました。 

 同年８月２６日に松木運輸株式会社の松木社

長が、株式会社トーヨーの代表取締役に就任さ

れ、実質的に松木運輸株式会社による経営が始

まりましたが、個人株主の株式買収が進まず、

八代市から松木運輸株式会社に株式譲渡ができ

ない状況が続いていました。 

 ２９年５月２９日に個人株主の株式買い取り

が完了しましたが、株式会社トーヨーの定款に

より、８月３０日開催の定時株主総会終了まで

は株式の売買ができず、市から松木運輸株式会

社への株式譲渡も保留しておりました。 

 そのような状況が続く中、約１年間、松木運

輸株式会社は積極的な経営改善に取り組まれ、

生産体制や収支状況も改善されましたが、大き

な利益を出すまでには至らず、株式会社トーヨ

ーの業務内容とより相乗効果が期待でき、持続

的な発展につながるような有力な提携先を模索

していたところ、株式会社トーヨーの顧問税理

士からゴールドプランニング株式会社の紹介を

受けました。 

 大分市に本社を置くゴールドプランニング株

式会社は、大分県、熊本県で多くのラーメン店

を経営されているほか、麺の加工卸事業など、

飲食関係の事業を幅広く展開しておられること

から、野菜の加工製造、惣菜製造業を営む株式

会社トーヨーとは業態的に相性がよく、大きな

相乗効果が期待できると考えたところです。 

 株式会社トーヨーの社長は松木氏、株は八代

市が保有している状況でしたので、２９年１０

月１２日に両者で協議をした結果、八代市が直

接ゴールドプランニング株式会社と株式譲渡に

向けて協議を進める方針を確認いたしました。 

 同年１０月２６日、株式会社トーヨーの取締

役会、臨時株主総会にて、市が実質上の経営者
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となるため、田中副市長が代表取締役に就任い

たしました。 

 同年１２月２１日、九州興和開発株式会社か

ら八代市へ、株式の譲受意向表明書が提出され

ました。これは今後、ゴールドプランニング株

式会社のグループ企業である九州興和開発株式

会社、社長はいずれも吉岩氏です、を親会社と

したホールディングス化を検討されていること

から、実際の株式譲渡先は九州興和開発株式会

社になったところです。 

 主な内容として株式譲受の目的、経営の方針

として、自社店舗の商品に使用する野菜の加工

拠点としての活用、製麺事業者への卸向けの加

工拠点としての活用など。また、従業員の処遇

は、原則的に全員雇用継続を行うなどです。 

 ３０年１月５日、八代市と九州興和開発株式

会社との間で株式譲渡契約書を締結しました。

内容については後で説明をさせていただきます。 

 同年２月１日、株式会社トーヨーの取締役会、

臨時株主総会において、九州興和開発株式会社

社長の吉岩拓弥氏が代表取締役に、田中副市長

ほか２名が取締役に就任されました。同日、株

式の譲渡も実行し、実質的に九州興和開発株式

会社による経営が始まりました。民間の資本と

人材、経営ノウハウを活用とした経営により、

株式会社トーヨーの経営改善と拡大が図られ、

地域の活性化に貢献できる企業となることを期

待しているところです。 

 ２ページのほうをごらんください。 

 次に、２、九州興和開発株式会社への株式譲

渡の内容です。 

 まず株式についてですが、①３０年２月１日

に市の持ち株５３５９株のうち３７００株を九

州興和開発株式会社へ譲渡いたしました。 

 譲渡価額は１株当たり７６５９円、合計２８

３３万８３００円です。譲渡価額の算出につい

ては、双方の税理士の協議により、平成２９年

５月３１日を評価基準として、中小企業の代表

的な評価方法である収益還元方式と純資産額方

式による中間額を採用したところでございます。 

 株式会社トーヨーの発行済株式数は５４５９

株であり、譲渡後の保有株数は九州興和開発株

式会社が３７００株、八代市が１６５９株、そ

の他株主が１００株であります。 

 ②５年後をめどに、市の持株残１６５９株の

うち、１１０９株を九州興和開発株式会社へ譲

渡いたします。譲渡後の保有株数は、九州興和

開発株式会社が４８０９株、八代市が５５０株、

その他株主が１００株となります。 

 九州興和開発株式会社の事業計画、資金計画

の関係で、このような２段階の株式譲渡方法と

なったところです。 

 次に、土地、市有地であります株式会社トー

ヨーの工場用地ですが、これまでは無償で貸し

付けをしておりましたが、平成３０年２月１日

から有償で貸し付けを行っています。 

 次に、建物、市所有の熱処理加工施設ですが、

国庫補助により整備していることから、補助制

度上の制約があるため、平成３６年３月までは

無償貸し付けとし、平成３６年４月以降は有償

で貸し付けを行うこととしております。 

 先ほども少し説明を行いました、３、従業員

の処遇ですが、譲受意向表明書、株式譲渡契約

書にて、①原則的に全員の雇用継続を行うこと、

②現在の就業規則、社内規程を十分に尊重し、

継承しながら、必要に応じて調整を加えていく

ことの確約を得ています。 

 最後に、株式会社トーヨー、譲渡先である九

州興和開発株式会社、実質的な事業パートナー

であるゴールドプランニング株式会社の概要を

それぞれ記載しておりますので、内容のほうは

御確認をいただきますようお願いいたします。 

 以上で、株式会社トーヨーの株式譲渡につい

ての御説明を終わらせていただきます。よろし

くお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か
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質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 今回金額が示されたん

ですが、九州興和開発、そもそも、前回説明が

あったんでしょうけど、松木さんには幾らで行

われるつもりだったのか、そして、幾らかかっ

ているとばちょっと聞いていきますけん、メモ

をよかですか。松木さんには幾らでやるつもり

だったのか、そして個人株主の株式買い取りは

幾らで行われたのか。 

 そしてですよ、松木さんにやったといいなが

ら、実質は八代市だったっですね。そうしてや

りながら、今回、八代市が実質の経営者となる

ためということで、そういうのはありなのかな

という気がせんでもなかったっですが。その辺

の見解も改めてお聞かせください。 

 そしてですね、次のページで、５年後をめど

に譲渡される、また再譲渡する、その辺のやり

方もなかったですが、このときの約束はもうで

きよっとですか、幾らで送ると。そしてですね、

土地の有償で貸し付けるというた部分も幾らな

のかというとも、提示いただければと思います。 

 あと、建物を有償で貸し付けるということな

んですが、こんな契約がそもそもできるのか。

３６年後の、これは契約にうたっておられるの

か、幾らでされるのかと。 

 ちょっと多かったんですが、有償で、有償で

と書いてあるもんですけん、幾らなのかという

とば、ちょっと今尋ねた部分についてお示しく

ださい。 

○東陽支所長（松岡 猛君） 亀田委員御質問

の件についてお答えさせていただきます。 

 まず、２８年、松木さんのほうに譲渡価格予

定なんですが、これは当時の評価額で８３００

円ということで協議を行っておりました。１株

当たり８３００円です。 

 ２番目、個人株主さんの買い取り価格は、１

万円で買い取りを株式会社トーヨーが行ってお

ります。 

 ３番目、松木さんに実際株は行っていなかっ

たのに、代表取締役、経営をされたという件で

すけれども、これは株の譲渡を条件として、基

本合意書というのを締結しておりました。そう

した中で、譲渡、八代市が株を買い受けるとい

う条件の中で、代表取締役のほうに就任をして

いただいて、経営に携わっていただいたという

ところがあります。 

 ４項目め、５年後の買い取り価格ですけれど

も、これについては、今回株の評価額を算出し

た方法と同じ方法で、５年後、実際また譲り受

けを行うときに評価をすると。価格を決定する

ということで、私はお話をしております。 

 土地建物ですけれども、土地につきまして、

現在この土地の評価額の４％で貸し付けるとい

うことにしております。年額で約４１万５００

０円になります。 

 最後ですが、建物。建物については平成３６

年４月以降、有償で貸し付けるということに、

そのとき新たに、建物の賃貸借契約を新たに結

ぼうということでしております。そのときの建

物の評価額の７％で貸し付けを行うというとこ

ろでお話をさせていただいております。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） 多岐にわたりましてあ

りがとうございました。 

 当時は８３００円だったと。当時というか、

松木さんには８３００円でやるつもりだったと。

今回７６５９円。この７６５９円に落ちついた

経緯というのをお聞かせください。 

○東陽支所長（松岡 猛君） 説明の中で少し

お話しさせていただきました、今回の株価の評

価について、これは松木さんとのお話のときも

だったんですけれども、双方の税理士さんによ

りまして、株価の評価をどうするかというとこ

ろで評価の基準日を定めまして、中小企業の代

表的な評価方法という、収益還元方式、これは

黒字による収益を株価に反映させる方法。それ
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と純資産額方式、単純にその時点の資産額を株

数で割った金額になります。その両方の中間額

ということで算出をされました。 

 松木さんへの８３００円というのが、これは

松木さんのときの評価基準日が平成２８年５月

３１日を基準日として８３００円と価格をいた

しました。今回、九州興和開発への基準日が平

成２９年５月３１日ということで評価をいたし

ましたので、実際、直近の２７期単年度赤字収

支ということで、資産額のほうが減少しており

ましたので、７６５９円という価格が算出され

たというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） 今、単年度赤字収支と

いう話だったんですが、まあ、その辺はちょっ

とお話のあれになっていくかと思うんですよ。

この書類をバスの中で説明されたと。その後、

マスコミ発表で何か赤字だったとか黒字だった

とかという話があったですよね。きょう、それ

についても説明がされるのかなと思っとったん

ですが、説明がなかったんですが、その件につ

いて説明をちょっと求めてよかですか。言われ

るとですか、言われんとですか。その辺も含め

てお話しください、どのような経緯だったのか。 

○委員長（成松由紀夫君） 小会します。 

（午後４時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時００分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） では、本会に戻し

ます。 

 先ほどの亀田委員の質問からですが、答弁よ

ろしくお願いします。 

○東陽支所長（松岡 猛君） 亀田委員の御質

問ですけれども、実際の（株）トーヨーの決算

状況、これにつきましては、平成２８年６月１

日から平成２９年５月３１日、直近の第２７期

決算におきまして、累積赤字はなく、繰越利益

剰余金が１５２３万円あるというのが、正しい

決算状況でございます。 

 ３期続けて単年度収支の赤字が続いたもんで

すから、そのあたりの数字のやりとりといいま

すか、報告を各報道機関の方々と行う中で、少

し誤った数字が誤ったまま伝わったということ

で、こういう結果になったと思っております。

今後はこのようなことがないよう、報道機関の

方々への対応、また、いろいろな場面において

資料の精査、準備を十分行い、注意してまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） 済みません、何も責め

るつもりはなかっですばってんが、間違ったな

ら間違ったときに、やっぱりきちんと報告され

るべきじゃなかったかなと思うとですよ。せん

ば、何か話の、嫌な話ばせんばんごっなってく

っじゃなかですか。 

 ただ単に、間違っとったけん済みませんとい

う話でもなかと思うとですたいね。なぜ間違っ

とったのかというとば、もうちょっとその理由

もきちんと説明されるべきだし、間違ってなか

ったらばこの評価額も変わったんじゃないかな

という推測もされる気もしますので、間違った

なら間違った理由というのをもう少し、ただ間

違いましたじゃ、ちょっと説明になっていない

という気がいたしますので。説明できる範囲で

よございますけん、もう少し丁寧に、わかりや

すくお願いできればと思います。 

○農林水産部長（黒木信夫君） ただいま亀田

委員の御質問の内容なんですが、実は先ほど東

陽支所長も申し上げましたとおり、報道機関の

方々とやりとりする中で、間違った数字が走っ

てしまったというのは事実なんですが、その間

違った内容が、実は先ほど申し上げましたよう

に、２７期の単年度赤字額が１３２７万円であ

りました。それが実は累積赤字１３２７万円と

いうような報道になってしまったと。私たちも

早く気づけばよかったっですが、それがおくれ
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てしまいまして、このような結果になったとい

うことでございます。 

○委員（亀田英雄君） ならば、この税理士と

の協議の話は、黒字で協議されるということで

すか。（農林水産部長黒木信夫君「そうです、

はい」と呼ぶ）わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） 結論、黒字ですね。 

○東陽支所長（松岡 猛君） 株価の評価時点

においては黒字、現在、黒字の資産額できちん

と評価をされております。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） ええとですね、この資

料を見るとですね、平成２８年８月２４日に、

個人株主等が所有する全２５０株を（株）トー

ヨーが買い取るちゅうことを条件として、八代

市と松木運輸さんとの間で株式譲渡に関する基

本合意が締結されたということで、２８年の８

月２６日に松木社長が（株）トーヨーの代表取

締役に就任したということですね。その間、個

人株主の株式がなかなか買い取れずに、市から

は松木さんに待ってくれというふうに保留しと

った。 

 そしたら今度はその間に、今度は２９年５月

２９日は、個人株主の株式買い取りが完了した

と言ったから、条件には合うようになったんだ

けれども、そこで今度は、それが条件が合わな

くなったというような話になって、次に進むの

かなと思ったら、いきなりこうやって新たな締

結先の模索というのが入ってきて、今度はそれ

が解消されたとなるもんだから、この経緯、保

留している間に何かがあったから、結局うまく

いかなかったというふうに読み取れたんだけれ

ども、何かそこらあたりは、こういう原因ちゅ

うのはあるんですか。 

○東陽支所長（松岡 猛君） 平成２８年の８

月２６日から、松木運輸株式会社さんによる実

質的な経営が開始されました。以来、非常な努

力をしていただきまして、生産体制や収支状況

というのも改善をされてまいりました。 

 ただ、なかなか松木運輸さんが運営をされて

いく中で、大きな黒字を出すというところまで

には、創業されている間にそういうところがだ

んだん見えてこられたので、（株）トーヨーに

とって、より（株）トーヨーとの相乗効果が期

待できるような提携先というのを、実はこの５

月２９日の個人株主の買い取りの完了、それか

ら８月３０日、次の定時株主総会、そういった

ところの間に、少しずつそういう新たな提携先

というのを探されていた状況というところにな

ります。 

 そして、そのような探している状況の中で、

ゴールドプランニング株式会社という会社が紹

介をいただいたというところが流れとなります。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） ということは、今の答

弁を聞いていますと、結局そこで利益が少なか

った、もうけが少ないということで、このゴー

ルドプランニングを探されたのは市ですか。今

のでは何か、松木運輸さんが探したようなふう

に聞き取れたんだけれども、市が探したんです

か、松木さんが探したんですか。 

○東陽支所長（松岡 猛君） これは松木運輸

さん自身も探しておられましたし、（株）トー

ヨーの顧問税理士、これが実は日本Ｍ＆Ａ推進

財団というところにも属しておられまして、顧

問税理士さんのほうもそちらの財団を通じて、

（株）トーヨーの発展につながるような企業と

いうのを探しておられまして、ゴールドプラン

ニングさんが浮上したというところでございま

す。 

○委員（増田一喜君） ということは、もう既

にこの時点で、個人株主の買い取り完了した、

そして８月３０日の株主総会までの相中に、も

う既に市と松木さんの間では、そういう話が出
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てたちゅうことですかね。 

○委員長（成松由紀夫君） そういう話って、

新たな提携先ですかね。 

○委員（増田一喜君） うん、そういう提携し

ましょう、解消しましょう、新たにという。 

○東陽支所長（松岡 猛君） 株式会社トーヨ

ーにとって、より相乗効果ができるような会社

というのが、企業が見つかれば、そちらのほう

ともお話をしていきましょう、探しましょうと

いうようなお話はやっておりました。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） はい、いいです。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

（株）トーヨーの株式譲渡についてを終了しま

す。 

 執行部入れかわりのため小会いたします。 

（午後５時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時１１分 本会） 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査（八代

市立病院に係る病床の再編移転及び外来機能の

事業譲渡について） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、八代市立病院に係る病床の再編移転及

び外来機能の事業譲渡についてをお願いいたし

ます。 

○総務審議員（谷脇信博君） 総務部の谷脇で

す。よろしくお願いいたします。それでは、き

ょうは市立病院の状況につきまして御説明させ

ていただきます。 

 資料のほうが遅くなりまして申しわけござい

ませんでした。お話しします中で、この資料に

基づいてお話ししたいと思いますので、よろし

くお願いします。着座にて説明いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○総務審議員（谷脇信博君） 市立病院の方向

性につきましては、昨年１２月の当委員会にお

きまして、市立病院が持つベッドのうち、結核

病床は廃止、一般病床は八代圏域にある４つの

公的な医療機関に再編移転し、外来機能につい

ては、同じくこの４つの医療機関のいずれかに

事業譲渡し、現地で無床診療所として運営して

いただく予定であるという内容の御説明をさせ

ていただきました。 

 本日は、この病床の再編移転と外来機能の事

業譲渡につきまして、その後、県と国との事前

協議の段階に入りましたことから、現在の進捗

状況について御説明させていただきます。 

 お手元に、ただいまお届けしましたＡ４サイ

ズの横向きの資料を１枚出させていただきまし

たが、そちらをごらんください。 

 資料左側の上段に市立病院の現状と、中段に

八代医療圏域の現状、そして下段に結核病床の

現状について記載しております。 

 まず、八代市立病院の現状について御説明い

たします。 

 前回の委員会でも御説明いたしました部分と

重複いたします部分もございますが、熊本地震

発生以降、市立病院では、一般病床６６床と結

核病床３０床については入院診療を休止し、現

在に至るまで外来診療のみ行っております。 

 これまで市立病院の病床は、急性期医療から

在宅や介護福祉施設に戻るまでの医療と、逆に

在宅や介護福祉施設での容体急変時に、急性期

医療まで委ねるまでもない患者様を受け入れる

といった、八代医療圏における、いわば後方支

援的機能を担ってまいりました。 

 次に、八代医療圏の現状でございますが、八

代医療圏は、上の表、八代医療圏の病床数の、

右側の計の差し引き部分にもありますように、

全体としましては、ベッド数が過剰と言われて

いる地域でございます。 

 これをベッドの医療機能別に見た場合、急性
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期機能及び慢性期機能のベッドにつきましては

過剰でございますが、高度急性期機能と回復期

機能は不足しているという状況でございます。 

 市立病院のベッドは、この医療機能で見ます

と、過剰とされております慢性期機能に当たり

ますが、下の表、八代医療圏の患者流出の状況

で見ますと、過剰ではありますものの、慢性期

では八代医療圏域以外に患者の流出が見られる

状況にございます。これは、ベッドは保有する

ものの実際には稼働していないものも多く、実

態としまして必ずしも充足した状況ではないこ

とがうかがえます。 

 一方、結核病床につきましては、下段の結核

病床の状況の表の、熊本県全体の状況にもあり

ますように、熊本県全体では基準病床数を大き

く上回っております。 

 結核病床は一般病床と異なりまして、熊本県

全体で基準を定めることになっておりますが、

こうした状況もあり、県全体として、結核病床

につきましては削減や廃止の方向にございます。 

 しかし、八代医療圏域内におきましても、高

齢者を中心に若干の結核患者が発生しておりま

すことから、結核の診療機能の必要性はゼロで

はないとしているところです。 

 こうした市立病院の現状、八代医療圏の現状

及び結核病床の現状を考慮し、本市といたしま

しては、財政負担の面から、市立病院を市で運

営し続けることは困難であるものの、これまで

の市立病院の後方支援機能は何とか維持できな

いかとしまして、昨年１１月の八代地域医療構

想調整会議の場で、４つの公的な医療機関、つ

まり熊本労災病院、熊本総合病院、八代市医師

会立病院及び八代郡医師会の八代北部地域医療

センターに、病床の移転と受け入れ、それと外

来機能の事業譲渡について、意向を伺ったとこ

ろでございます。 

 これら４つの公的な医療機関からは、この調

整会議の場でおおむね前向きな意見を聞かれま

したことから、その後、改めて４つの医療機関

に対しまして、正式な意向調査を行いました。

その意向調査の結果が、資料の右側になります。 

 一般病床につきましては、熊本総合病院及び

八代郡医師会の八代北部地域医療センターから

受け入れ希望の回答がございました。 

 今回、この２医療機関から受け入れの希望が

示されましたことから、おのおののベッド数の

配分につきましては、本市の地理的条件、人口

分布及び日常生活圏域などを考慮し、比例配分

する予定としております。 

 移転した病床の医療機能は、八代医療圏で不

足している回復期機能または現市立病院の医療

機能であります慢性期病床として、いずれも地

域包括ケア病床とすることを条件といたしてお

ります。 

 また、この再編移転を進めるに当たりまして

は、医療計画上の特例措置を適用させる必要が

あります。 

 八代医療圏域は病床過剰地域でありますこと

から、本来は制度上、受け入れベッドをふやす

ことは認められませんが、公立病院を含めた複

数の病院の再編・統合という整理による特例措

置というものがありまして、今回はそれを適用

する方向で調整を進めております。 

 この特例措置の適用については、厚生労働大

臣の同意が必要となりますことから、県と厚生

労働省との間で、この同意取得に向けた事前協

議に取りかかった段階でございます。 

 具体的な移転するベッド数などにつきまして

は、これから調整していくことになりますが、

今後、厚生労働省との事前協議が調い次第、改

めて議会に報告し、地域医療構想会議への付議、

県の医療審議会への諮問・答申を経て、本協議、

そして同意という流れで進めてまいります。 

 結核病床については、市立病院の結核病床自

体、受け入れの希望はございませんでしたが、

熊本労災病院において、自前のベッドで代替機
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能として結核診療の機能を引き継ぐ意向が示さ

れておりまして、現時点では、県と八代保健所

と一緒に、環境整備に向けて打ち合わせを開始

されたというところでございます。 

 外来機能につきましては、一般病床と同じく、

熊本総合病院及び八代北部地域医療センターか

ら受け入れを検討する旨の回答がございました。

このいずれかの医療機関に、現地で無床診療所

を運営していただく方針で考えております。 

 しかし、いずれの医療機関からも、経営収支

やスタッフ確保といった運営リスクが懸念材料

とされていますことで、協議はなかなか進展し

ていない状況でございます。 

 ほかに医療機関がない宮地地域の住民の皆様

にとりましては、外来機能の維持は強い要望で

もありますので、引き続き協議を重ねてまいり

ます。 

 以上が、八代市立病院の病床の再編移転及び

外来機能の事業譲渡についての説明となります。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（髙山正夫君） 今回、私もこの件に関

しましては一般質問させていただきました。い

ま一度ですね、いろんな理由についてはわかっ

ているつもりではございますが、外来機能につ

いてですね、今回また２医療機関に絞り込んだ

経緯といいますか、理由といいますか、そのあ

たりを詳しく説明していただければと思います。 

○総務審議員（谷脇信博君） 昨年１１月の医

療構想調整会議の後、先ほど申しましたように、

市のほうから４つの医療機関に対しまして、病

床の受け入れと、その外来機能の事業譲渡につ

いての意向調査を行いました。 

 前提条件としまして、一般病床につきまして

は、回復期または慢性期の医療機能を担うこと、

診療報酬の面でも、地域包括ケアの算定を行う

ことということを条件にしました。また外来に

つきましても、前提条件としまして、現地で運

営していただくことというふうにさせていただ

きました。 

 その結果、一般病床の受け入れにつきまして

は、一般病床もですし、外来機能もでございま

すが、熊本総合病院と八代北部医療センターの

２つの医療機関から検討するという回答があっ

たということでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。（委員髙山正夫君「はい」と呼ぶ）ほか

にございませんか。 

○委員（北園武広君） 今の説明でですね、４

つの公的な医療機関に正式な調査をとったと。

その結果、熊本総合病院と八代北部地域医療セ

ンターから受け入れの希望が出されたというこ

となんですけれども、具体的に受け入れられた

経緯というものの理由を一点と、それと残り２

つの医療機関が逆に希望されなかった点、その

２点、お伺いしたいと思います。 

○総務審議員（谷脇信博君） それでは１点目

の御質問であります、２つの医療機関が希望さ

れた理由ということでございますが、病床です

ね、ベッドにつきましては、施設の改修費用の

問題でありましたり、スタッフの確保という問

題、こちらは希望する、もしくはお断りになら

れたという２つの相対する部分ではございます

が、その辺が必要でございまして、その辺のス

タッフの確保とかができるという、それらを含

めて検討した上で、希望する旨の回答がなされ

たというふうに捉えております。 

 外来につきましても、こちらは４つの医療機

関全て、一応、宮地のことはすごく心配されて

おられました。そうした中で、今申しました２

つの熊本総合と北部地域医療センターにつきま

しては、そのスタッフの問題と改修費用、もろ

もろ含めて、検討してもよいというふうな御回

答をいただいたと。 

 反対になりますが、希望されなかった理由と

しましては、やっぱり病床を入れるための病棟
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の増築とかですね、あとはやっぱりスタッフの

問題などで、ちょっとそういう事情があったと

いうふうに聞いておりますし、また、現在の診

療所のほうでございますが、患者さんが３０人

ぐらいということで、その辺の経営状況の面あ

たりで採算面を心配されて、今回手を挙げられ

なかったというふうに解釈しております。 

 ですが、先ほどとちょっと重複いたしますけ

ども、労災病院につきましては、自前のベッド

で結核医療は引き継ぎますと。そういうところ

で、今からずっと県と協議しながらやっていき

ますということもおっしゃっていただきました

し、また、希望されませんでした八代市の医師

会も、今現在、医師会立病院で行っていらっし

ゃいます慢性期であったり回復期のそういう部

分を担いながら、今後、地域包括ケアについて

連携と協力をしていきたいというふうなことを

おっしゃっていただきまして、非常に、実際、

２つの医療機関から希望をいただきましたけれ

ども、それ以外のところからも非常にありがた

い回答をいただいたというところでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（北園武広君） 具体的にありがとうご

ざいました。まあ、そういったもろもろの問題

点とかですね、解決する部分というのを多々把

握されておったということでですね、安心しま

した。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） これは要するに、

経営状況、運営リスク、そういうのを総合的に

判断されたというようなことですよね。（総務

審議員谷脇信博君「はい」と呼ぶ）ほかにござ

いませんか。 

○委員（西濵和博君） 今回の取り組みを前に

進める、進展させるためには、法令上、先ほど

御説明がありましたように、厚労大臣の同意を

取りつける必要があるというふうに私も認識し

ているんですが、具体的な実務としては、県が

国との協議につかれたということでございます

が、今後のですね、県・国の協議の予定、スケ

ジュールについて、わかる範囲内で教えていた

だければと思います。 

○総務審議員（谷脇信博君） 今後のスケジュ

ールでございますが、さっき西濵委員おっしゃ

られましたように、医療計画制度の特例措置と

いうことで今回いたしますものですから、厚生

労働大臣の同意という必要になります。その同

意を得るためには、その前にこんな感じでいか

がでしょうという事前協議といいますか、それ

に今、県の医療政策課のほうと厚労省が話し合

いを始められたというところでございます。 

 それが大体見えてまいりまして、何となく形

が見えてきましたら、今度はそれをもちまして、

八代市の、八代地域の医療構想調整会議にかけ

ます。そちらのほうに報告いたしまして、その

後、今度は県の調整会議、そちらのほうに上げ

ます。そこを経過した後に、今度は県の医療審

議会というのがございまして、そちらに諮問し

て答申をもらって、それが調って初めて本協議

に入るということで進んでいきますので、その

辺のタイミングといいますか、県と厚労省の協

議の時間的なものが一番大きく左右するもので

すから、今、いついつぐらいまでにはそれが調

うというのは言えませんけども、一応、平成３

１年３月までには、全ての病床移転でありまし

たり外来の譲渡あたりを済ませてしまいたいと

いうふうに考えております。 

○委員（西濵和博君） まあ、時期はですね、

協議の進みぐあいということですけど、どうい

う過程、プロセスが必要かということは十分認

識できました。丁寧な御説明ありがとうござい

ました。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 
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○委員（亀田英雄君） マスコミ報道で何か、

病床の数確保が困難とかいろいろ出たんですが、

何ですか、２つの病院、受け入れ希望の回答あ

り。２つの病院から具体的な希望とか何とか、

数まで出とっとですか。 

○総務審議員（谷脇信博君） 病床の移転を希

望するということでいただいております。そし

て外来機能につきましては検討するということ

でいただいております。（委員亀田英雄君「ど

ちらも検討ちゅうことですね」と呼ぶ）はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） 委員の皆様も、本日の

けさの新聞で出ておりました。まちづくり協議

会宮地と東町地域まちづくり協議会の会長さん

から、昨日、市長、また増田議長に対して、外

来機能についてですね、ぜひ残してほしいとい

う要望書が出されております。私も今回、きょ

う所管事務調査でこの議題が出るちゅうことで、

昨日の要望書をですね、コピーしてまいりまし

たので、よかったら委員長に見ていただいて、

委員の皆さんに配付よろしいかですね、ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 小会します。 

（午後５時２９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時３１分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 ただいま髙山委員より資料提供のお願いがご

ざいまして、正副委員長で今精査しました結果、

昨日の要望書が市長、議長にも提出されている

ような内容でございますので、配付を許可いた

します。はい、どうぞ。 

（資料配付） 

○委員長（成松由紀夫君） そうしたら、よろ

しいですか、皆さん。 

 せっかくですので、髙山委員のほうから簡単

に御説明なり何なり、説明を求めます。 

○委員（髙山正夫君） それじゃあ、読み上げ

でよろしいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○委員（髙山正夫君） じゃあ、読み上げさせ

ていただきます。八代市長と増田議長宛てでご

ざいます。内容については同じですので、市長

宛ての分を読ませていただきます。ちょっとは

しょる部分もあるかと思いますが。 

 八代市立病院の外来機能の事業譲渡に関する

要望書ということで、我々が居住する宮地地域

にある唯一の医療機関である国民健康保険八代

市立病院（以下、「市立病院」といいます）は、

昭和２７年に旧八代郡宮地村、宮地村立宮地病

院として開設し、現在に至るまで７０年近く、

我々宮地地域の住民の命と健康を守ってきまし

た。しかし、平成２８年の熊本地震発生により、

老朽化した入院病棟を閉鎖し、現在は外来診療

のみを行っています。 

 これまで市立病院の再建について市議会など

で議論されてきましたが、再建に要する費用や

維持する費用が多額であり、市の財政状況から

も再建は困難であるが、これまでの市立病院の

機能を引き継ぐため、４つの公的な医療機関に

病床の再編・移転と外来機能の事業譲渡を行う

という方針が示され、ひとまず安堵したところ

です。 

 しかし、外来機能の事業譲渡については、運

営リスクの問題から協議が進展しない状況と聞

き及び、現地での外来機能継続を熱望している

地域住民の願いが閉ざされるのではないかと危

惧するところです。 

 そこで市におかれましては、市立病院がこれ

まで地域に果たしてきた役割を御理解いただき、

我々宮地地域住民が日常的に通院でき、診療内

容が充実した外来機能を現地にて運営していた

だくよう、公的な医療機関に対し働きかけてい

ただくことを強く要望いたします。 

 ３０年３月１４日、まちづくり協議会宮地会
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長、畑中正人、東町地域まちづくり協議会会長、

澤田司。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ありがとう

ございました。 

 マスコミの報道等で知った部分でですね、地

元議員の髙山委員から提出がありましたので、

これも含めたところで、ほかに何か質疑、御意

見等ありませんか。 

○委員（西濵和博君） 早速ですね、きのう市

と議長宛てに出された地元の方の思いがこもっ

た要望書ということで、原文のコピーを読み聞

かせさせていただきました。私の所感も含めて

発言させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○委員（西濵和博君） 最後の４行のところで

ですね、「市におかれましては、市立病院がこ

れまで地域に果たしてきた役割を御理解いただ

き」というところは、議長宛てのところは、

「市におかれましては」は、「市議会におかれ

ましては」というふうに、議会に対して強く御

要望なされていらっしゃるということが酌み取

れました。 

 それと、先ほど執行部のほうから御説明があ

りました、今御検討いただいている、受け入れ

の方向で思案いただいている２つの公的病院に

おかれては、地域の動きといいますか、思いを

見ていただいているというようなお話もありま

したので、そういうところも我々がしっかり議

会として受けとめて、ここにありますように、

議会としても公的医療機関に対して働きかけを

いただくことを要望されるというような趣旨は

ですね、私たちもしっかり受けとめて、その思

いに立って応援できればいいなというふうに、

私個人、思うところでございます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） この際、暫時、副

委員長と交代いたします。 

○副委員長（西濵和博君） それでは、副委員

長の私が委員長として今後議事を進めていきた

いと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 済みません、今２つ

の病院というところの経緯はわかったんですけ

れども、実際話せる範囲で結構ですが、ＪＣＨ

Ｏですか、熊本総合病院と北部医療センターと

の、外来機能についての感触というか、ＪＣＨ

Ｏが、――ＪＣＨＯといったら大きいですよね。

だからその辺の、まあＪＣＨＯにしても、地元

の北部医療センターにしても、どの程度の感触

が今つかめているのか、話せる範囲で結構でご

ざいますので。 

○総務審議員（谷脇信博君） 今おっしゃられ

ましたように、ＪＣＨＯですね、熊本総合病院

の本拠といいますか、組織と、あと郡の医師会

にしましても、それぞれ理事会というのがござ

いまして、大きな組織でございます。みんなが

みんな同じ気持ちで、同じ判断をされるわけで

はないもんですから、非常にその辺も含めて難

航しているのが状況でございます。 

 ですが、ＪＣＨＯのほうは地元として一丸と

なって要望とか、要望といいますか、そういう

気持ちがあるのであれば、前向きに考えてもい

いよみたいな話を言われたという話は聞いてお

ります。 

○委員（成松由紀夫君） ということであれば、

もう、やはり地元の機運がこれだけ高まってで

すね、要望書も出ているということですから、

もうこれは議会としては応援していくしかない

のかなというふうに思いますけれども、まあ、

状況が少しでもわかったので安心しました。 

 私からは以上です。 

○副委員長（西濵和博君） 成松委員の発言は

よろしいでしょうか。（委員成松由紀夫君「は

い、終わりました」と呼ぶ）では、委員長職を

交代したいと思います。 

○委員（増田一喜君） 私も、きのうこの要望
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書を受け取った本人であります。一言だけお話

をさせていただいたんですけれども、東町のほ

うにちょっと行ったときに、地域の人たちとお

話しすることがあって、その中で、皆さんえら

い心配されて、宮地病院がなくなっとかいとい

うようなことを言われましたけどですね、その

ときに、入院病棟はさして必要はないんだけど

も、どうしても外来は必要なんだよねという話

をされました。 

 全部廃止すっとかいって言いよったけん、言

われたので、いや、全部じゃないです。ただ、

財政状況があるから、せめて外来機能は残す方

向で検討しているみたいですよというお話はし

ました。まあ、地元の人たちも財政的に非常に

厳しいということは理解された上での、入院病

棟は要らないよというお話だったのかなという

ふうに、私は理解してきたんですけどね。だか

ら、外来機能はきちんとできるように、一生懸

命頑張ってみたいと思いますというお返事は差

し上げたんですけどですね。まあ、だから、で

きれば議会としても応援していただければ、力

強いものがあるんじゃないかなと、私は考えて

おります。 

○委員長（成松由紀夫君） 御意見ですね。

（委員増田一喜君「はい」と呼ぶ）ほかにあり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

八代市立病院に係る病床の再編移転及び外来機

能の事業譲渡についてを終了します。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

所管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもちまして経済企業委員会を散

会いたします。 

（午後５時４１分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成３０年３月１５日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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